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A copy of translation with notes of Chun-qiu Fan-lu fen-ben,shen-cha-ming-hao,shi-xing,

jiao-yi,jiao-ji,si-ji.
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It is said that Chun-qiu Fan-lu(春秋繁露)was written by Don Chong-shu(董仲舒) in

Han(漢)period.This Paper is a translation,annotation and consideration of

Chun-qiu Fan-lu fen-ben(奉本),shen-cha-ming-hao(深察名號),shi-xing(實性),jiao-yi(郊義),

jiao-ji(郊祭),si-ji(四祭).
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『
春
秋
繁
露
』
訳
注
稿

奉
本
・
深
察
名
號
・
實
性
・
郊
義
・
郊
祭
・
四
祭
篇

坂
本

具
償

財
木

美
樹

目

次

凡
例

訳
注
稿

奉
本
第
三
十
四

深
察
名
號
第
三
十
五

實
性
第
三
十
六

郊
義
第
六
十
六

郊
祭
第
六
十
七

四
祭
第
六
十
八

凡

例

一
、
本
訳
注
は
『
春
秋
繁
露
』
の
「
奉
本
第
三
十
四
」
「
深
察
名
號
第
三
十
五
」
「
實
性
第

三
十
六
」「
郊
義
第
六
十
六
」「
郊
祭
第
六
十
七
」「
四
祭
第
六
十
八
」
に
対
し
て
訳
注

を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
本
訳
注
は
蘇
輿
の
『
春
秋
繁
露
義
證
』（
宣
統
二
年
長
沙
刊
本
）
を
底
本
と
し
、
原
文

と
【
校
記
】
【
書
き
下
し
文
】【
注
】【
現
代
語
訳
】
か
ら
成
り
、
内
容
に
よ
っ
て
適
当

な
段
落
に
区
切
っ
た
も
の
で
あ
る
。

三
、
各
篇
の
冒
頭
に
は
簡
単
な
要
旨
を
述
べ
て
読
解
の
便
に
供
し
た
。

四
、
原
文
は
極
力
底
本
の
文
字
を
用
い
る
よ
う
に
し
た
が
、
写
植
文
字
の
制
約
に
よ
り
、

原
文
と
は
異
な
る
字
体
と
な
っ
た
文
字
も
あ
る
。

五
、
原
文
を
改
め
た
場
合
は
、
原
本
の
文
字
は
（

）
で
示
し
、
校
訂
及
び
増
補
し
た
文

字
は
〔

〕
で
示
す
。
そ
の
詳
細
は
【
校
記
】
で
述
べ
る
。

六
、【
書
き
下
し
文
】
は
校
訂
・
増
補
し
た
原
文
に
基
づ
い
て
書
き
下
し
た
。

七
、【
書
き
下
し
文
】
で
は
、
脱
文
の
字
数
が
不
明
の
場
合
は
、
…
…
で
示
し
、
特
定
で
き

る
場
合
は
□
を
一
字
と
し
て
示
す
。

八
、【
現
代
語
訳
】
で
は
、
補
訳
は
（

）
で
示
し
、
補
注
は
〔

〕
で
示
す
。
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九
、
校
記
及
び
注
で
言
及
す
る
書
名
・
人
物
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①

宋
本

宋
嘉
定
四
年
江
右
計
臺
刻
本
（
『
北
京
図
書
館
古
籍
珍
本
叢
刊
』
２
所

収
）

②

盧
文
弨

『
春
秋
繁
露
』
十
七
巻
（
『
抱
経
堂
叢
書
』
所
収
）

③

凌
曙

『
春
秋
繁
露
注
』
十
七
巻

嘉
慶
二
十
年
蜚
雲
閣
凌
氏
叢
書
本

④

兪
樾

『
諸
子
平
議
』（
『
春
在
堂
全
書
』
所
収
）

⑤

劉
師
培

『
春
秋
繁
露
斠
補
』（
『
劉
申
叔
先
生
遺
書
』
所
収
）

⑥

『
今
註
今
譯
』

頼
炎
元
註
譯
『
春
秋
繁
露
今
註
今
譯
』（
台
湾
商
務
印
書
館
）

⑦

『
校
釋
』

鍾
肇
鵬
主
編
『
春
秋
繁
露
校
釋(

校
補
本)

』（
河
北
人
民
出
版
社
）

奉
本
第
三
十
四

本
篇
は
、
「
奉
本
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
「
お
お
も
と
を
手
本
と
し
て
奉
る
」

こ
と
を
主
題
と
す
る
。
天
上
に
あ
っ
て
は
日
月
、
星
の
中
で
は
大
辰
、
地
に
あ
っ
て
は
山

や
丘
、
人
に
あ
っ
て
は
受
命
の
天
子
を
手
本
と
し
て
敬
い
奉
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
故

に
、『
春
秋
』
は
、
日
食
・
月
食
を
天
が
凶
事
を
知
ら
せ
る
大
き
な
異
変
と
し
て
、
全
て
書

き
記
し
、
ま
た
災
害
と
し
て
の
火
災
や
地
震
も
、
天
が
加
え
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
受
け
入

れ
偉
大
な
こ
と
と
し
て
記
録
し
、
慎
重
に
取
り
扱
う
の
だ
と
い
う
。

孔
子
は
「
た
だ
天
だ
け
を
偉
大
で
あ
る
と
し
、
た
だ
堯
だ
け
が
天
に
則
る
」
と
い
い
、

堯
は
天
を
尊
ん
で
功
績
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
。
ま
た
、
斉
の
桓
公
、
晋
の
文
公
は
周
室

を
尊
ば
な
け
れ
ば
覇
者
と
は
な
れ
な
か
っ
た
し
、
三
代
の
聖
人
た
ち
は
、
天
地
に
則
ら
な

け
れ
ば
王
に
は
な
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
敬
っ
て
も
敬
い
尽
く
せ
な
い
存
在
が
天
地
で
あ

る
。ま

た
、『
春
秋
』
は
、
魯
に
仮
託
し
て
王
の
義
を
述
べ
る
が
、
定
公
・
哀
公
を
お
お
も
と

と
し
て
亡
き
父
母
の
よ
う
に
み
な
す
と
い
う
。
定
公
・
哀
公
は
、
極
め
て
尊
く
、
極
め
て

顕
明
で
あ
り
、
統
治
が
ゆ
き
わ
た
り
、
そ
の
恩
沢
は
限
り
な
く
広
が
っ
て
い
る
か
ら
だ
と

い
う
。
従
っ
て
こ
の
時
代
は
、
い
な
か
も
国
境
も
な
く
、
遠
く
夷
狄
の
国
も
中
国
の
内
と

み
な
す
と
い
う
。

禮
者
、
繼
天
地
、
體
陰
陽
、
而
愼
主
客
、
序
尊
卑
貴
賤
大
小
之
位
、
而
差
外
内
遠
近
新

故
之
級
者
也
。
以
德
多
爲
象
、
萬
物
以
廣
博
衆
多
、
歴
年
久
者
爲
象
。

其
在
天
而
象
天
者
、
莫
大
〔
於
〕
①
日
月
。
繼
天(

地)

②
之
光
明
、
莫
不
照
也
。
星
莫

大
於
大
辰
。
北
斗
常
星
、
部
星
三
百
、
衛
星
三
千
、
大
火(

二)

③
十
六
星
、
伐
十
三
星
。

北
斗
七
星
、
常
星(

九
辭)

④
二
十
八
宿
、
多
者
宿
二
十
八
九
⑤
。
其
猶
蓍
百
莖
而
共
一
本
、

龜
千
歳
而
人
寶
。
是
以
三
代
傳
決
疑
焉
。

其
得
地
體
者
、
莫
如
山
阜
。
人
之
得
天
得
衆
者
、
莫
如
受
命
之
天
子
。
下
至
公
侯
伯
子

男
。
海
内
之
心
、
懸
於
天
子
。
疆
内
之
民
、
統
於
諸
侯
。

日
月
食
、
竝
告
凶
、
不
以
其
行
。
有
星
茀
于
東
方
、
于
大
辰
、
入
北
斗
、
常
星
不
見
、

地
震
、
梁
山
沙
鹿
崩
、
宋
衛
陳
鄭
災
、
王
公
大
夫
簒
弑
者
、
春
秋
皆
書
以
爲
大
異
。
不
言

衆
星
之
茀
入
・
霣
雨
、
原
隰
之
襲
崩
、
一
國
之
小
民
死
亡
、
不
決
疑
於
衆
草
木
也
。
唯
田

邑
之
稱
、
多
著
主
名
。

君
將
不
言
臣
、
臣
不
言
師
。
王
夷
・
君
獲
、
不
言
師
敗
。

孔
子
曰
、
唯
天
爲
大
、
唯
堯
則
之
。
則
之
者(

大)

〔
天
〕
⑥
也
。
巍
巍
乎
其
有
成
功
也
、

言
其
尊(

大)

〔
天
〕
⑦
以
成
功
也
。

齊
桓
晉
文
、
不
尊
周
室
、
不
能
霸
。
三
代
聖
人
、
不
則
天
地
、
不
能
至
王
。
階
此
而
觀

之
、
可
以
知
天
地
之
貴
矣
。

夫
流
深
者
、
其
水
不
測
。
尊
至
者
、
其
敬
無
窮
。
⑧
是
故
天
之
所
加
、
雖
爲
災
害
、
猶

承
而
大
之
、
其
欽
無
窮
。
震
夷
伯
之
廟
是
也
。
天
無
錯
舛
之
災
、
地
有
震
動
之
異
。
天
子

所
誅
絶
、
所
敗
師
、
雖
不
中
道
、
而
春
秋
者
不
敢
闕
、
謹
之
也
。
故
師
出
者
衆
矣
、
莫
言

還
。
至
師
及
齊
師
圍
成
、
成
降
于
齊
師
、
獨
言
還
、
其
君
劫
外
、
不
得
已
、
故
可
直
言
也
。

至
於
他
師
、
皆
其
君
之
過
也
。
而
曰
非
師
之
罪
、
是
臣
子
之
不
爲
君
父
受
罪
。
罪
不
臣
子

莫
大
焉
。

夫
至
明
者
、
其
照
無
疆
。
至
晦
者
、
其
闇
無
疆
。
今
春
秋
縁
魯
以
言
王
義
。
殺
隱
桓
以
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爲
遠
祖
、
宗
定
哀
以
爲
考
妣
。
至
尊
且
高
、
至
顯
且
明
、
其
基
壤
之
所
加
、
潤
澤
之
所
被
、

條
條
無
疆
。
前
是
常
數
十
年
、
鄰
之
幽
人
近
其
墓
而
高
明
。

大
國
齊
宋
、
離(

不)

⑨
言
會
。
微
國
之
君
、
卒
葬
之
禮
、
録
而
辭
繁
。
遠
夷
之
君
、
内

而
不
外
。
當
此
之
時
、
魯
無
鄙
彊
。
諸
侯
之
伐
哀
者
、
皆
言
我
。
邾
婁(

庶
其)

⑩
鼻
我
、

邾
婁
大
夫
。
其
於
我
無
以
親
、
以
近
之
故
、
乃
得
顯
明
。
隱
桓
親
春
秋
之
先
人
也
。
益
師

卒
、
而
不
日
。
于
稷
之
會
、
言
其
成
宋
亂
、
以
遠
外
也
。
黄
池
之
會
、
以
兩
伯
之
辭
、
言

不
以
爲
外
、
以
近
内
也
。

【
校
記
】

①

恵
棟
に
従
い
、「
於
」
字
を
補
う
。

②

「
地
」

恵
棟
に
従
い
、「
地
」
字
を
削
除
す
る
。

③

「
二
」

孫
詒
譲
（
『
校
釋
』
引
）
が
、「
『
爾
雅
』
釋
天
に
云
ふ
、『
大
辰
と
は
、
房
、

心
、
尾
な
り
。
大
火
、
之
を
大
辰
と
謂
ふ
』
と
。
今
考
ふ
る
に
、
房
は
四
星
、
心
は
三

星
、
尾
は
九
星
に
し
て
、
共
に
十
有
六
星
な
り
。
此
れ
、『
二
』
字
を
衍
す
」
と
言
い
、

『
校
釋
』
が
孫
説
を
是
と
す
る
の
に
従
い
、「
二
」
字
を
削
除
す
る
。

ぜ

④

「
九
辭
」

盧
文
弨
が
「
『
九
辭
』
、
暁
る
可
か
ら
ず
」
と
言
い
、
凌
曙
注
が
「
九
辭
」

の
下
に
、
「
字
誤
れ
り
」
と
言
い
、
蘇
輿
が
「
『
九
辭
』
の
二
字
、
疑
ふ
ら
く
は
並
び
に

衍
文
な
り
」
と
言
う
。
今
、
蘇
輿
に
従
い
、
衍
文
と
し
て
削
除
す
る
。

⑤

盧
文
弨
は
「
疑
ふ
ら
く
は
下
に
脱
文
・
衍
文
有
ら
ん
」
と
い
い
、
蘇
輿
は
「
句
、
疑

ふ
ら
く
は
誤
り
有
ら
ん
」
と
い
う
。

⑥

「
大
」

蘇
輿
が
「
『
大
』、
疑
ふ
ら
く
は
『
天
』
に
作
ら
ん
」
と
言
い
、
譚
本(

『
校

釋
』
引)

が
「
天
」
に
作
り
、『
校
釋
』
が
是
と
す
る
の
に
従
い
、「
大
」
を
「
天
」
に
改

ぜ

め
る
。

⑦

「
大
」

蘇
輿
に
従
い
、「
大
」
を
「
天
」
に
改
め
る
。

⑧

「
是
故
天
之
所
加
」
以
下
、
本
篇
最
後
の
「
以
近
内
也
」
ま
で
に
つ
い
て
、
張
宗
祥

『
董
子
改
編
』(

『
校
釋
』
引)

が
「
文
義
、
連
な
ら
ざ
れ
ば
、
之
を
刪
る
」
と
言
い
、『
春

秋
繁
露
』
の
佚
文
の
中
に
編
入
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
応
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

⑨

「
不
」

凌
曙
及
び
蘇
輿
に
従
い
、「
不
」
字
を
削
除
す
る
。

⑩

「
庶
其
」

盧
文
弨
及
び
蘇
輿
に
従
い
、「
庶
其
」
を
衍
文
と
し
て
削
除
す
る
。

【
書
き
下
し
文
】

禮
と
は
、
天
地
を
繼
ぎ
、
陰
陽
を
體
し
て
、
主
客
を
愼
し
み
、
尊
卑
・
貴
賤
・
大
小
の

位
を
序
し
て
、
外
内
・
遠
近
・
新
故
の
級
を
差
す
る
者
な
り
。
德
多
き
を
以
て
象
と
爲
し
、

萬
物
は
廣
博
衆
多
に
し
て
年
を
歴
る
こ
と
久
し
き
者
①
を
以
て
象
と
爲
す
。

其
の
天
に
在
り
て
天
を
象
る
者
、
日
月
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
天
の
光
明
を
繼
ぎ
、
照

ら
さ
ざ
る
莫
き
な
り
。
星
は
大
辰
②
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
北
斗
常
星
③
、
部
星
三
百
④
、

衛
星
三
千
、
大
火
十
六
星
⑤
、
伐
十
三
星
⑥
。
北
斗
七
星
⑦
、
常
星
二
十
八
宿
⑧
。
多
き

者
は
宿
二
十
八
九
⑨
。
其
れ
猶
ほ

蓍

は
百
莖
あ
り
て
一
本
を
共
に
し
⑩
、
龜
は
千
歳
に
し

め
ど
ぎ

て
人
の
寶
た
る
が
ご
と
し
⑪
。
是
を
以
て
三
代
傳
へ
て
疑
ひ
を
決
す
。

其
れ
地
の
體
を
得
る
者
は
、
山
阜
に
如
く
は
莫
し
。
人
の
天
を
得
て
衆
を
得
る
者
は
、

し

受
命
の
天
子
に
如
く
は
莫
く
、
下
は
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
に
至
る
。
海
内
の
心
は
、
天

し

子
に
懸
け
、
疆
内
の
民
は
、
諸
侯
に
統
べ
ら
る
。

す

日
月
の
食
に
、
竝
び
に
凶
を
告
げ
、
其
の
行
を
以
ゐ
ざ
る
な
り
。
「
星
の
東
方
に
茀
す
る

も
ち

こ
と
有
り
」
⑫
、「
大
辰
に
于
ひ
て
す
」
⑬
、「
北
斗
に
入
る
」
⑭
、「
常
星
見
え
ず
」
⑮
、

「
地
震
ふ
」
⑯
、
「
梁
山
・
沙
鹿
崩
る
」
⑰
、
「
宋
・
衛
・
陳
・
鄭
に
災
あ
り
」
⑱
、
王
公

大
夫
の
簒
弑
す
る
者
、『
春
秋
』
は
皆
書
し
て
以
て
大
異
と
爲
す
。
衆
星
の
茀
入
・
霣
雨
、

原
隰
の
襲
崩
、
一
國
の
小
民
の
死
亡
を
言
は
ざ
る
は
、
疑
ひ
を
衆
草
木
に
決
せ
ざ
れ
ば
な

り
。
唯
だ
田
邑
の
稱
に
は
、
主
の
名
に
著
く
る
こ
と
多
し
⑲
。

つ

君
將
た
る
と
き
は
臣
を
言
は
ず
、
臣
に
は
師
を
言
は
ず
⑳
。
王
夷
つ
き
、
君
獲
え
ら
る

き
ず

と
ら

る
に
は
、「
師
敗
る
」
と
言
は
ず

。


孔
子
曰
く
、「
唯
だ
天
の
み
を
大
な
り
と
爲
し
、
唯
だ
堯
の
み
之
に
則
る
」

。
之
に
則



る
者
は
天
な
り
。
「
巍
巍
乎
と
し
て
其
れ
功
を
成
す
こ
と
有
る
な
り
」
と
は
、
其
の
天
を
尊
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び
て
以
て
功
を
成
す
を
言
ふ
な
り
。

齊
桓
・
晉
文
、
周
室
を
尊
ば
ざ
れ
ば
、
霸
た
る
能
は
ず
。
三
代
の
聖
人
、
天
地
に
則
ら

ざ
れ
ば
、
王
に
至
る
能
は
ず
。
此
に
階
り
て
之
を
觀
れ
ば
、
以
て
天
地
の
貴
き
を
知
る
べ

よ

し
。夫

れ
流
れ
の
深
き
者
は
、
其
の
水
測
ら
れ
ず
。
尊
の
至
れ
る
者
は
、
其
の
敬
ふ
こ
と
窮

ま
り
無
し
。
是
の
故
に
天
の
加
ふ
る
所
は
、
災
害
を
爲
す
と
雖
も
、
猶
ほ
承
け
て
之
を
大

と
し
、
其
の
欽
し
む
こ
と
窮
ま
り
無
し
。「
夷
伯
の
廟
を
震
は
す
」

と
は
是
れ
な
り
。
天



つ
つ

に
錯
舛
の
災
無
く

、
地
に
震
動
の
異
有
り
。
天
子
の
誅
絶
す
る
所
、
師
を
敗
る
所
は
、



道
に
中
ら
ず
と
雖
も
、『
春
秋
』
は
敢
へ
て
闕
か
ざ
る
は
、
之
を
謹
し
む
な
り

。
故
に
師



あ
た

か

出
づ
る
者
衆
き
も
、
「
還
」
る
を
言
ふ
こ
と
莫
し
。
師
「
齊
師
と
成
を
圍
む
、
成

齊
師
に

降
る
」
に
至
り
て
、
獨
り
「
還
」
る
を
言
ふ
は

、
其
の
君

外
に
劫
や
か
さ
れ
て
已
む
を



お
び

や

得
ず
、
故
に
直
言
す
べ
き
な
り
。
他
の
師
に
至
り
て
は
、
皆
其
の
君
の
過
ち
な
り
。
而
る

に
「
師
の
罪
に
非
ず
」
と
曰
ふ
は
、
是
れ
臣
子
の
君
父
の
爲
に
罪
を
受
け
ざ
れ
ば
な
り
。

臣
子
た
ら
ざ
る
を
罪
す
る
こ
と
焉
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。

こ
れ

夫
れ
至
明
な
る
者
、
其
の
照
ら
す
こ
と
疆
り
無
し
。
至
晦
な
る
者
、
其
の
闇
き
こ
と
疆

か
ぎ

り
無
し
。
今
『
春
秋
』
は
魯
に
縁
り
て
以
て
王
義
を
言
ふ

。
隱
・
桓
を
殺
ぎ
て
以
て
遠



よ

そ

祖
と
爲
し
、
定
・
哀
を
宗
と
し
て
以
て
考
妣
と
爲
す

。
至
っ
て
尊
に
し
て
且
つ
高
く
、



至
っ
て
顯
に
し
て
且
つ
明
ら
か
な
り
。
其
の
基
壤
の
加
は
る
所
、
潤
澤
の
被
る
所
、
條
條

と
し
て
疆
り
無
し
。
前
是
常
數
十
年
、
鄰
之
幽
人
近
其
墓
而
高
明(

？)

。





か
ぎ

大
國
の
齊
・
宋
、
離

あ
ふ
に
會
と
言
ふ

。
微
國
の
君
、
卒
葬
の
禮
は
、
録
し
て
辭
繁



ふ
た
り

な
り

。
遠
夷
の
君
、
内
と
し
て
外
と
せ
ず

。
此
の
時
に
當
た
り
て
、
魯
に
鄙
彊
無
し
。

諸
侯
の
哀
を
伐
つ
者
、
皆
「
我
」
と
言
ふ

。
邾
婁
鼻
我
は
邾
婁
の
大
夫
な
り
。
其
の
我

に
於
い
て
以
て
親
し
む
無
き
も
、
近
き
の
故
を
以
て
、
乃
ち
顯
明
に
す
る
を
得

。
隱
・



桓
は
、
親
な
る
こ
と
、
春
秋
の
先
人
な
り
。
「
益
師
卒
す
」
る
も
日
い
は
ず

。
稷
の
會
に



于
い
て
、
其
の
「
宋
の
亂
を

成

ぐ
」
と
言
ふ

は
、
遠
き
を
以
て
外
と
す
る
な
り
。
黄
池



た
ひ
ら

の
會
に
て
、
兩
伯
の
辭
を
以
て
す
る

は
、
以
て
外
と
爲
さ
ず
、
近
き
を
以
て
内
と
す
る



を
言
ふ
な
り
。

【
注
】

①

「
廣
博
衆
多
」
と
は
、『
校
釋
』
は
例
え
ば
「
天
に
あ
っ
て
は
日
月
星
辰
、
地
に
あ
っ

て
は
江
河
山
陵
」
を
指
す
と
い
う
。「
年
を
歴
る
こ
と
久
し
き
者
」
と
は
、
初
版
『
校
釋
』

は
、
例
え
ば
「
蓍
龜
」
を
指
す
と
い
う
。
校
補
本
『
校
釋
』
で
は
、「
年
を
歴
る
こ
と
久

し
き
者
」
に
つ
い
て
の
注
釈
を
削
除
す
る
が
、
具
体
的
に
「
蓍
龜
」
を
指
す
と
い
う
初

版
『
校
釋
』
の
注
釈
は
妥
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
な
お
、
以
下
の
注
で
「
『
校
釋
』
」

と
い
う
場
合
は
、「
校
補
本
『
校
釋
』」
を
さ
す
。

②

「
大
辰
」
に
つ
い
て
は
、『
春
秋
』
昭
公
十
七
年
「
冬
、
星
の
大
辰
に
孛
す
る
有
り
」

の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、

孛
と
は
何
ぞ
。
彗
星
な
り
。
其
の
「
于
大
辰
」
と
言
ふ
は
何
ぞ
。
大
辰
に
在
れ
ば

な
り
。
大
辰
と
は
何
ぞ
。
大
火
な
り
。
大
火
を
大
辰
と
爲
す
。
伐
を
大
辰
と
爲
す
。

北
辰
も
亦
大
辰
と
爲
す
。
何
を
以
て
書
す
る
。
異
を
記
す
な
り
。(

孛
者
何
。
彗
星

也
。
其
言
于
大
辰
何
。
在
大
辰
也
。
大
辰
者
何
。
大
火
也
。
大
火
爲
大
辰
。
伐
爲

大
辰
。
北
辰
亦
爲
大
辰
。
何
以
書
。
記
異
也)

と
あ
り
、
そ
の
何
休
『
解
詁
』
に
、

大
火
と
は
心
を
謂
ふ
。
伐
と
は
參
伐
を
謂
ふ
な
り
。
大
火
と
伐
と
は
、
天
の
民
に

時
の
早
晩
を
示
す
所
以
な
り
。
天
下
の
正
を
取
る
所
な
り
、
故
に
之
を
大
辰
と
謂

ふ
。
辰
は
時
な
り
。
北
辰
と
は
北
極
に
し
て
、
天
の
中
な
り
。
常
に
其
の
所
に
居

る
。
迷
惑
し
て
東
西
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
須
く
北
辰
を
視
て
以
て
心
・
伐
の
在
る

所
を
別
つ
。
故
に
亦
を
加
ふ
。
亦
と
は

兩

相
須
つ
の
意
な
り
。(

大
火
謂
心
。

ふ
た
つ
な
が
ら

ま

伐
謂
參
伐
也
。
大
火
與
伐
、
天
所
以
示
民
時
早
晩
。
天
下
所
取
正
、
故
謂
之
大
辰
。

辰
、
時
也
。
北
辰
、
北
極
、
天
之
中
也
。
常
居
其
所
。
迷
惑
不
知
東
西
者
、
須
視

北
辰
以
別
心
伐
所
在
。
故
加
亦
。
亦
者
兩
相
須
之
意)

と
あ
る
。
「
大
辰
」
と
は
「
大
火
」
の
こ
と
で
あ
り
、
二
十
八
宿
の
一
つ
心
星
の
中
の
最

も
明
る
い
星
を
指
す
。「
大
火
」
は
天
が
民
に
時
刻
を
示
す
た
め
の
標
準
と
な
る
も
の
だ
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と
い
う
。

ま
た
『
爾
雅
』
釋
天
に
、

大
辰
、
房
、
心
、
尾
也
。
大
火
は
之
を
大
辰
と
謂
ふ
。(

大
辰
、
房
、
心
、
尾
也
。

大
火
謂
之
大
辰)

と
あ
り
、
そ
の
郭
璞
注
に
、

龍
星
の
明
る
き
者
、
以
て
時
候
と
爲
す
。
故
に
大
辰
と
曰
ふ
。
大
火
は
心
な
り
。

中
に
在
り
て
最
も
明
る
し
。
故
に
時
候
の
主
な
り
。(

龍
星
明
者
以
爲
時
候
。
故
曰

大
辰
。
大
火
、
心
也
。
在
中
最
明
。
故
時
候
主
焉)

と
あ
る
。

③

「
北
斗
」
は
北
斗
七
星
の
こ
と
。
「
常
星
」
は
恒
星
の
こ
と
。
漢
の
文
帝
の
諱
を
避
け

て
、「
恒
」
を
改
め
て
「
常
」
と
し
た
も
の
。

④

「
部
星
」
に
つ
い
て
は
、『
校
釋
』
は
『
史
記
』
天
官
書
に
、

紫
宮
、
房
・
心
、
權
・
衡
、
咸
池
、
虚
・
危
の
列
宿
部
星
は
、
此
れ
天
の
五
官
の

坐
位
な
り
。(

紫
宮
、
房
・
心

、
權
・
衡

、
咸
池

、
虚
・
危
列
宿
部
星
、
此
天

之
五
官
坐
位
也)

と
あ
り
、
そ
の
張
守
節
『
正
義
』
に
、

五
官
部
内
の
星
な
り
。(

五
官
部
内
之
星
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。
天
の
五
官
を
構
成
す
る
星
を
い
う
。

⑤

「
大
火
十
六
星
」
に
つ
い
て
、
孫
詒
譲
は
「
房
の
四
星
、
心
の
三
星
、
尾
の
九
星
を

併
せ
て
十
六
星
で
あ
る
」
と
い
う
。

⑥

「
伐
十
三
星
」
に
つ
い
て
、
孫
詒
譲
は
「
参
の
三
星
、
そ
の
外
の
四
星
、
罰
の
三
星
、
觜
觿

し

け
い

の
三
星
を
併
せ
て
十
三
星
で
あ
る
」
と
い
う
。

⑦

「
北
斗
七
星
」
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は
、『
史
記
』
天
官
書
に
「
北
斗
の
七
星
」
と
あ
り
、

そ
の
箇
所
の
『
索
隱
』
が
引
く
徐
整
『
長
暦
』
に
、

北
斗
の
七
星
、
星
間
相
去
る
こ
と
九
千
里
。
其
の
二
の
陰
星
見
え
ざ
る
は
、
相
去

る
こ
と
八
千
里
な
り
。(

北
斗
七
星
、
星
間
相
去
九
千
里
。
其
二
陰
星
不
見
者
、
相

去
八
千
里
也)

と
あ
り
、
ま
た
『
春
秋
運
斗
樞
』
に
、

斗
は
、
第
一
は
天
樞
、
第
二
は
旋
、
第
三
は
璣
、
第
四
は
權
、
第
五
は
衡
、
第
六

は
開
陽
、
第
七
は
搖
光
。
第
一
よ
り
第
四
に
至
る
ま
で
を
魁
と
為
し
、
第
五
よ
り

第
七
に
至
る
ま
で
を
標
と
為
し
、
合
し
て
斗
と
為
す
。(

斗
、
第
一
天
樞
、
第
二
旋
、

第
三
璣
、
第
四
權
、
第
五
衡
、
第
六
開
陽
、
第
七
搖
光
。
第
一
至
第
四
為
魁
、
第

五
至
第
七
為
標
、
合
而
為
斗)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑧

「
二
十
八
宿
」
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は
『
淮
南
子
』
天
文
訓
に
、

星
の
分
度
は
、
角
は
十
二
、
亢
は
九
、
氐
は
十
五
、
房
は
五
、
心
は
五
、
尾
は
十

て
い

八
、
箕
は
十
一
と
四
分
一
、
斗
は
二
十
六
、
牽
牛
は
八
、
須
女
は
十
二
、
虚
は
十
、

危
は
十
七
、
營
室
は
十
六
、
東
壁
は
九
、
奎
は
十
六
、
婁
は
十
二
、
胃
は
十
四
、

ろ
う

卯
は
十
一
、
畢
は
十
六
、
觜
嶲
は
二
、
參
は
九
、
東
井
は
三
十
、
輿
鬼
は
四
、
柳

し

き

よ

き

は
十
五
、
星
は
七
、
張
・
翼
は
各
お
の
十
八
、
軫
は
十
七
、
凡
て
二
十
八
宿
な
り
。

し
ん

す
べ

(

星
分
度
、
角
十
二
、
亢
九
、
氐
十
五
、
房
五
、
心
五
、
尾
十
八
、
箕
十
一
四
分
一
、

斗
二
十
六
、
牽
牛
八
、
須
女
十
二
、
虚
十
、
危
十
七
、
營
室
十
六
、
東
壁
九
、
奎

十
六
、
婁
十
二
、
胃
十
四
、
卯
十
一
、
畢
十
六
、
觜
嶲
二
、
參
九
、
東
井
三
十
、

輿
鬼
四
、
柳
十
五
、
星
七
、
張
・
翼
各
十
八
、
軫
十
七
、
凡
二
十
八
宿
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑨

こ
こ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
盧
文
弨
は
「
疑
ふ
ら
く
は
、
下
、
脱
文
・
衍
文
有
ら
ん
。
」

蘇
輿
も
「
句
、
疑
ふ
ら
く
は
誤
り
有
ら
ん
」
と
い
う
。

⑩

「

蓍

」
は
占
い
に
用
い
る
も
の
。
蘇
輿
は
『
尚
書
大
傳
』(

『
太
平
御
覧
』
巻
九
九

め
ど
ぎ

七
引)

に
、

洪
範
五
行
傳
に
曰
く
、
蓍
の
言
た
る
耆
な
り
。
百
年
に
し
て
、
一
本
、
百
莖
を
生

ず
。
此
れ
草
木
の
壽
な
れ
ば
吉
凶
を
知
る
者
な
り
。
聖
人
以
て
鬼
神
に
問
ふ
。(

洪

範
五
行
傳
曰
、
蓍
之
爲
言
耆
也
。
百
年
、
一
本
生
百
莖
。
此
草
木
之
壽
知
吉
凶
者

也
。
聖
人
以
問
鬼
神
焉)

と
あ
り
、『
史
記
』
龜
筴
列
伝
に
、

き

さ

く
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傳
に
曰
く
、
天
下
和
平
に
し
て
、
王
道
得
ら
る
れ
ば
、
蓍
莖
の
長
さ
丈
に
し
て
、

其
の
叢
生
し
て
百
莖
を
滿
た
す
、
と
。(

傳
曰
、
天
下
和
平
、
王
道
得
、
而
蓍
莖
長

丈
、
其
叢
生
滿
百
莖)

と
あ
る
の
を
引
く
。
さ
ら
に
『
校
釋
』
は
、『
白
虎
通
』
蓍
龜
篇
、
及
び
『
論
衡
』
卜
筮

篇
に
、蓍

の
言
た
る
耆
な
り
。(

蓍
之
爲
言
耆
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑪

「
龜
」
は
、
そ
の
甲
羅
を
占
い
に
用
い
た
。『
校
釋
』
は
『
白
虎
通
』
蓍
龜
篇
に
、

乾
草
・
枯
骨
、
衆
多
に
し
て
一
に
非
ざ
る
に
、
獨
り
龜
を
灼
く
を
以
て
す
る
は
何

ぞ
。
此
れ
天
地
の
間
に
て
、
壽
考
の
物
な
り
。
故
に
之
に
問
ふ
な
り
。
龜
の
言
た

る
久
な
り
。(

乾
草
枯
骨
衆
多
非
一
、
獨
以
灼
龜
何
。
此
天
地
之
間
、
壽
考
之
物
。

故
問
之
也
。
龜
之
爲
言
久
也)

と
あ
り
、
ま
た
『
尚
書
大
傳
』
に
、

龜
の
言
た
る
久
な
り
。
千
歳
に
し
て
靈
な
り
。
此
れ
禽
獸
に
し
て
吉
凶
を
知
る
者

な
り
。(

龜
之
爲
言
久
也
。
千
歳
而
靈
、
此
禽
獸
而
知
吉
凶
者
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑫

こ
の
こ
と
は
『
春
秋
』
哀
公
十
三
年
に
「
冬
、
十
有
一
月
、
星
の
東
方
に
孛
す
る
有

り
」
と
あ
り
、
そ
の
『
公
羊
傳
』
に
、

孛
と
は
何
ぞ
。
彗
星
な
り
。
其
の
「
于
東
方
」
と
言
へ
る
は
何
ぞ
。
旦
に
見
は
る

れ
ば
な
り
。
何
を
以
て
書
す
る
。
異
を
記
す
な
り
。(

孛
者
何
。
彗
星
也
。
其
言
于

東
方
何
。
見
于
旦
也
。
何
以
書
。
記
異
也)

と
あ
る
。

⑬

こ
の
こ
と
は
『
春
秋
』
昭
公
十
七
年
に
「
冬
、
星
の
大
辰
に
孛
す
る
有
り
」
と
あ
り
、

そ
の
『
公
羊
傳
』
に
、

孛
と
は
何
ぞ
。
彗
星
な
り
。
其
の
「
于
大
辰
」
と
言
ふ
は
何
ぞ
。
大
辰
に
在
れ
ば

な
り
。
大
辰
と
は
何
ぞ
。
大
火
な
り
。
大
火
を
大
辰
と
爲
す
。
伐
を
大
辰
と
爲
す
。

北
辰
も
亦
大
辰
と
爲
す
。
何
を
以
て
書
す
る
。
異
を
記
す
な
り
。(

孛
者
何
。
彗
星

也
。
其
言
于
大
辰
何
。
在
大
辰
也
。
大
辰
者
何
。
大
火
也
。
大
火
爲
大
辰
。
伐
爲

大
辰
。
北
辰
亦
爲
大
辰
。
何
以
書
。
記
異
也)

と
あ
る
。

⑭

こ
の
こ
と
は
『
春
秋
』
文
公
十
四
年
に
「
秋
、
七
月
、
星
の
孛
し
て
北
斗
に
入
る
こ

と
有
り
」
と
あ
り
、
そ
の
『
公
羊
傳
』
に
、

孛
と
は
何
ぞ
。
彗
星
な
り
。
其
の
「
入
于
北
斗
」
と
言
へ
る
は
何
ぞ
。
北
斗
に
中

有
れ
ば
な
り
。
何
を
以
て
書
す
る
。
異
を
記
す
な
り
。(

孛
者
何
。
彗
星
也
。
其
言

入
于
北
斗
何
。
北
斗
有
中
也
。
何
以
書
。
記
異
也)

と
あ
る
。

⑮

こ
の
こ
と
は
『
春
秋
』
荘
公
七
年
に
「
夏
、
四
月
辛
卯
、
夜
、
恒
星
見
え
ず
。
夜
中
、

星
霣
つ
る
こ
と
雨
の
如
し
」
と
あ
り
、
そ
の
『
公
羊
傳
』
に
、

恒
星
と
は
何
ぞ
。
列
星
な
り
。
列
星
見
え
ず
。
何
を
以
て
夜
の
中
な
る
を
知
る
。

星
反
れ
ば
な
り
。
雨
の
如
し
と
は
何
ぞ
。
雨
の
如
し
と
は
、
雨
ふ
る
に
非
ざ
る
な

か
へ

り
。
雨
ふ
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
曷
爲
れ
ぞ
之
を
雨
の
如
し
と
謂
ふ
。
不
脩
春
秋

に
曰
く
、
星
雨
る
こ
と
地
に
及
ば
ず
し
て
、
尺
に
し
て
復
る
と
。
君
子
之
を
脩
め

ふ

か
へ

て
曰
く
、
星
霣
つ
る
こ
と
雨
の
如
し
と
。
何
を
以
て
書
す
る
。
異
を
記
す
な
り
。(

恒

お

星
者
何
。
列
星
也
。
列
星
不
見
。
何
以
知
夜
之
中
。
星
反
也
。
如
雨
者
何
。
如
雨

者
、
非
雨
也
。
非
雨
、
則
曷
爲
謂
之
如
雨
。
不
脩
春
秋
曰
、
雨
星
不
及
地
、
尺
而

復
。
君
子
脩
之
曰
、
星
霣
如
雨
。
何
以
書
。
記
異
也)

と
あ
る
。

⑯

こ
の
こ
と
は
『
春
秋
』
文
公
九
年
に
「
九
月
癸
酉
、
地
震
ふ
」
と
あ
り
、
そ
の
『
公

羊
傳
』
に
、

地
震
ふ
と
は
何
ぞ
。
地
を
動
か
す
な
り
。
何
を
以
て
書
す
る
。
異
を
記
す
な
り
。(

地

震
者
何
。
動
地
也
。
何
以
書
。
記
異
也)

と
あ
る
。
な
お
「
地
震
」
は
、
そ
の
ほ
か
襄
公
十
六
年
、
昭
公
十
九
年
、
二
十
三
年
、

哀
公
三
年
に
も
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
。

⑰

「
梁
山
崩
」
に
つ
い
て
は
『
春
秋
』
成
公
五
年
に
「
梁
山
崩
る
」
と
あ
り
、
そ
の
『
公
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羊
傳
』
に
、

梁
山
と
は
何
ぞ
。
河
上
の
山
な
り
。
梁
山
崩
る
、
何
を
以
て
書
す
る
。
異
を
記
す

な
り
。
何
ぞ
異
と
す
る
。
大
な
れ
ば
な
り
。
何
ぞ
大
と
す
る
。
梁
山
崩
れ
、
河
を
壅ふ

さ

ぎ
、
三
日

れ
ず
。
外
の
異
は
書
せ
ず
。
此
れ
何
を
以
て
書
す
る
。
天
下
の
爲
に

な
が

異
を
記
す
な
り
。(

梁
山
者
何
。
河
上
之
山
也
。
梁
山
崩
、
何
以
書
。
記
異
也
。
何

異
爾
。
大
也
。
何
大
爾
。
梁
山
崩
、
壅
河
、
三
日
不

。
外
異
不
書
。
此
何
以
書
。

爲
天
下
記
異
也)

と
あ
る
。
ま
た
「
沙
鹿
崩
」
に
つ
い
て
は
『
春
秋
』
僖
公
十
四
年
に
「
秋
、
八
月
辛
卯
、

沙
鹿
崩
る
」
と
あ
り
、
そ
の
『
公
羊
傳
』
に
、

沙
鹿
と
は
何
ぞ
。
河
上
の
邑
な
り
。
此
れ
邑
な
り
。
其
の
崩
る
と
言
へ
る
は
何
ぞ
。

邑
を
襲
す
る
な
り
。
沙
鹿
崩
る
、
何
を
以
て
書
す
る
。
異
を
記
す
な
り
。
外
の
異

は
書
せ
ず
。
此
れ
何
を
以
て
書
す
る
。
天
下
の
爲
に
異
を
記
す
な
り
。(

沙
鹿
者
何
。

河
上
之
邑
也
。
此
邑
也
。
其
言
崩
何
。
襲
邑
也
。
沙
鹿
崩
、
何
以
書
。
記
異
也
。

外
異
不
書
。
此
何
以
書
。
爲
天
下
記
異
也)

⑱

こ
の
こ
と
は
『
春
秋
』
昭
公
十
八
年
に
「
夏
、
五
月
壬
午
、
宋
衞
陳
鄭
に
災
あ
り
」

と
あ
り
、
そ
の
『
公
羊
傳
』
に
、

何
を
以
て
書
す
る
。
異
を
記
す
な
り
。
何
を
か
異
と
す
る
。
其
の
日
を
同
じ
う
し

て
倶
に
災
あ
る
を
異
と
す
る
な
り
。
外
の
異
は
書
せ
ず
。
此
れ
何
を
以
て
書
す
る
。

天
下
の
爲
に
異
を
記
す
な
り
。(

何
以
書
。
記
異
也
。
何
異
爾
。
異
其
同
日
而
倶
災

也
。
外
異
不
書
。
此
何
以
書
。
爲
天
下
記
異
也)

と
あ
る
。

⑲

「
多
者
著
名
」
に
つ
い
て
、
盧
文
弨
は
、『
春
秋
』
昭
公
元
年
「
晉
の
荀
呉
、
師
を
帥

ゐ
て
狄
を
大
原
に
敗
る
」
の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、

此
れ
大
鹵
な
り
。
曷
爲
れ
ぞ
之
を
大
原
と
謂
ふ
。
地
物
は
中
國
に
從
ひ
、
邑
人
の

名
は
主
人
に
從
ふ
。(

此
大
鹵
也
。
曷
爲
謂
之
大
原
。
地
物
從
中
國
。
邑
人
名
從
主

人)

と
あ
る
の
を
引
き
、「
邑
・
人
に
は
主
人
の
名
前
を
著
け
て
表
現
す
る
」
の
意
と
す
る
。

蘇
輿
は
、
盧
文
弨
を
引
い
て
、
さ
ら
に
桓
公
元
年
「
鄭
伯
、
璧
を
以
て
許
田
を
假
る
」

の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、「
周
の
田
」
を
諱
ん
で
「
許
の
田
」
と
称
し
て
い
る
例
を
取
り

上
げ
て
「
主
人
の
名
を
著
け
て
表
現
し
た
」
例
と
す
る
。

つ

し
か
し
、『
校
釋
』
は
、
諸
本
が
「
多
者
主
名
」
に
作
っ
て
い
る
の
を
是
と
し
、
同
じ

．

ぜ

く
桓
公
元
年
「
鄭
伯
、
璧
を
以
て
許
田
を
假
る
」
の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、

此
れ
邑
な
り
。
其
の
田
と
稱
す
る
は
何
ぞ
。
田
多
く
邑
少
な
き
を
田
と
稱
す
。
邑

多
く
田
少
な
き
を
邑
と
稱
す
。(

此
邑
也
。
其
稱
田
何
。
田
多
邑
少
稱
田
。
邑
多
田

少
稱
邑
）

と
あ
る
の
を
引
き
、
「
邑
」
と
表
現
す
る
か
、
「
田
」
と
表
現
す
る
か
は
、
そ
の
多
い
ほ

う
に
よ
っ
て
表
現
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
「
多
者
主
名
」
の
意
と
し
て
い
る
。

い
ず
れ
が
是
か
、
に
わ
か
に
判
断
し
が
た
い
の
で
こ
こ
で
は
一
応
、
蘇
輿
本
の
ま
ま

ぜ

に
し
て
お
く
。

⑳

盧
文
弨
は
、『
春
秋
』
隠
公
五
年
「
秋
、
衞
師
、
盛
に
入
る
」
の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、

曷
爲
れ
ぞ
或
い
は
「
師
を
率
ゐ
る
」
と
言
ひ
、
或
い
は
「
師
を
率
ゐ
る
」
と
言
は

ざ
る
。
將
尊
く
し
て
師
衆
き
と
き
は
、「
某
、
師
を
率
ゐ
る
」
と
稱
す
。
將
尊
く
し

て
師
少
な
き
と
き
は
、
將
を
稱
す
。
將
卑
し
く
し
て
師
衆
き
と
き
は
、「
師
」
と
稱

す
。
將
卑
し
く
し
て
師
少
な
き
と
き
は
、「
人
」
と
稱
す
。
君
將
た
る
と
き
は
「
師

を
率
ゐ
る
」
と
言
は
ず
。
其
の
重
き
者
を
書
す
る
な
り
。(

曷
爲
或
言
率
師
、
或
不

言
率
師
。
將
尊
師
衆
、
稱
某
率
師
。
將
尊
師
少
、
稱
將
。
將
卑
師
衆
、
稱
師
。
將

卑
師
少
、
稱
人
。
君
將
不
言
率
師
、
書
其
重
者
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。
本
文
と
『
公
羊
傳
』
と
は
、
表
現
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
が
、

本
文
の
「
君
將
不
言
臣
」
は
『
公
羊
傳
』
の
「
君
將
不
言
率
師
」
に
対
応
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
文
の
「
臣
不
言
師
」
に
対
応
す
る
表
現
は
『
公
羊
傳
』
の
「
將

卑
師
少
、
稱
人
」
で
あ
ろ
う
か
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
『
校
釋
』
が
言
う
よ

う
に
「
臣
不
言
師
」
の
「
臣
」
字
は
衍
字
で
、
こ
の
一
文
は
「
君
將
不
言
臣
、
不
言
師
」

と
す
る
べ
き
か
。



「
王
夷
」
に
つ
い
て
は
、『
春
秋
』
成
公
十
六
年
「
晉
侯
、
楚
子
鄭
伯
と
鄢
陵
に
戰
ふ
。
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楚
子
・
鄭
の
師
、
敗
績
す
」
の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、

敗
る
る
に
は
師
と
稱
す
。
楚
何
を
以
て
師
と
稱
せ
ざ
る
。
王
痍
つ
け
ば
な
り
。
王
痍

き
ず

き
ず

つ
く
と
は
何
ぞ
。
矢
に
傷
つ
く
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
何
を
以
て
師
敗
績
す
と
言
は

ざ
る
。
言
ふ
末
き
の
み
。(

敗
者
稱
師
。
楚
何
以
不
稱
師
。
王
痍
也
。
王
痍
者
何
。

な

傷
乎
矢
也
。
然
則
何
以
不
言
師
敗
績
。
末
言
爾)

と
あ
り
、
王
が
傷
つ
い
た
と
き
は
、
師
が
敗
れ
た
と
い
う
表
現
は
し
な
い
と
い
う
。

ま
た
「
君
獲
」
に
つ
い
て
は
、『
春
秋
』
僖
公
十
五
年
「
十
有
一
月
壬
戌
、
晉
侯
、
秦

伯
と
韓
に
戰
ふ
。
晉
侯
を
獲
ふ
」
の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、

と
ら

此
れ
偏
戰
な
り
。
何
を
以
て
師
敗
績
す
と
言
は
ざ
る
。
君
獲
へ
ら
る
る
と
き
は
師

と
ら

敗
績
す
と
言
は
ざ
る
な
り
。(
此
偏
戰
也
。
何
以
不
言
師
敗
績
。
君
獲
、
不
言
師
敗

績
也)

と
あ
り
、
君
主
が
捕
ら
え
ら
れ
た
と
き
は
、
師
が
敗
れ
た
と
い
う
表
現
は
し
な
い
と
い

う
。こ

れ
は
『
論
語
』
泰
伯
篇
の
文
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、



子
曰
く
、
大
な
る
か
な
堯
の
君
た
る
や
。
巍
巍
乎
と
し
て
唯
だ
天
を
大
な
り
と
爲

す
。
唯
だ
堯
之
に
則
る
。
蕩
蕩
乎
と
し
て
民
能
く
名
づ
く
る
無
し
。
巍
巍
乎
と
し

て
其
れ
功
を
成
す
こ
と
有
る
な
り
。
煥
乎
と
し
て
其
れ
文
章
有
り
。(

子
曰
、
大
哉

堯
之
爲
君
也
、
巍
巍
乎
唯
天
爲
大
。
唯
堯
則
之
。
蕩
蕩
乎
民
無
能
名
焉
。
巍
巍
乎

其
有
成
功
也
。
煥
乎
其
有
文
章)

と
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
『
春
秋
』
僖
公
十
五
年
に
「
己
卯
晦
、
夷
伯
の
廟
に
震
す
」
と
あ
り
、


そ
の
『
公
羊
傳
』
に
、

晦
と
は
何
ぞ
。
冥
な
り
。
之
に
震
す
と
は
何
ぞ
。
雷
電
の
夷
伯
の
廟
を
撃
つ
者
な

り
。
夷
伯
と
は
、
曷
爲
る
者
ぞ
。
季
氏
の
孚
な
り
。
季
氏
の
孚
な
れ
ば
、
則
ち
微

な

ん

す

者
な
り
。
其
の
夷
伯
と
稱
す
る
は
何
ぞ
。
之
を
大
と
す
れ
ば
な
り
。
曷
爲
れ
ぞ
之

を
大
と
す
る
。
天
、
之
を
戒
し
む
。
故
に
之
を
大
と
す
る
な
り
。
何
を
以
て
書
す

る
。
異
を
記
す
な
り
。(

晦
者
何
。
冥
也
。
震
之
者
何
。
雷
電
撃
夷
伯
之
廟
者
也
。

夷
伯
者
、
曷
爲
者
也
。
季
氏
之
孚
也
。
季
氏
之
孚
、
則
微
者
。
其
稱
夷
伯
何
。
大

之
也
。
曷
爲
大
之
。
天
戒
之
。
故
大
之
也
。
何
以
書
。
記
異
也)

と
あ
り
、
雷
電
が
夷
伯
の
廟
を
撃
っ
た
こ
と
を
、
天
の
戒
め
と
し
て
尊
ぶ
と
い
う
。

「
天
に
錯
舛
の
災
無
く
」
と
は
、
具
体
的
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
蘇
輿
は
「
無
」


は
「
有
」
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
す
る
が
、『
校
釋
』
は
「
未
だ
確
か
な
ら
ず
」
と
い
う
。

「
錯
舛
」
に
つ
い
て
は
、
字
義
に
即
し
て
「
入
り
乱
れ
る
」
の
意
で
一
応
訳
し
た
。『
今

註
今
譯
』
は
「
差
錯
的(

意
外
な)

」
の
意
味
と
す
る
。

蘇
輿
は



、『
春
秋
』
荘
公
六
年
「
夏
、
六
月
、
衞
侯
朔
、
衞
に
入
る
」
及
び
「
秋
、
公
、

衞
を
伐
つ
よ
り
至
る
」
の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、

衞
侯
朔
に
は
何
を
以
て
名
い
ふ
。
絶
て
ば
な
り
。
曷
爲
れ
ぞ
之
を
絶
つ
。
命
を
犯

な

ん

す

せ
ば
な
り
。
其
の
入
る
と
言
ふ
は
何
ぞ
。
簒
辭
な
り
。(

衞
侯
朔
何
以
名
。
絶
。
曷

爲
絶
之
。
犯
命
也
。
其
言
入
何
。
簒
辭
也)

と
あ
り
、

曷
爲
れ
ぞ
或
い
は
會
よ
り
致
る
と
言
ひ
、
或
い
は
伐
よ
り
致
る
と
言
ふ
。
意
を
得

れ
ば
會
よ
り
致
る
と
い
ひ
、
意
を
得
ざ
れ
ば
伐
よ
り
致
る
と
い
ふ
。
衞
侯
朔
、
衞

に
入
る
。
何
を
以
て
伐
よ
り
致
る
と
い
ふ
。
敢
へ
て
天
子
に
勝
た
ざ
れ
ば
な
り
。(

曷

爲
或
言
致
會
、
或
言
致
伐
。
得
意
致
會
、
不
得
意
致
伐
。
衞
侯
朔
入
于
衞
。
何
以

致
伐
。
不
敢
勝
天
子
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

蘇
輿
は



、
『
春
秋
』
荘
公
八
年
「
夏
、
師
、
齊
の
師
と
成
を
圍
む
。
成

齊
の
師
に
降

る
」
及
び
「
秋
、
師
還
る
」
の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、

成
と
は
何
ぞ
。
盛
な
り
。
盛
な
れ
ば
則
ち
曷
爲
れ
ぞ
之
を
成
と
謂
ふ
。
同
姓
を
滅

な

ん

す

ぼ
す
を
諱
め
ば
な
り
。
曷
爲
れ
ぞ
吾
が
師
に
降
る
と
言
は
ざ
る
。
之
を
辟
く
れ
ば

さ

な
り
。(

成
者
何
。
盛
也
。
盛
則
曷
爲
謂
之
成
。
諱
滅
同
姓
也
。
曷
爲
不
言
降
吾
師
。

辟
之
也)

と
あ
り
、

還
る
と
は
何
ぞ
。
善
辭
な
り
。
此
れ
同
姓
を
滅
ぼ
す
。
何
ぞ
善
み
す
る
。
之
を
病

よ
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め
ば
な
り
。
曰
く
、
師
は
病
む
。
曷
爲
れ
ぞ
之
を
病
む
。
師
の
罪
に
非
ざ
れ
ば
な

な

ん

す

り
。(

還
者
何
。
善
辭
也
。
此
滅
同
姓
。
何
善
爾
。
病
之
也
。
曰
、
師
病
矣
。
曷
爲

病
之
。
非
師
之
罪
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

『
春
秋
』
が
魯
に
託
し
て
王
義
を
述
べ
る
と
い
う
主
旨
の
内
容
は
何
休
『
解
詁
』
の


な
か
に
た
び
た
び
見
え
る
。

隠
公
元
年
「
三
月
、
公
、
邾
婁
儀
父
と
眛
に
盟
す
」
の
条
の
何
休
『
解
詁
』
に
、

春
秋
は
魯
を
王
と
し
、
隱
公
に
託
し
て
以
て
始
め
て
命
を
受
く
る
の
王
と
爲
す
。

儀
父
先
づ
隱
公
と
盟
す
る
に
因
り
て
假
り
て
以
て
褒
賞
の
法
を
見
す
べ
し
。(

春
秋

王
魯
、
託
隱
公
以
爲
始
受
命
王
。
因
儀
父
先
與
隱
公
盟
、
可
假
以
見
褒
賞
之
法)

と
あ
り
、
ま
た
荘
公
十
年
「
秋
九
月
、
荊
、
蔡
の
師
を
莘
に
敗
り
、
蔡
侯
獻
舞
を
以
て

ゐ

歸
る
」
の
条
の
何
休
『
解
詁
』
に
、

春
秋
は
行
事
を
假
り
て
以
て
王
法
を
見
す
。(
春
秋
假
行
事
以
見
王
法)

し
め

と
あ
り
、
成
公
二
年
「
六
月
癸
酉
、
季
孫
行
父
・
臧
孫
許
・
叔
孫
僑
如
・
公
孫
嬰
齊
、

師
を
帥
ゐ
て
晉
の
郤
克
・
衞
の
孫
良
夫
・
曹
の
公
子
手
に
會
し
、
齊
侯
と

に
戰
ふ
。



齊
の
師
敗
績
す
」
の
条
の
何
休
『
解
詁
』
に
、

春
秋
は
王
を
魯
に
託
し
、
因
り
て
假
り
て
以
て
王
法
を
見
す
。(
春
秋
託
王
于
魯
因

假
以
見
王
法)

と
あ
る
な
ど
。

隠
公
元
年
「
公
子
益
師
卒
す
」
の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、



見
る
所
、
辭
を
異
に
し
、
聞
く
所
、
辭
を
異
に
し
、
傳
聞
す
る
所
、
辭
を
異
に
す
。

(

所
見
異
辭
、
所
聞
異
辭
、
所
傳
聞
異
辭)

と
あ
り
、『
春
秋
』
は
、「
見
た
こ
と
」「
聞
い
た
こ
と
」「
伝
聞
し
た
こ
と
」、
各
々
、
そ

の
表
現
の
仕
方
を
異
に
す
る
と
い
う
。
そ
の
何
休
注
に
、

見
る
所
と
は
、
昭
・
定
・
哀
の
、
己
と
父
と
の
時
の
事
を
謂
ふ
な
り
。
聞
く
所
と

は
、
文
・
宣
・
成
・
襄
の
、
王
父
の
時
の
事
を
謂
ふ
な
り
。
傳
聞
す
る
所
と
は
、

隱
・
桓
・
莊
・
閔
・
僖
の
、
髙
祖
曽
祖
の
時
の
事
を
謂
ふ
な
り
。
辭
を
異
に
す
る

は
、
恩
に
厚
薄
有
り
、
義
に
深
淺
有
る
を
見
す
。
時
に
恩
衰
へ
義
缺
く
。
將
に
以

て
人
倫
を
理
め
、
人
類
を
序
し
、
因
り
て
亂
を
治
む
る
の
法
を
制
せ
ん
と
す
。
故

に
見
る
所
の
世
に
於
い
て
は
、
恩
、
己
と
父
と
の
臣
な
れ
ば
、
尤
だ
深
し
。
大
夫

の
卒
に
、
罪
有
る
も
罪
無
き
も
皆
日
い
ひ
て
之
を
録
す
。「
丙
申
、
季
孫
隱
如
卒
す
」
、

是
な
り
。
聞
く
所
の
世
に
於
い
て
は
、
王
父
の
臣
な
れ
ば
、
恩
少
し
く
殺
す
れ
ば
、

こ
れ大

夫
の
卒
に
、
罪
無
き
者
は
日
い
ひ
て
録
し
、
罪
有
る
者
は
日
い
は
ず
し
て
之
を

略
す
。
「
叔
孫
得
臣
卒
す
」
、
是
な
り
。
傳
聞
す
る
所
の
世
に
於
い
て
は
、
髙
祖
曽

こ
れ

祖
の
臣
な
れ
ば
、
恩
淺
く
、
大
夫
の
卒
に
、
罪
有
る
も
罪
無
き
も
皆
日
い
は
ず
し

て
之
を
略
す
る
な
り
。
「
公
子
益
師
、
無
駭
卒
す
」
、
是
な
り
。
傳
聞
す
る
所
の
世

こ
れ

に
於
い
て
は
、
治
、
衰
亂
の
中
よ
り
起
こ
る
を
見
し
、
心
を
用
ふ
る
こ
と
尚
麤
觕

た
り
。
故
に
其
の
國
を
内
と
し
て
、
諸
夏
を
外
に
す
。
先
づ
内
を
詳
に
し
て
、
而

る
後
に
外
を
治
む
。
大
を
録
し
て
小
を
略
す
。
内
の
小
惡
は
書
し
、
外
の
小
惡
は

書
せ
ず
。
大
國
は
大
夫
有
り
、
小
國
は
略
し
て
人
と
稱
す
。
内
の
離
會
は
書
し
、

外
の
離
會
は
書
せ
ざ
る
は
、
是
な
り
。
聞
く
所
の
世
に
於
い
て
は
、
治
は
升
平
な

こ
れ

る
を
見
す
。
諸
夏
を
内
と
し
て
、
夷
狄
を
外
と
す
。
外
の
離
會
を
書
し
、
小
國
に

大
夫
有
り
。
宣
十
一
年
「
秋
、
晉
侯
、
狄
に
攅
函
に
會
ふ
」、
襄
二
十
三
年
「
邾
婁

鼻
我
來
奔
す
」
、
是
な
り
。
見
る
所
の
世
に
至
り
て
は
、
治
は
大
平
な
る
を
著
は
す
。

こ
れ

夷
狄
進
み
て
爵
に
至
り
、
天
下
の
遠
近
小
大
一
の
若
し
。
心
を
用
ふ
る
こ
と
尤
だ

深
く
し
て
詳
ら
か
な
り
。
故
に
仁
義
を
崇
び
て
二
名
を
譏
る
。「
晉
の
魏
曼
多
」「
仲

孫
何
忌
」
、
是
な
り
。(

所
見
者
謂
昭
定
哀
己
與
父
時
事
也
。
所
聞
者
謂
文
宣
成
襄

王
父
時
事
也
。
所
傳
聞
者
謂
隱
桓
莊
閔
僖
髙
祖
曽
祖
時
事
也
。
異
辭
者
、
見
恩
有

厚
薄
。
義
有
深
淺
。
時
恩
衰
、
義
缺
。
將
以
理
人
倫
、
序
人
類
、
因
制
治
亂
之
法
。

故
於
所
見
之
世
、
恩
己
與
父
之
臣
尤
深
。
大
夫
卒
、
有
罪
無
罪
、
皆
日
録
之
。
丙

申
季
孫
隱
如
卒
、
是
也
。
於
所
聞
之
世
、
王
父
之
臣
恩
少
殺
。
大
夫
卒
、
無
罪
者

日
録
、
有
罪
者
不
日
略
之
。
叔
孫
得
臣
卒
、
是
也
。
於
所
傳
聞
之
世
、
髙
祖
曽
祖

之
臣
恩
淺
。
大
夫
卒
、
有
罪
無
罪
皆
不
日
略
之
也
。
公
子
葢
師
、
無
駭
卒
、
是
也
。

於
所
傳
聞
之
世
、
見
治
起
於
衰
亂
之
中
、
用
心
尚
麤
觕
。
故
内
其
國
而
外
諸
夏
、
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先
詳
内
而
後
治
外
、
録
大
略
小
、
内
小
惡
書
、
外
小
惡
不
書
。
大
國
有
大
夫
、
小

國
略
稱
人
。
内
離
會
書
、
外
離
會
不
書
、
是
也
。
於
所
聞
之
世
、
見
治
升
平
、
内

諸
夏
而
外
夷
狄
、
書
外
離
會
、
小
國
有
大
夫
、
宣
十
一
年
秋
晉
侯
會
狄
於
攅
函
、

襄
二
十
三
年
邾
婁
鼻
我
來
奔
、
是
也
。
至
所
見
之
世
、
著
治
大
平
。
夷
狄
進
至
於

爵
、
天
下
遠
近
小
大
若
一
、
用
心
尤
深
而
詳
。
故
崇
仁
義
、
譏
二
名
。
晉
魏
曼
多
、

仲
孫
何
忌
、
是
也)

と
あ
り
、『
春
秋
』
の
表
現
の
仕
方
は
、
時
代
が
「
伝
聞
す
る
所
の
世
」
か
ら
「
聞
く
所

の
世
」
、
そ
し
て
「
見
る
所
の
世
」
へ
と
移
る
に
従
っ
て
、
「
粗
雑
」
か
ら
「
詳
細
」
へ

と
変
化
す
る
と
い
う
。

「
條
條
」
と
は
、
条
理
の
あ
る
さ
ま
を
い
う



。『
繁
露
』
如
天
之
爲
第
八
十
に
、
陰

陽
の
気
が
整
然
と
巡
る
さ
ま
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

陰
陽
の
氣
、
上
天
に
在
り
、
亦
た
人
に
在
り
。
人
に
在
る
者
は
好
惡
喜
怒
と
爲
り
、

天
に
在
る
者
は
暖
清
寒
暑
と
爲
る
。
出
入
上
下
し
、
左
右
前
後
し
、
平
行
し
て
止

ま
ら
ず
、
未
だ
嘗
て
稽
留
滯
鬱
す
る
所
有
ら
ざ
る
な
り
。
其
の
人
に
在
る
者
も
亦

た
宜
し
く
行
り
て
留
ま
る
無
か
る
べ
き
こ
と
、
四
時
の
條
條
然
た
る
が
ご
と
き
な

め
ぐ

り
。(

陰
陽
之
氣
、
在
上
天
、
亦
在
人
。
在
人
者
爲
好
惡
喜
怒
、
在
天
者
爲
暖
清
寒

暑
。
出
入
上
下
、
左
右
前
後
、
平
行
而
不
止
、
未
嘗
有
所
稽
留
滯
鬱
也
。
其
在
人

者
亦
宜
行
而
無
留
、
若
四
時
之
條
條
然
也)

蘇
輿
は
「
鬯
達
の
意
」
と
し
、『
今
註
今
譯
』
及
び
『
校
釋
』
は
「
暢
達
の
さ
ま
」
と
し
、

い
ず
れ
も
「
の
び
の
び
と
ゆ
き
わ
た
る
」
の
意
と
す
る
。

こ
こ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
諸
家
い
ず
れ
も
脱
誤
あ
る
い
は
錯
簡
あ
り
と
い
う
。
こ


の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

蘇
輿
は
、
斉
と
宋
の
両
者
が
会
っ
た
こ
と
を
「
會
」
と
表
現
し
て
い
る
例
と
し
て
、


定
公
十
四
年
「
秋
、
齊
侯
・
宋
公
、
洮
に
會
す
」
を
挙
げ
る
。

「
離
」
に
つ
い
て
は
、『
春
秋
』
桓
公
二
年
「
蔡
侯
・
鄭
伯
、
鄧
に
會
す
」
の
条
の
『
公

羊
傳
』
に
、

離

あ
ふ
に
會
と
言
は
ず
。
此
れ
其
の
會
と
言
ふ
は
何
ぞ
。
蓋
し
鄧

會
に
與
か
る

ふ
た
り

あ
づ

の
み
。(

離
不
言
會
。
此
其
言
會
何
。
蓋
鄧
與
會
爾)

と
あ
り
、
そ
の
何
休
『
解
詁
』
に
、

「
齊
侯
・
鄭
伯
、
紀
に
如
く
」
に
据
る
。
二
國
會
す
る
を
離
と
曰
ふ
。
二
人
議
す

ゆ

る
に
各
お
の
其
の
是
と
す
る
所
を
是
と
し
、
其
の
非
と
す
る
所
を
非
と
し
、
道
ふ

い

所
同
じ
か
ら
ず
。
事
を
決
し
、
是
非
を
定
め
、
善
惡
を
立
つ
る
能
は
ず
。
采
取
す

る
に
足
ら
ず
。
故
に
之
を
離
會
と
謂
ふ
。(

据
齊
侯
鄭
伯
如
紀
。
二
國
會
曰
離
。
二

人
議
、
各
是
其
所
是
、
非
其
所
非
、
所
道
不
同
。
不
能
決
事
、
定
是
非
、
立
善
惡
、

不
足
采
取
。
故
謂
之
離
會)

と
あ
る
よ
う
に
、「
二
国
が
会
う
」
の
意
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、『
公
羊
傳
』
に
は
「

離
ふ
た
り

あ
ふ
に
會
と
言
は
ず
」
の
は
ず
で
あ
る
の
に
、
こ
の
斉
と
宋
の
両
者
が
会
っ
た
こ
と
を

「
會
」
と
表
現
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
蘇
輿
は
、
桓
公
五
年
「
夏
、

齊
侯
・
鄭
伯
、
紀
に
如
く
」
の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、

外
相
如
く
は
書
せ
ず
。
此
れ
何
を
以
て
書
す
る
。
離
あ
ふ
に
は
會
と
言
は
ざ
れ
ば

な
り
。(

外
相
如
不
書
。
此
何
以
書
。
離
不
言
會)

と
あ
り
、
そ
の
何
休
『
解
詁
』
に
、

時
に
紀
は
會
に
與
か
ら
ず
。
故
に
略
し
て
如
と
言
ふ
な
り
。
春
秋
は
始
め
内
の
小

あ
づ

惡
を
録
し
、
内
の
離
會
を
書
し
、
外
の
小
惡
を
略
し
、
外
の
離
會
を
書
せ
ず
。
聞

く
所
の
世
に
至
り
て
、
治
は
升
平
な
る
を
著
は
し
、
諸
夏
を
内
と
し
て
之
を
詳
録

し
、
乃
ち
外
の
離
會
を
書
す
。
外
の
離
會
は
常
に
書
す
る
か
と
嫌
ふ
、
故
に
文
を

變
じ
て
意
を
見
し
、
以
て
嫌
ひ
を
別
ち
疑
ひ
を
明
ら
か
に
す
。(

時
紀
不
與
會
。
故

略
言
如
也
。
春
秋
始
録
内
小
惡
、
書
内
離
會
、
略
外
小
惡
、
不
書
外
離
會
。
至
所

聞
之
世
、
著
治
升
平
、
内
諸
夏
而
詳
録
之
、
乃
書
外
離
會
。
嫌
外
離
會
常
書
、
故

變
文
見
意
、
以
別
嫌
明
疑)

と
あ
り
、
ま
た
、
宣
公
十
一
年
「
秋
、
晉
侯
、
狄
に
欑
函
に
會
す
」
の
条
の
何
休
『
解

詁
』
に
、

離
あ
ふ
に
は
會
と
言
は
ざ
る
に
、
會
と
言
へ
る
は
、
聞
く
所
の
世
、
治
は
升
平
に

近
く
、
諸
夏
を
内
と
し
て
之
を
詳
録
し
、
夷
狄
を
殊
に
す
る
を
見
は
す
な
り
。(

離
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不
言
會
、
言
會
者
、
見
所
聞
世
、
治
近
升
平
、
内
諸
夏
、
而
詳
録
之
、
殊
夷
狄
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。
つ
ま
り
「
見
る
所
の
世
」
で
は
「
諸
夏
」
を
内
と
し
て
詳
細
に
記

録
す
る
た
め
に
、
二
国
が
会
う
こ
と
を
「
會
」
と
表
現
す
る
の
だ
と
い
う
。
注

も
併



せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

『
春
秋
』
哀
公
三
年
「
冬
十
月
、
癸
卯
、
秦
伯
卒
す
」
の
条
の
何
休
『
解
詁
』
に
、



哀
公
に
て
は
、
治
は
大
平
の
終
は
り
を
著
は
す
。
小
國
の
卒
葬
の
、
哀
公
に
極
ま

あ
ら

る
者
は
、
皆

卒
に
日
い
ひ
、
葬
に
月
い
ふ
。(

哀
公
著
治
大
平
之
終
。
小
國
卒
葬
、

し
ゅ
つ

極
於
哀
公
者
、
皆
卒
日
、
葬
月)

と
あ
る
。「
見
る
所
の
世
」
は
太
平
で
あ
る
が
故
に
、
小
国
の
卒
に
は
日
を
書
し
、
葬
に

は
月
を
書
す
る
と
い
う
。『
校
釋
』
は
、
具
体
例
と
し
て
、
昭
公
元
年
の
「
六
月
、
丁
巳
、

邾
婁
子
華
卒
す
」、
ま
た
そ
の
年
の
秋
の
「
邾
婁
の
悼
公
を
葬
む
る
」
を
挙
げ
る
が
、
そ

の
例
で
は
「
葬
」
に
は
「
月
」
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
昭
公

三
年
「
春
、
王
正
月
、
丁
未
、
滕
の
子
泉
卒
す
」「
五
月
、
滕
の
成
公
を
葬
む
る
」
を
挙

げ
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

蘇
輿
は



、『
春
秋
』
昭
公
十
六
年
「
楚
子
、
戎
曼
子
を
誘
ひ
て
之
を
殺
す
」
の
条
の
何

休
『
解
詁
』
に
、

戎
曼
に
子
と
稱
す
る
は
、
昭
公
に
入
り
て
、
王
道
は
太
平
、
百
蠻
は
貢
職
し
、
夷

狄
は
皆
進
み
て
其
の
爵
に
至
る
を
見
は
す
。(

戎
曼
稱
子
者
、
入
昭
公
、
見
王
道
太

平
、
百
蠻
貢
職
、
夷
狄
皆
進
至
其
爵)

と
あ
り
、
ま
た
哀
公
十
三
年
に
黄
池
の
会
で
呉
を
「
呉
子
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
を
挙

げ
る
。



盧
文
弨
は
、
『
春
秋
』
哀
公
八
年
「
呉
、
我
を
伐
つ
」
、
同
じ
く
哀
公
十
一
年
「
春
、

齊
の
國
書
、
師
を
帥
ゐ
て
我
を
伐
つ
」
を
挙
げ
る
。



『
春
秋
』
襄
公
二
十
三
年
「
夏
、
邾
婁
鼻
我
來
奔
す
」
の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、

邾
婁
鼻
我
と
は
何
ぞ
。
邾
婁
の
大
夫
な
り
。
邾
婁
に
大
夫
無
し
。
此
れ
何
を
以
て

書
す
る
。
近
き
を
以
て
書
す
る
な
り
。(

邾
婁
鼻
我
者
何
。
邾
婁
大
夫
也
。
邾
婁
無

大
夫
。
此
何
以
書
。
以
近
書
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

『
春
秋
』
隠
公
元
年
に
「
公
子
益
師
卒
す
」
と
あ
る
。
そ
の
『
公
羊
傳
』
に
、



何
を
以
て
日
い
は
ざ
る
。
遠
け
れ
ば
な
り
。
見
る
所
、
辭
を
異
に
す
。
聞
く
所
、

辭
を
異
に
す
。
傳
へ
聞
く
所
、
辭
を
異
に
す
。(

何
以
不
日
。
遠
也
。
所
見
異
辭
。

所
聞
異
辭
。
所
傳
聞
異
辭)

と
あ
り
、
遠
い
時
代
の
こ
と
で
あ
る
た
め
日
付
を
書
か
な
い
の
だ
と
い
う
。

『
春
秋
』
桓
公
二
年
に
「
三
月
、
公
、
齊
侯
・
陳
侯
・
鄭
伯
に
稷
に
會
し
、
以
て
宋


の
亂
を

成

ぐ
」
と
あ
り
、
そ
の
『
公
羊
傳
』
に
、

た
ひ
ら

内
の
大
惡
は
諱
む
。
此
れ
其
の
目
し
て
之
を
言
へ
る
は
何
ぞ
。
遠
け
れ
ば
な
り
。

見
る
所
、
辭
を
異
に
す
。
聞
く
所
、
辭
を
異
に
す
。
傳
へ
聞
く
所
、
辭
を
異
に
す
。

隱
も
亦
遠
し
。
曷
爲
れ
ぞ
隱
の
爲
に
諱
む
。
隱
は
賢
に
し
て
桓
は
賤
し
け
れ
ば
な

り
。(

内
大
惡
諱
。
此
其
目
言
之
何
。
遠
也
。
所
見
異
辭
。
所
聞
異
辭
。
所
傳
聞
異

辭
。
隱
亦
遠
矣
。
曷
爲
爲
隱
諱
。
隱
賢
而
桓
賤
也)

と
あ
り
、
隠
公
・
桓
公
の
時
代
は
、「
見
る
所
の
世
」
か
ら
す
る
と
遠
い
時
代
の
こ
と
だ

と
み
な
す
の
で
あ
る
。

『
春
秋
』
哀
公
十
三
年
「
公
、
晉
侯
と
呉
子
に
黄
池
に
會
す
」
と
あ
り
、
そ
の
『
公


羊
傳
』
に
、

呉
は
何
を
以
て
子
と
稱
す
る
。
呉
、
會
に
主
た
れ
ば
な
り
。
呉
、
會
に
主
た
れ
ば
、

則
ち
曷
爲
れ
ぞ
先
づ
晉
侯
を
言
ふ
。
夷
狄
の
中
國
に
主
た
る
を
與
さ
ざ
れ
ば
な
り
。

な

ん

す

ゆ
る

其
の
「
及
呉
子
」
と
言
へ
る
は
何
ぞ
。
兩
伯
に
會
す
る
の
辭
な
り
。
夷
狄
の
中
國

に
主
た
る
を
與
さ
ず
と
な
れ
ば
、
則
ち
曷
爲
れ
ぞ
兩
伯
に
會
す
る
の
辭
を
以
て
之

ゆ
る

を
言
ふ
。
呉
を
重
ん
ず
れ
ば
な
り
。
曷
爲
れ
ぞ
呉
を
重
ん
ず
る
。
呉
是
に
在
れ
ば
、

な

ん

す

こ
こ

則
ち
天
下
の
諸
侯
敢
へ
て
至
ら
ざ
る
こ
と
莫
け
れ
ば
な
り
。(

呉
何
以
稱
子
。
呉
主

會
也
。
呉
主
會
、
則
曷
爲
先
言
晉
侯
。
不
與
夷
狄
之
主
中
國
也
。
其
言
及
呉
子
何
。

會
兩
伯
之
辭
也
。
不
與
夷
狄
之
主
中
國
、
則
曷
爲
以
會
兩
伯
之
辭
言
之
。
重
呉
也
。

曷
爲
重
呉
。
呉
在
是
、
則
天
下
諸
侯
莫
敢
不
至
也)

と
あ
り
、
魯
が
「
両
伯
と
会
し
た
」
と
い
う
表
現
を
し
た
の
は
呉
を
重
ん
じ
て
の
こ
と
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で
あ
り
、「
見
る
所
の
世
」
に
お
い
て
は
、
呉
は
身
近
で
中
国
の
内
と
み
な
さ
れ
た
こ
と

を
意
味
し
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】

礼
と
は
、
天
地
を
継
承
し
、
陰
陽
を
体
現
し
て
、
主
客
を
順
序
づ
け
、
尊
卑
・
貴
賎
・

大
小
の
位
を
秩
序
づ
け
、
外
内
・
遠
近
・
新
故
の
等
級
を
区
別
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で

あ
る
。
徳
の
多
い
も
の
を
手
本
と
し
、
万
物
は
、
広
大
で
多
く
、
長
い
年
月
を
経
る
も
の

を
手
本
と
す
る
。

天
上
に
あ
っ
て
天
を
象
っ
た
も
の
の
中
で
、
日
月
ほ
ど
偉
大
な
も
の
は
な
い
。
天
の
光

明
を
受
け
継
ぎ
、
照
ら
さ
な
い
場
所
は
な
い
の
で
あ
る
。
星
の
中
で
は
大
辰
ほ
ど
偉
大
な

も
の
は
な
い
。
北
斗
は
恒
星
で
あ
り
、
部
星
は
三
百
個
、
衛
星
は
三
千
個
、
大
火
は
十
六

個
の
星
か
ら
な
り
、
伐
は
十
三
個
の
星
か
ら
な
り
、
北
斗
は
七
個
の
星
か
ら
な
り
、
恒
星

は
二
十
八
宿(

を
構
成
す
る)

。
多
い
者
は
宿
二
十
八
九(
？)
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど

蓍

は
百

め
ど
ぎ

茎
あ
る
が
一
つ
の
根
を
共
有
し
、
亀
は
千
年
生
き
続
け
て
人
の
宝
と
な
る
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
（
そ
れ
ら
は
、
夏
・
殷
・
周
の
）
三
代
に
わ
た
っ
て
伝
え
、
疑

問
を
解
決
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

地
の
本
質
を
得
る
も
の
で
は
、
山
や
丘
に
か
な
う
も
の
は
な
い
。
人
の
中
で
天
か
ら
認

め
ら
れ
民
衆
か
ら
認
め
ら
れ
る
者
は
、
受
命
の
天
子
に
か
な
う
も
の
は
な
く
、
以
下
、
公

・
侯
・
伯
・
子
・
男
に
至
る
。
世
界
中
の
人
々
の
心
は
天
子
に
懸
け
、
境
域
内
の
人
民
は
、

諸
侯
に
統
治
さ
れ
る
。

日
食
・
月
食
で
は
、
い
ず
れ
も
凶
事
を
告
げ
知
ら
せ
、
そ
の
運
行
の
軌
道
を
は
ず
れ
る

の
で
あ
る
。「
彗
星
が
東
方
に
現
れ
た
」
こ
と
、「
彗
星
が
大
辰
に
現
れ
た
」
こ
と
、「
彗
星

が
北
斗
に
入
っ
た
」
こ
と
、「
恒
星
が
見
え
な
い
」
こ
と
、「
地
が
震
え
た
」
こ
と
、「
梁
山

・
沙
鹿
が
崩
れ
た
」
こ
と
、「
宋
・
衛
・
陳
・
鄭
に
火
災
が
あ
っ
た
」
こ
と
、
王
公
大
夫
の

簒
奪
・
弑
殺
す
る
者
は
、
『
春
秋
』
は
皆
書
き
記
し
て
大
き
な
異
変
と
み
な
し
た
。(

恒
星

以
外
の
一
般
の)

星
々
の
彗
星
が
現
れ
た
り
入
っ
た
り
し
た
こ
と
や
、
星
が
雨
の
よ
う
に
霣ふ

っ
た
こ
と
、
ま
た
高
原
や
湿
原
の
陥
没
や
崩
壊
、
あ
る
い
は
一
国
の
小
民
の
死
亡
を
書
き

記
す
こ
と
が
な
い
の
は
、
一
般
の
草
木
に
よ
っ
て
疑
問
を
解
決
す
る
こ
と
は
し
な
い
か
ら

で
あ
る
。
た
だ
田
邑
の
呼
称
は
、
多
く
は
所
有
者
の
名
に
く
っ
つ
け
る
。

君
が
将
の
場
合
は
臣
の
名
を
言
わ
ず
、
臣
が
将
の
場
合
は
軍
の
こ
と
を
言
わ
な
い
。
王

が
傷
つ
い
た
り
、
君
が
捕
ら
え
ら
れ
た
り
し
た
場
合
は
、「
軍
が
敗
れ
た
」
と
は
言
わ
な
い
。

孔
子
が
言
う
、「
た
だ
天
だ
け
を
偉
大
で
あ
る
と
し
、
た
だ
堯
だ
け
が
天
に
則
る
」
と
。

「
之
に
則
る
」
と
は
天
に
則
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
た
か
だ
か
と
功
績
を
成
し
と
げ
た
」

と
は
、
堯
が
天
を
尊
ん
で
功
績
を
成
し
と
げ
た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

斉
の
桓
公
・
晋
の
文
公
は
、
周
室
を
尊
ば
な
け
れ
ば
、
霸
者
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
三
代
の
聖
人
た
ち
は
、
天
地
に
則
ら
な
け
れ
ば
、
王
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
天
地
が
貴
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
も
そ
も
流
れ
が
深
い
川
は
、
そ
の
水
深
を
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
至
っ
て
尊
い
者

は
、
敬
っ
て
も
敬
い
つ
く
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
天
が
加
え
た
こ
と
は
、(

そ
れ
が)

災
害

を
な
し
た
と
し
て
も
、
な
お
受
け
入
れ
て
そ
れ
を
偉
大
で
あ
る
と
し
て
、
慎
ん
で
も
慎
み

き
れ
な
い
。
「
夷
伯
の
廟
に
地
震
が
あ
っ
た
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
天
に
は
入
り
乱

れ
た
災
害
は
無
く
、
地
に
は
震
動
す
る
異
変
が
あ
る
。
天
子
が
誅
絶
し
た
こ
と
、
師
を
敗

っ
た
こ
と
は
、(

そ
れ
が)

道
理
に
か
な
っ
て
い
な
く
て
も
、『
春
秋
』
が
決
し
て
欠
く
こ
と

な
く
記
録
す
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
慎
重
に
取
り
扱
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
軍
が
外
へ
出

る
こ
と
は
多
い
が
、
「(

軍
が)

還
っ
た
」
こ
と
を
言
う
こ
と
は
な
い
。
「(

魯
の)

軍
が
、
斉

の
軍
と
と
も
に
成
国
を
囲
ん
だ
、
成
国
は
斉
の
軍
に
降
っ
た
」
に
至
っ
て
、
そ
こ
で
だ
け

「(

軍
が)

還
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
魯
の
国
君
荘
公
が
、
斉
に
脅
迫
さ
れ
て
や
む

を
得
ず
成
を
囲
ん
だ
の
で
あ
り
、
だ
か
ら(

そ
の
こ
と
を)

そ
の
ま
ま
述
べ
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。
他
の
軍
の
こ
と
に
至
っ
て
は
、
皆
そ
の
君
主
の
過
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、（
成

国
を
囲
ん
だ
件
で
は
）「
軍
の
罪
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
臣
子
は
、
君
主
や
父

の
せ
い
で
罪
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
臣
子
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し

て
罪
す
る
こ
と
の
な
か
で
、
こ
れ
よ
り
大
き
な
も
の
は
な
い
。

そ
も
そ
も
極
め
て
明
る
い
も
の
は
、
限
り
な
く
照
ら
し
出
す
。
極
め
て
暗
い
も
の
は
、
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限
り
な
く
暗
い
。
今
、『
春
秋
』
は
魯
に
仮
託
し
て
王
の
義
を
述
べ
る
。
隠
公
・
桓
公
の
位

置
を
降
し
て
遠
祖
と
み
な
し
、定
公
・
哀
公
を
お
お
も
と
と
し
て
亡
き
父
母
と
み
な
す
。(

定

公
・
哀
公
は)

極
め
て
尊
く
て
高
く
、
極
め
て
顕
明
で
あ
る
。
そ
の
統
治
が
加
わ
っ
た
所
、

恩
沢
の
覆
う
所
は
、
限
り
な
く
広
が
っ
て
い
る
。
前
是
常
數
十
年
、
鄰
之
幽
人
近
其
墓
而

高
明(

？)

。

大
国
で
あ
る
斉
・
宋
に
は
、
両
者
が
会
見
す
る
場
合
に
「
会
う
」
と
表
現
す
る
。
微
国

の
君
に
お
い
て
、
卒
葬
の
礼
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
記
録
す
る
。
遠
く
夷
狄
の
君
も
、
中

国
の
内
と
み
な
し
て
中
国
の
外
と
は
み
な
さ
な
い
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
魯
に
は
い

な
か
も
国
境
も
無
い
。
諸
侯
で
哀
公
を
伐
っ
た
場
合
は
、
皆
「
我
」
と
表
現
す
る
。
邾
婁

鼻
我
は
邾
婁
の
大
夫
で
あ
る
。
彼
は
魯
に
親
し
む
こ
と
は
無
か
っ
た
が
、
魯
に
近
い
の
で
、

は
じ
め
て
明
ら
か
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
隠
公
・
桓
公
は
、
親
し
む
と
い
う
こ
と

で
は
、『
春
秋
』
の
先
祖
で
あ
る
。「
益
師
卒
し
た
」
と
き
も
、
日
を
記
録
し
な
い
。「
稷
」

の
会
で
、「
宋
の
乱
を
平
定
し
た
」
と
表
現
し
た
の
は
、
時
代
も
遠
く
て
、
外
の
こ
と
と
み

な
し
た
か
ら
で
あ
る
。「
黄
池
」
の
会
で
、(

魯
が)

両
伯
と
会
し
た
と
い
う
表
現
方
法
を
用

い
た
の
は
、
（
晋
と
呉
の
両
国
を)

中
国
の
外
と
み
な
さ
ず
、
魯
に
近
く
て
、
中
国
の
内
と

し
て
み
な
し
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

深
察
名
號
第
三
十
五

本
篇
は
内
容
の
上
で
便
宜
的
に
四
節
に
分
け
た
。
全
般
的
に
は
、
諸
家
が
さ
ま
ざ

ま
な
錯
簡
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
り
、
意
味
の
よ
く
わ
か
ら
な
い
箇
所
や
、
つ
な

が
り
が
不
明
な
箇
所
も
あ
る
。
と
く
に
本
稿
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
「
實
性
篇
」
と

は
、
明
ら
か
に
重
複
す
る
内
容
を
持
つ
。
こ
の
あ
た
り
の
細
か
い
分
析
は
今
後
の
検

討
事
項
で
あ
る
。
以
下
、
各
節
ご
と
に
そ
の
要
旨
を
述
べ
て
お
く
。

第
一
節
。
ま
ず
天
下
を
治
め
る
端
緒
は
、
突
き
詰
め
て
言
え
ば
「
名
・
号
」
の
意
味
を

深
く
察
知
す
る
こ
と
だ
と
い
う
。
ま
さ
に
こ
の
篇
名
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。「
名
」
は
大

道
の
第
一
義
で
あ
り
、
そ
の
中
身
を
窺
え
ば
、
事
の
是
非
、
順
序
は
は
っ
き
り
す
る
と
い

う
。
ま
た
、
そ
の
名
号
は
、
天
地
に
基
づ
く
と
い
う
。
も
と
も
と
大
声
を
出
し
て
天
地
に

倣
う
こ
と
を
「
号
」
と
言
い
、
言
葉
に
出
し
て
名
付
け
る
こ
と
を
「
名
」
と
言
い
、
い
ず

れ
も
天
意
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
名
は
聖
人
が
天
の
意
を
発

言
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
深
く
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
は
、

そ
れ
を
受
け
て
、「
天
子
」「
諸
侯
」「
大
夫
」「
士
」「
民
」
の
五
種
類
の
「
号
」
の
持
つ
意

味
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
、
「
名
」
と
「
号
」
の
違
い
を
「
祭
」
「
田
」
を
例
と

し
て
説
明
し
、
い
ず
れ
も
天
の
意
に
適
合
し
な
い
も
の
は
な
く
、
そ
う
し
て
天
と
人
と
は

合
し
て
一
つ
に
な
り
、
道
理
に
通
じ
る
と
い
う
。

第
二
節
。
こ
の
節
で
は
「
王
」
と
い
う
呼
び
名
の
意
味
を
分
析
す
る
。
そ
こ
に
は
、
皇

科
・
方
科
・
匡
科
・
黄
科
・
往
科
の
五
科
が
あ
る
と
い
う
。
王
の
意
志
は
、
大
き
く
て

(

皇)

、
そ
れ
故
に
道
は
ま
っ
す
ぐ
で(

方
）
、
そ
れ
故
に
徳
は
正
し
く
巡
り(

匡)

、
そ
れ
故

に
美
徳
は
中
央
の
黄
に
位
置
し(

黄)

、
そ
れ
故
に
四
方
の
民
は
赴
い
て
従
う(

往
）
。
こ
れ

が
王
の
意
味
で
あ
る
。

第
三
節
。
こ
の
節
で
は
「
君
」
と
い
う
呼
び
名
の
意
味
を
分
析
す
る
。
そ
こ
に
は
、
元

科
・
原
科
・
権
科
・
温
科
・
羣
科
の
五
科
が
あ
る
と
い
う
。
君
の
意
志
が
お
お
も
と
に
合

致
し
て
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
確
立
し(

元)

、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
お
も
と
に
則
っ
て
継
続

し
て
行
う
こ
と
が
で
き(

原)

、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
化
が
行
わ
れ
て
中
正
の
適
宜
な
あ
り
よ

う
を
保
ち
（
権)

、
そ
れ
に
よ
っ
て
君
の
徳
は
温
か
く
て
民
衆
は
親
し
み(

温)

、
そ
れ
に
よ

っ
て
民
衆
は
集
団
で
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る(

羣)

。
こ
れ
が
君
の
意
味
で

あ
る
。

第
四
節
。
最
初
に
「
名
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。
名
と
い
う
言
葉
は
、
「
真
」
と
い
う

意
味
で
あ
り
、
そ
の
も
の
の
真
実
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
事
の
是
非
を

は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
名
と
真
実
と
を
突
き
詰
め
て
調
べ
て
み
る
と

よ
い
と
い
う
。
『
春
秋
』
は
、
物
事
の
道
理
を
説
き
明
か
し
、
名
を
正
し
て
、
一
字
た
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り
と
も
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
と
い
う
。
以
下
最
後
ま
で
、
そ
の
「
名
は
、
真
実
を
反

映
す
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
世
の
「
性
は
善
で
あ
る
」
と
い
う
者

は
、
全
く
「
性
」
の
意
味
に
通
じ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
を
展
開
す
る
。
「
性
」
の
真

実
に
立
ち
返
っ
て
「
性
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

「
心
」
は
、
「

(
禁
じ
と
ど
め
る)

」
の
意
で
あ
り
、
人
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
悪
気



を
持
つ
か
ら
こ
そ
「
心
」
が
禁
じ
と
ど
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
。
人
は
、

ち
ょ
う
ど
天
に
「
陰
気
」
「
陽
気
」
の
両
方
が
あ
る
よ
う
に
、
「
貪
の
性
」
「
仁
の
性
」

の
両
方
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
性
は
善
で
は
あ
り
得
な
い
。「
民
」
と
い
う
呼
び
名
が
「
瞑

(

く
ら
い)

」
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
助
け
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
は

正
に
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
こ
に
王
の
教
化
の
必
要
性
が
生
じ

る
。
王
は
天
の
意
志
を
継
承
し
、
民
の
性
を
完
成
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
者
な
の

で
あ
る
。
万
民
の
性
は
、
王
の
教
化
と
い
う
外
の
教
え
を
待
っ
て
は
じ
め
て
善
と
な

る
も
の
で
あ
り
、
禽
獣
よ
り
立
派
で
あ
る
か
ら
善
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
名

が
つ
け
ら
れ
た
根
本
を
究
め
ず
に
、
性
は
善
で
は
な
い
と
か
、
性
は
善
だ
と
か
言
う

こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
。

一

治
天
下
之
端
、
在
審
辨
大
。
辨
大
之
端
、
在
深
察
名
號
。
名
者
大
理
之
首
章
也
。
録
其

首
章
之
意
、
以
窺
其
中
之
事
、
則
是
非
可
知
、
逆
順
自
著
。
其
幾
通
於
天
地
矣
。
是
非
之

正
、
取
之
逆
順
。
逆
順
之
正
、
取
之
名
號
。
名
號
之
正
、
取
之
天
地
。
天
地
爲
名
號
之
大

義
也
。

古
之
聖
人
、
謞
而
效
天
地
謂
之
號
。
鳴
而
施
命
謂
之
名
。
名
之
爲
言
、
鳴
與
命
也
。
號

之
爲
言
、
謞
而
效
也
。
謞
而
效
天
地
者
爲
號
。
鳴
而
命
者
爲
名
。
名
號
異
聲
而
同
本
。
皆

鳴
號
而
達
天
意
者
也
。
天
不
言
、
使
人
發
其
意
。
弗
爲
、
使
人
行
其
中
。
名
則
聖
人
所
發

天
意
、
不
可
不
深
觀
也
。

受
命
之
君
、
天
意
之
所
予
也
。
故
號
爲
天
子
者
、
宜
視
天
如
父
、
事
天
以
孝
道
也
。
號

爲
諸
侯
者
、
宜
謹
視
所
候
奉
之
天
子
也
。
號
爲
大
夫
者
、
宜
厚
其
忠
信
、
敦
其
禮
義
、
使

善
大
於
匹
夫
之
義
、
足
以
化
也
。
士
者
事
也
。
民
者
瞑
也
。
士
不
及
化
、
可
使
守
事
從
上

而
已
。
五
號
自
讚
各
有
分
。
分
中
委
曲
、(

曲)

〔
各
〕
①
有
名
。
名
衆
於
號
、
號
其
大
全
。

名
也
者
、
名
其
別
離
分
散
也
。
號
凡
而
略
、
名(

詳
而
目)

〔
目
而
詳
〕
②
。
目
者
徧
辨
其

事
也
。
凡
者
獨
舉
其
大
也
。

享
鬼
神
者
號
一
、
曰
祭
。
祭
之
散
名
、
春
曰
祠
、
夏
曰
礿
、
秋
曰
嘗
、
冬
曰
烝
。

獵
禽
獸
者
號
一
、
曰
田
。
田
之
散
名
、
春
苗
、
秋
蒐
、
冬
狩
、
夏
獮
。

無
有
不
皆
中
天
意
者
、
物
莫
不
有
凡
號
。
號
莫
不
有
散
名
、
如
是
。
是
故
事
各
順
於
名
、

名
各
順
於
天
。
天
人
之
際
、
合
而
爲
一
、
同
而
通
理
、
動
而
相
益
、
順
而
相
受
、
謂
之
德

道
。
詩
曰
、
維
號
斯
言
、
有
倫
有
迹
、
此
之
謂
也
。

【
校
記
】

①

「
曲
」

蘇
輿
に
従
い
、「
曲
」
を
「
各
」
に
改
め
る
。

②

「
詳
而
目
」

蘇
輿
及
び
陶
鴻
慶
に
従
い
、「
詳
而
目
」
を
「
目
而
詳
」
に
改
め
る
。

【
書
き
下
し
文
】

天
下
を
治
む
る
の
端
①
は
、
審
ら
か
に
大
を
辨
ず
る
に
在
り
。
大
を
辨
ず
る
の
端
は
、

名
號
を
深
察
す
る
に
在
り
。
名
は
大
理
の
首
章
な
り
②
。
其
の
首
章
の
意
を
録
し
て
、
以

て
其
の
中
の
事
を

窺

へ
ば
、
則
ち
是
非

知
る
べ
く
、
逆
順

自
ら
著
は
る
。
其
れ
天
地
に

う
か
が

あ
ら

通
づ
る
に
幾
し
③
。
是
非
の
正
し
き
は
、
之
を
逆
順
に
取
る
。
逆
順
の
正
し
き
は
、
之
を

ち
か

名
號
に
取
る
。
名
號
の
正
し
き
は
、
之
を
天
地
に
取
る
。
天
地
は
名
號
の
大
義
た
る
な
り
。

古
の
聖
人
は
、
謞
び
て
④
天
地
に
效
ふ
、
之
を
號
と
謂
ふ
。
鳴
し
て
命
を
施
す
⑤
、
之

さ
け

な
ら

を
名
と
謂
ふ
。
名
の
言
た
る
、
鳴
と
命
な
り
。
號
の
言
た
る
、
謞
び
て
效
ふ
な
り
。
謞
び

な
ら

て
天
地
に
效
ふ
者
を
號
と
爲
す
。
鳴
し
て
命
す
る
者
を
名
と
爲
す
。
名
・
號
は
聲
を
異
に

な
ら
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す
る
も
本
を
同
じ
く
す
。
皆
鳴
號
し
て
天
意
に
達
す
る
者
な
り
。
天
は
言
は
ざ
る
も
、
人

を
し
て
其
の
意
を
發
せ
し
め
、
爲
さ
ざ
る
も
、
人
を
し
て
其
の
中
を
行
は
し
む
。
名
は
則

ち
聖
人
の
天
意
を
發
す
る
所
な
れ
ば
、
深
く
觀
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

受
命
の
君
は
、
天
意
の
予
す
所
な
り
。
故
に
號
し
て
天
子
た
る
者
は
、
宜
し
く
天
を
視

ゆ
る

る
こ
と
父
の
如
く
し
⑥
、
天
に
事
ふ
る
に
は
孝
道
を
以
て
す
べ
き
な
り
。
號
し
て
諸
侯
⑦

た
る
者
は
、
宜
し
く
謹
し
ん
で
候
奉
す
る
所
の
天
子
に
視
ふ
べ
き
な
り
。
號
し
て
大
夫

な
ぞ
ら

た
る
者
は
、
宜
し
く
其
の
忠
信
を
厚
く
し
、
其
の
禮
義
を
敦
く
す
べ
く
、
善
く
匹
夫
の
義

あ
つ

よ

よ
り
大
な
ら
し
め
ば
、
以
て
化
す
る
に
足
る
な
り
。
士
は
事
な
り
⑧
。
民
は
瞑
な
り
⑨
。

士
は
化
す
る
に
及
ば
ず
、
事
を
守
り
上
に
從
は
し
む
べ
き
の
み
。
五
號
自
ら
讚
し
、
各
お

の
分
有
り
。
分
中
の
委
曲
、
各
お
の
名
有
り
。
名
は
號
よ
り
衆
く
、
其
の
大
全
を
號
と
す
。

名
な
る
者
は
、
其
の
別
離
分
散
を
名
づ
く
る
な
り
。
號
は
凡
に
し
て
略
し
、
名
は
目
に
し

て
詳
ら
か
に
す
。
目
は
其
の
事
を

徧
く
辨
ず
る
な
り
。
凡
は
獨
り
其
の
大
を
舉
ぐ
る
の
み

あ
ま
ね

⑩
。鬼

神
を
享
す
る
者
の
號
は
一
に
し
て
祭
と
曰
ふ
。
祭
の
散
名
、
春
を
祠
と
曰
ひ
、
夏
を

礿
と
曰
ひ
、
秋
を
嘗
と
曰
ひ
、
冬
を
烝
と
曰
ふ
⑪
。

禽
獸
を
獵
す
る
者
の
號
は
一
に
し
て
田
と
曰
ふ
。
田
の
散
名
、
春
は
苗
、
秋
は
蒐
、
冬

は
狩
、
夏
は
獮
⑫
。

皆
は
天
意
に
中
ら
ざ
る
者
有
る
こ
と
無
し
。
物
に
凡
號
有
ら
ざ
る
莫
く
、
號
に
散
名
⑬

有
ら
ざ
る
莫
き
こ
と
、
是
く
の
如
し
。
是
の
故
に
事
は
各
お
の
名
に
順
ひ
、
名
は
各
お
の

か

天
に
順
ふ
。
天
人
の
際
、
合
し
て
一
と
爲
り
、
同
に
し
て
理
に
通
じ
、
動
き
て
相
益
し
、

と
も

あ
ひ

順
ひ
て
相
受
く
、
之
を
德
道
と
謂
ふ
。
『
詩
』
に
曰
く
、
「
維
れ
斯
の
言
を
號
ぶ
、
倫
有
り

こ

こ

よ

迹
有
り
」
⑭
と
は
、
此
を
之
れ
謂
ふ
な
り
。
⑮

【
注
】

①

「
端
」
は
、
端
緒
、
糸
口
の
意
。『
校
釋
』
は
、『
論
語
』
子
路
篇
に
、

子
路
曰
く
、
衛
の
君
、
子
を
待
ち
て
政
を
爲
さ
ば
、
子
將
に
奚
を
か
先
に
せ
ん
。

ま
さ

な
に

子
曰
く
、
必
ず
や
名
を
正
さ
ん
か
。
子
路
曰
く
、
是
れ
有
る
か
な
。
子
の
迂
な
る

う

や
。
奚
ん
ぞ
其
れ
正
さ
ん
。
子
曰
く
、
野
な
る
か
な
由
や
。
君
子
は
其
の
知
ら
ざ

な

る
所
に
於
い
て
、
蓋
闕
如
た
り
。
名
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
言
順
は
ず
。
言
順

が
い
け
つ
じ
ょ

は
ざ
れ
ば
、
則
ち
事
成
ら
ず
。
事
成
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
禮
樂
興
ら
ず
。
禮
樂
興
ら

お
こ

お
こ

ざ
れ
ば
、
則
ち
刑
罰
中
ら
ず
。
刑
罰
中
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
民
は
手
足
を
錯
く
所
無

あ
た

あ
た

お

し
。
故
に
君
子
は
、
之
に
名
づ
く
れ
ば
必
ず
言
ふ
可
き
な
り
。
之
を
言
へ
ば
必
ず

行
ふ
可
き
な
り
。
君
子
は
其
の
言
に
於
い
て
、

苟

も
す
る
所
無
き
の
み
。(

子
路

い
や
し
く

曰
、
衛
君
待
子
而
爲
政
。
子
將
奚
先
。
子
曰
、
必
也
正
名
乎
。
子
路
曰
、
有
是
哉
。

子
之
迂
也
。
奚
其
正
。
子
曰
、
野
哉
由
也
。
君
子
於
其
所
不
知
、
蓋
闕
如
也
。
名

不
正
、
則
言
不
順
。
言
不
順
、
則
事
不
成
。
事
不
成
、
則
禮
樂
不
興
。
禮
樂
不
興
、

則
刑
罰
不
中
。
刑
罰
不
中
、
則
民
無
所
錯
手
足
。
故
君
子
、
名
之
必
可
言
也
。
言

之
必
可
行
也
。
君
子
於
其
言
、
無
所
苟
而
已
矣)

と
あ
る
の
を
引
く
。
ま
た
、『
春
秋
繁
露
』
玉
英
篇
に
、

是
の
故
に
國
を
治
む
る
の
端
は
、
名
を
正
す
に
在
り
。
名
の
正
し
き
は
、
五
世
を
興お

こ

す
。
五
傳
の
外
、
美
惡
乃
ち
形
は
れ
、
其
の
眞
を
得
と
謂
ふ
べ
し
。
子
路
の
能
く

見
る
所
に
非
ず
。(

是
故
治
國
之
端
、
在
正
名
。
名
之
正
、
興
五
世
。
五
傳
之
外
、

美
惡
乃
形
、
可
謂
得
其
眞
矣
。
非
子
路
之
所
能
見)

と
あ
る
。
な
お
こ
の
「
玉
英
篇
」
の
三
十
六
字
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は
本
篇
の
錯
簡
だ
と

言
う
。
本
篇
第
三
節
校
記
②
を
参
照
。

②

「
大
理
」
は
、
大
道
の
意
。「
首
章
」
は
、
第
一
義
、
最
も
大
事
な
根
本
の
意
。
董
天

工(

『
校
釋
』
引)

が
、「
大
理
は
猶
ほ
大
道
の
ご
と
き
な
り
。
首
章
と
は
、
名
號
、
大
道

の
第
一
義
た
る
を
言
ふ
」
と
い
う
の
に
従
う
。

③

「
幾
」
は
、
近
い
の
意
。『
廣
雅
』
釋
詁
に
「
幾
は
近
な
り
」(

幾
、
近
也)

と
あ
る
。

④

「
謞
」
は
、
大
き
な
声
で
叫
ぶ
の
意
。
盧
文
弨
が
『
集
韻
』
に
「
大

な
り
」
と
あ

る
の
を
引
く
。
今
こ
れ
に
従
う
。

⑤

「
鳴
し
て
命
を
施
す
」
は
、
言
葉
に
出
し
て
名
づ
け
る
こ
と
。『
校
釋
』
は
『
中
論
』

貴
驗
篇
に
、
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子
思
曰
く
、
事
自
ら
名
づ
く
る
な
り
、
聲
自
ら
呼
ば
ふ
な
り
、
と
。(

子
思
曰
、
事

自
名
也
、
聲
自
呼
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑥

『
校
釋
』
は
、『
白
虎
通
義
』
爵
篇
に
、

爵
、
天
子
と
稱
す
る
所
以
は
何
ぞ
。
王
者
は
天
を
父
と
し
地
を
母
と
し
、
天
の
子

ゆ

ゑ

ん

た
る
な
り
。(
爵
所
以
稱
天
子
何
。
王
者
父
天
母
地
、
爲
天
之
子
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑦

『
春
秋
繁
露
』
諸
侯
篇
に
、

諸
侯
の
言
た
る
、
猶
ほ
諸
候
の
ご
と
き
な
り
。(

諸
侯
之
爲
言
、
猶
諸
候
也)

と
あ
り
、
「
候
」
は
う
か
が
う
、
偵
察
す
る
の
意
。
「
侯
」
と
「
候
」
は
音
の
近
い

字
で
、
同
音
あ
る
い
は
近
似
音
で
意
味
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
訓
詁
の

方
法
を
声
訓
あ
る
い
は
音
訓
と
い
う
。
ま
た
、『
白
虎
通
』
爵
篇
、『
獨
斷
』
上
に
、

侯
は
候
な
り
、
逆
順
を
候
ふ
な
り
。（
侯
者
候
也
、
候
逆
順
也
）

と
あ
り
、
ま
た
『
古
微
書
』
引
『
春
秋
元
命
苞
注
』
に
、

侯
の
言
は
候
な
り
、
逆
順
を
候
ひ
、
兼
ね
て
王
命
を
伺
候
す
。
（
侯
之
言
候
、

候
逆
順
、
兼
伺
候
王
命
矣
）

と
あ
る
。

⑧

蘇
輿
は
、
『
白
虎
通
』
爵
篇
に
、

士
は
、
事
な
り
、
事
に
任
ず
る
の
稱
な
り
。(

士
者
、
事
也
、
任
事
之
稱
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑨

「
瞑
」
は
、
暗
い
、
蒙
昧
の
意
。『
校
釋
』
は
、『
孝
經
援
神
契
』
に
、

民
と
は
、
冥
な
り
。(

民
者
冥
也)

ま
た
、『
論
語
』
泰
伯
篇
に
、

子
曰
く
、
民
は
之
に
由
ら
し
む
べ
き
も
、
之
に
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
。(

子
曰
、
民

可
使
由
之
。
不
可
使
知
之)

そ
の
鄭
玄
注
に
、

民
は
、
冥
な
り
。(

民
、
冥
也)

ま
た
、
賈
誼
『
新
書
』
大
政
下
に
、

夫
れ
民
の
言
た
る
、
瞑
な
り
。
萌
の
言
た
る
、
肓
な
り
。
故
に
惟
だ
上
の
扶
く
る

た

た
す

所
に
し
て
之
を
以
て
す
れ
ば
、
民
は
化
せ
ざ
る
無
き
な
り
。
故
に
民
は
萌
な
り
と

曰
ふ
。(

夫
民
之
爲
言
也
、
瞑
也
。
萌
之
爲
言
也
、
肓
也
。
故
惟
上
之
所
扶
而
以
之
、

民
無
不
化
也
。
故
曰
民
萌)

さ
ら
に
『
説
文
』
に
、

民
衆
は
萌
な
り
。(

民
衆
、
萌
也)

と
あ
る
の
を
引
き
、
漢
儒
は
、
お
し
な
べ
て
「
民
」
を
「
冥
」「
瞑
」
の
意
味
に
解
し
て

い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

⑩

つ
ま
り
、「
名
」
は
、
物
事
を
細
か
く
分
け
て
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
け
て
区
別
す
る
働

き
を
持
ち
、「
號
」
は
、
物
事
の
要
点
を
大
き
く
と
ら
え
て
つ
け
た
も
の
を
い
う
。
そ
の

具
体
例
が
以
下
に
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
鬼
神
を
も
て
な
す
こ
と
を
、
大
き
く
と
ら
え
て

言
え
ば
「
祭
」
と
い
う
が
、
そ
れ
を
細
か
く
季
節
ご
と
に
分
け
て
表
現
す
れ
ば
、
春
の

祭
り
を
「
祠
」
と
い
い
、
夏
の
祭
り
を
「
礿
」
と
い
い
、
秋
の
祭
り
を
「
嘗
」
と
い
い
、

冬
の
祭
り
を
「
烝
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
。
禽
獸
を
捕
ら
え
る
場
合
も
同
様
に
、
大
き

く
と
ら
え
て
言
え
ば
「
田
」
と
い
う
が
、
そ
れ
を
細
か
く
季
節
ご
と
に
分
け
て
表
現
す

れ
ば
、
春
の
狩
り
を
「
苗
」
と
い
い
、
夏
の
狩
り
は
「
獮
」
と
い
い
、
秋
の
狩
り
は
「
蒐
」

と
い
い
、
冬
の
狩
り
は
「
狩
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
。

⑪

「
祭
」
に
関
し
て
は
、
本
訳
注
稿
で
も
取
り
あ
げ
て
い
る
「
四
祭
第
六
十
八
」
に
も
、

古
は
歳
に
四
た
び
祭
る
。
四
た
び
祭
る
は
四
時
の
生
熟
す
る
所
に
因
り
て
、
其
の

先
祖
父
母
を
祭
る
な
り
。
故
に
春
は
祠
と
曰
ひ
、
夏
は
礿
と
曰
ひ
、
秋
は
嘗
と
曰

ひ
、
冬
は
烝
と
曰
ふ
。(

古
者
歳
四
祭
。
四
祭
者
因
四
時
之
所
生
熟
、
而
祭
其
先
祖

父
母
也
。
故
春
曰
祠
、
夏
曰
礿
、
秋
曰
嘗
、
冬
曰
烝)

と
あ
る
。
「
四
祭
篇
」
注
①
～
⑤
を
参
照
。

『
春
秋
』
桓
公
八
年
「
春
、
正
月
、
己
卯
、
烝
す
」
の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、

烝
と
は
何
ぞ
。
冬
の
祭
な
り
。
春
に
は
祠
と
曰
ひ
、
夏
に
は
礿
と
曰
ひ
、
秋
に
は
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嘗
と
曰
ひ
、
冬
に
は
烝
と
曰
ふ
。

と
あ
り
、
そ
の
何
休
『
解
詁
』
に
、
「
祠
」
「
礿
」
「
嘗
」
「
烝
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
、

薦
は
韭
・
卵
を
尚
ぶ
。
祠
は
猶
ほ
食
の
ご
と
き
な
り
、
猶
ほ
繼
嗣
の
ご
と
き
な

り
。
春
物
始
め
て
生
ず
れ
ば
、
孝
子
親
を
思
ひ
、
繼
嗣
し
て
之
を
食
す
、
故
に
祠

と
曰
ふ
。
因
り
て
以
て
死
生
を
別
つ
。(

薦
尚
韭
卵
。
祠
猶
食
也
。
猶
繼
嗣
也
。
春

物
始
生
、
孝
子
思
親
、
繼
嗣
而
食
之
。
故
曰
祠
。
因
以
別
死
生)

薦
は
麥
魚
を
尚
ぶ
。
麥
始
め
て
熟
し
て
礿
す
可
し
、
故
に
礿
と
曰
ふ
。（
薦
尚
麥

魚
、
麥
始
熟
可
礿
、
故
曰
礿
）

薦
は
黍
・
肫
を
尚
ぶ
。
嘗
は
先
ん
ず
る
の
辭
な
り
。
秋
、
穀
の
成
る
者
一
に
非

ず
、
黍
先
づ
熟
し
、
薦
む
る
を
得
可
し
。
故
に
嘗
と
曰
ふ
。（
薦
尚
黍
肫
。
嘗
者
先

辭
也
。
秋
榖
成
者
非
一
、
黍
先
熟
、
可
得
薦
。
故
曰
嘗
）

薦
は
稻
鴈
を
尚
ぶ
。
烝
は
衆
な
り
、
氣
盛
ん
な
貌
。
冬
、
萬
物

畢

く
成
り
、

こ
と
ご
と

薦
む
る
所
衆
多
、
芬
芳
備
さ
に
具
は
る
、
故
に
蒸
と
曰
ふ
。（
薦
尚
稻
鴈
。
烝
衆
也
、

つ
ぶ

氣
盛
貌
。
冬
萬
物
畢
成
、
所
薦
衆
多
、
芬
芳
備
具
、
故
曰
烝)

と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
り
の
供
物
と
意
味
と
を
述
べ
て
い
る
。

⑫

「
田
」
に
関
し
て
は
、『
春
秋
』
桓
公
四
年
「
春
、
正
月
、
公
、
郎
に
狩
す
」
の
条
の

『
公
羊
傳
』
に
、

狩
と
は
何
ぞ
。
田
狩
な
り
。
春
に
は
苗
と
曰
ひ
、
秋
に
は
蒐
と
曰
ひ
、
冬
に
は
狩

と
曰
ふ
。(

狩
者
何
。
田
狩
也
。
春
曰
苗
、
秋
曰
蒐
、
冬
曰
狩)

と
あ
り
、
何
休
『
解
詁
』
に
、「
田
」
が
蒐
狩
の
総
名
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
さ
ら

に
「
苗
」「
蒐
」「
狩
」
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
、

苗
は
毛
な
り
。
當
に
物
を
見
て
、
未
だ
懷
任
せ
ざ
る
者
を
取
る
べ
き
を
明
か
に
す
。

(

苗
、
毛
也
。
明
當
見
物
、
取
未
懷
任
者)

蒐
は
簡
擇
な
り
。
幼
稚
を
簡
擇
し
て
、
其
の
大
な
る
者
を
取
る
な
り
。(

蒐
、
簡
擇

也
。
簡
擇
幼
稚
、
取
其
大
者)

狩
は
猶
ほ
獸
の
ご
と
き
な
り
。
冬
時
に
禽
獸
は
長
大
な
れ
ば
、
遭
獸
可
取
。
不
以

夏
田
者
、
春
秋
制
也
。(

狩
、
猶
獸
也
。
冬
時
禽
獸
長
大
、
獸
に
遭
へ
ば
取
る
べ
し
。

夏
を
以
て
田
せ
ざ
る
は
春
秋
の
制
な
り)

と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
本
篇
で
は
「
夏
獮
」
と
あ
る
が
、『
公
羊
傳
』
で
は
、
文
言
が
見

あ
た
ら
な
い
。
何
休
も
「
夏
の
田
を
以
て
せ
ざ
る
は
『
春
秋
』
の
制
な
り
」
と
い
う
。

盧
文
弨
は
、
こ
の
「
夏
獮
」
の
二
字
は
後
人
が
勝
手
に
加
え
た
も
の
で
、
衍
文
だ
と
す

る
。『
校
釋
』
は
、
同
様
に
皮
錫
瑞
が
『
王
制
箋
』
で
こ
の
「
夏
獮
」
の
二
字
は
後
人
が

加
え
た
も
の
だ
と
す
る
説
を
引
き
、
盧
文
弨
の
校
訂
を
是
と
し
て
い
る
。
蘇
輿
は
『
説

ぜ

苑
』
修
文
篇
に
「
『
春
秋
』
に
曰
く
、
正
月
、
公
、
郎
に
狩
す
。
傳
に
曰
く
、
春
に
は
蒐

と
曰
ひ
、
夏
に
は
苗
と
曰
ひ
、
秋
に
は
獮
と
曰
ひ
、
冬
に
は
狩
と
曰
ふ
」
と
あ
り
、『
太

平
御
覧
』
巻
八
百
三
十
一
引
『
韓
詩
内
傳
』
に
「
春
に
は
畋
と
曰
ひ
、
夏
に
は

と
曰



ひ
、
秋
に
は
獮
と
曰
ひ
、
冬
に
は
狩
と
曰
ふ
」
と
あ
る
の
を
根
拠
と
し
て
、
今
文
家
の

説
の
中
に
も
「
獮
」
号
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
『
校
釋
』
は
『
公
羊
傳
』
で
春
・
秋

・
冬
の
三
時
の
「
田
」
と
す
る
説
は
、『
禮
記
』
王
制
や
『
説
苑
』
修
文
篇
の
「
天
子
・

諸
侯
は
事
無
け
れ
ば
則
ち
歳
ご
と
に
三
た
び
田
す
」
と
合
致
す
る
と
し
て
、
蘇
輿
説
を

否
定
す
る
。
確
か
に
本
文
が
「
春
は
苗
、
秋
は
蒐
、
冬
は
狩
、
夏
は
獮
」
と
な
っ
て
い

て
「
夏
獮
」
が
「
冬
狩
」
の
あ
と
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
不
自
然
で
は
あ
る
。
た
だ
、

こ
こ
で
は
即
断
は
避
け
て
一
応
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

⑬

「
散
名
」
は
、
細
か
く
分
け
た
も
の
に
一
つ
一
つ
つ
け
ら
れ
た
名
の
こ
と
。『
校
釋
』

は
『
荀
子
』
正
名
篇
に
、

散
名
の
萬
物
に
加
ふ
る
者
は
、
則
ち
諸
夏
の
成
俗
に
從
ひ
て
、
曲
さ
に
遠
方
異
俗

つ
ぶ

の
郷
に
期
は
せ
、
則
ち
之
に
因
り
て
通
ぜ
し
む
。(

散
名
之
加
於
萬
物
者
、
則
從
諸

あ

夏
之
成
俗
、
曲
期
遠
方
異
俗
之
郷
、
則
因
之
而
為
通)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑭

『
詩
』
小
雅
・
正
月
の
文
。
盧
文
弨
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
今
の
『
詩
』
は
「
迹
」

を
「
脊
」
に
作
る
。
蘇
輿
は
「
迹
」
と
「
脊
」
の
意
味
は
同
じ
だ
と
し
、『
毛
傳
』
に
「
倫

は
道
な
り
、
脊
は
理
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
『
玉
篇
』
に
「
迹
は
、
跡
な
り
、
理
な
り
」

と
あ
る
の
を
引
く
。
こ
れ
に
従
い
、「
倫
有
り
迹
有
り
」
は
、
道
理
が
あ
る
の
意
と
す
る
。

ま
た
、
蘇
輿
は
『
鄭
箋
』
に
、
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維
れ
民
は
号
呼
し
て
此
の
言
を
發
し
、
皆
道
理
有
り
。
然
る
に
至
る
所
以
は
、
徒

い
た
づ

ら
に
苟
妄
し
て
誣
辭
を
爲
す
に
非
ざ
れ
ば
な
り
。(

維
民
号
呼
而
發
此
言
、
皆
有
道

理
。
所
以
至
然
者
、
非
徒
苟
妄
爲
誣
辭)

と
あ
る
の
を
引
き
、
董
仲
舒
は
「
號
」
を
「
名
號
」
の
意
と
み
な
し
て
お
り
、
鄭
玄
と

は
捉
え
方
が
異
な
る
と
い
う
。

⑮

『
春
秋
繁
露
』
天
道
施
篇
に
、

名
は
物
を
別
つ
所
以
な
り
。
親
し
き
者
は
重
ん
じ
、
疏
な
る
者
は
輕
ん
じ
、
尊
き

そ

者
は
文
に
し
、
卑
し
き
者
は
質
に
し
、
近
き
者
は
詳
に
し
、
遠
き
者
は
略
に
す
。

辭
を
文
る
も
情
を
隱
さ
ず
、
情
を
明
か
に
す
る
も
文
を
遺
さ
ず
。
人
心
は
之
に
從

か
ざ

の
こ

ひ
て
逆
は
ず
、
古
今
通
貫
し
て
亂
れ
ざ
る
は
、
名
づ
く
る
の
義
あ
れ
ば
な
り
。

男
女
は
猶
ほ
道
の
ご
と
き
な
り
。
人
生
ま
れ
て
別
に
禮
義
を
言
ふ
は
、
名
號
の

な

う

人
事
に
由
り
て
起
こ
れ
ば
な
り
。
天
道
に
順
は
ざ
る
、
之
を
不
義
と
謂
ふ
。
天
人

よ

の
分
を
察
し
、
道
命
の
異
を
觀
れ
ば
、
以
て
禮
の
説
く
を
知
る
べ
し
。
善
者
を
見

と

れ
ば
好
む
無
き
能
は
ず
、
不
善
者
を
見
れ
ば
惡
む
無
き
能
は
ず
。
好
惡
去
就
は
堅

守
す
る
能
は
ず
。
故
に
人
道
有
り
。
人
道
は
人
の
由
る
所
に
し
て
、
樂
し
み
て
亂

れ
ず
、

復

し
て
厭
は
ざ
る
者
な
り
。
萬
物
は
名
を
載
せ
て
生
じ
、
聖
人
は
其
の

く
り
か
へ

い
と

の

象
に
因
り
て
之
に
命
づ
く
。
然
り
而
し
て
易
ふ
べ
か
ら
ざ
る
は
、
皆
義
の
從
ふ
有

よ

な

し
か

し
か
う

か

れ
ば
な
り
。
故
に
名
を
正
し
て
以
て
義
を

名

か
に
す
る
な
り
。
物
な
る
者
は
洪
名

あ
き
ら

こ
う
め
い

な
り
、
皆
名
な
り
。
而
る
に
物
ご
と
に
私
名
有
り
。
此
の
物
は
夫
の
物
に
非
ず
。

か
い
め
い

し
か

こ

か

故
に
曰
く
「
萬
物
の
動
き
て

形

れ
ざ
る
者
は
意
な
り
。

形

れ
て
易
は
ら
ざ
る
者

あ
ら
は

あ
ら
は

か

は
徳
な
り
。
樂
し
み
て
亂
れ
ず
、

復

し
て
厭
は
ざ
る
者
は
道
な
り
」
と
。（
名
者

く
り
か
へ

い
と

所
以
別
物
也
。
親
者
重
、
疏
者
輕
、
尊
者
文
、
卑
者
質
、
近
者
詳
、
遠
者
略
。
文

辭
不
隱
情
、
明
情
不
遺
文
。
人
心
從
之
而
不
逆
、
古
今
通
貫
而
不
亂
、
名
之
義
也
。

男
女
猶
道
也
。
人
生
別
言
禮
義
、
名
號
之
由
人
事
起
也
。
不
順
天
道
、
謂
之
不

義
。
察
天
人
之
分
、
觀
道
命
之
異
、
可
以
知
禮
之
説
矣
。
見
善
者
不
能
無
好
、
見

不
善
者
不
能
無
惡
。
好
惡
去
就
不
能
堅
守
、
故
有
人
道
。
人
道
者
人
之
所
由
、
樂

而
不
亂
、
復
而
不
厭
者
。
萬
物
載
名
而
生
、
聖
人
因
其
象
而
命
之
。
然
而
不
可
易

也
、
皆
有
義
從
也
。
故
正
名
以
名
義
也
。
物
也
者
洪
名
也
、
皆
名
也
。
而
物
有
私

名
。
此
物
也
非
夫
物
。
故
曰
、
萬
物
動
而
不
形
者
意
也
。
形
而
不
易
者
徳
也
。
樂

而
不
亂
、
復
而
不
厭
者
道
也)

と
あ
り
、
蘇
輿
は
こ
こ
に
入
る
文
章
で
は
な
い
か
と
い
う
。

【
現
代
語
訳
】

天
下
を
治
め
る
端
緒
は
、
重
要
な
こ
と
を
詳
し
く
弁
別
す
る
こ
と
に
あ
る
。
重
要
な
こ

と
を
弁
別
す
る
端
緒
は
、
名
号
の
意
味
を
深
く
察
知
す
る
こ
と
に
あ
る
。
名
は
大
道
の
第

一
義
で
あ
る
。
そ
の
第
一
義
の
意
味
を
と
り
ま
と
め
て
、
そ
の
中
の
事
を

窺

え
ば
、(

物

う
か
が

事
の)

是
非
を
知
る
こ
と
が
で
き
、(

物
事
の)

順
序
は
自
ず
と
は
っ
き
り
と
す
る
。
そ
れ
は

天
地
に
通
暁
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
え
る
。
是
非
の
正
し
さ
は
、
順
序
に(

も
と
づ
い
て)

取
り
、
順
序
の
正
し
さ
は
、
名
号
に
（
も
と
づ
い
て
）
取
る
。
名
号
の
正
し
さ
は
、
天
地

に(

も
と
づ
い
て)

取
る
。
天
地
は
名
号
の
大
義
で
あ
る
。

古
の
聖
人
は
、
大
声
を
出
し
て
天
地
に
倣
う
こ
と
、
こ
れ
を
号
と
言
い
、
言
葉
に
出
し

な
ら

て
名
づ
け
る
こ
と
、
こ
れ
を
名
と
言
っ
た
。
名
と
い
う
言
葉
は
、
言
葉
に
出
す
こ
と
と
名

づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
号
と
い
う
言
葉
は
、
声
を
出
し
て
倣
う
こ
と
で
あ
る
。
声
を
出
し

て
天
地
に
倣
う
こ
と
を
号
と
す
る
。
言
葉
に
出
し
て
名
づ
け
る
こ
と
を
名
と
す
る
。
名
・

号
は
読
み
は
異
な
る
が
、
本
源
は
同
じ
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
声
を
出
し
言
葉
に
出
し
て
天

意
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
天
は
も
の
を
言
わ
な
い
が
、
人
に
そ
の
意
志
を

発
揮
さ
せ
、
行
為
は
し
な
い
が
、
人
に
そ
の
中
庸
を
得
た
行
い
を
さ
せ
る
。
名
は
聖
人
が

天
の
意
を
発
言
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
深
く
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

受
命
の
君
は
、
天
意
が
許
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
天
子
と
号
す
る
者
は
、
父
を
視

る
よ
う
に
天
を
視
、
孝
道
を
用
い
て
天
に
仕
え
る
べ
き
で
あ
る
。
諸
侯
と
号
す
る
者
は
、

う
か
が
い
奉
る
天
子
に
謹
し
ん
で
準
じ
る
べ
き
で
あ
る
。
大
夫
と
号
す
る
者
は
、
そ
の

忠
信
の
徳
を
厚
く
し
、
そ
の
礼
儀
を
厚
く
す
べ
き
で
あ
り
、
一
般
の
人
の
よ
い
行
い
よ
り

十
分
立
派
で
あ
る
な
ら
ば
、
人
々
を
教
化
す
る
に
足
る
の
で
あ
る
。
士
と
は
「
事
え
る
」

つ
か
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と
い
う
意
味
で
あ
る
。
民
と
は
「
瞑
い(

蒙
昧)

」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
士
は
人
々
を
教

く
ら

化
す
る
に
は
及
ば
ず
、
職
務
に
つ
と
め
上
の
者
に
従
わ
せ
る
べ
き
存
在
に
す
ぎ
な
い
。(

天

子
・
諸
侯
・
大
夫
・
士
・
民
と
い
う)

五
種
類
の
号
は
自
ら(

そ
の
意
味
を)

述
べ
、
各
お
の

そ
の
分
限
を
持
っ
て
い
る
。
分
限
中
の
詳
細
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
名
が
つ
い
て
い
る
。
名
は

号
よ
り(

数
が)
多
く
、
そ
れ
を
包
括
し
た
も
の
を
号
と
い
う
。
名
と
い
う
も
の
は
、
そ
の

細
か
く
分
け
た
も
の
に(
一
つ
一
つ)

名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
号
と
い
う
の
は
、
大
き
く
と

ら
え
て(

細
か
い
こ
と
は)
省
略
し
、
名
は
細
目
を
立
て
て
詳
細
に
す
る
。
細
目
は
一
つ
一

つ
の
事
柄
を
あ
ま
ね
く
弁
別
す
る
の
で
あ
る
。
凡
と
は
た
だ
そ
の
要
点
を
取
り
あ
げ
る
だ

け
で
あ
る
。

鬼
神
を
も
て
な
す
場
合
の
号(

呼
び
名)
は
一
つ
で
、
祭
と
い
う
。
祭
を
細
か
く
分
け
た

名
称
は
、
春
の
祭
り
を
祠
と
い
い
、
夏
の
祭
り
を
礿
と
い
い
、
秋
の
祭
り
を
嘗
と
い
い
、

冬
の
祭
り
を
烝
と
い
う
。

禽
獸
を
捕
ら
え
る
場
合
の
号
（
呼
び
名
）
は
一
つ
で
、
田
と
い
う
。
田
を
細
か
く
分
け

た
名
称
は
、
春
の
狩
り
を
苗
と
い
い
、
秋
の
狩
り
は
蒐
と
い
い
、
冬
の
狩
り
は
狩
と
い
い
、

夏
の
狩
り
は
獮
と
い
う
。

い
ず
れ
も
天
意
に
適
合
し
な
い
も
の
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
物
事
に
凡
号
が
な
い
こ

と
は
な
く
、
号
に
細
か
く
分
け
た
名
称
が
な
い
こ
と
は
な
い
。
こ
う
い
う
理
由
で
事
柄
は

そ
れ
ぞ
れ
名
称
に
従
い
、
名
称
は
そ
れ
ぞ
れ
天
に
従
う
。
天
と
人
と
の
関
係
は
、
合
し
て

一
つ
と
な
り
共
に
道
理
に
通
じ
、
行
動
し
て
は
利
益
を
与
え
合
い
、
従
っ
て
は
受
け
合
う

こ
と
、
こ
れ
を
道
徳
と
い
う
。『
詩
』
に
い
う
、「
維
れ
斯
の
言
を
號
ぶ
、
倫
有
り
迹
有
り(

こ

こ

こ

よ

ん
な
言
葉
を
呼
び
叫
ぶ
の
に
は
、
道
理
が
あ
る)

」
と
は
、
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
。

二

深
察
王
號
之
大
意
、
其
中
有
五
科
。
皇
科
・
方
科
・
匡
科
・
黄
科
・
往
科
。
合
此
五
科
、

以
一
言
謂
之
王
。
王
者
皇
也
。
王
者
方
也
。
王
者
匡
也
。
王
者
黄
也
。
王
者
往
也
。
是
故

王
意
不
普
大
而
皇
、
則
道
不
能
正
直
而
方
。
道
不
能
正
直
而
方
、
則
德
不
能
匡
運
周
徧
。

德
不
能
匡
運
周
徧
、
則
美
不
能
黄
。
美
不
能
黄
、
則
四
方
不
能
往
。
四
方
不
能
往
、
則
不

全
於
王
。
故
曰
、
天
覆
無
外
、
地
載
兼(

愛)

〔
受
〕
①
、
風
行
令
而
一
其
威
、
雨
布
施
而

均
其
德
、
王
術
之
謂
也
。

【
校
記
】

①

「
愛
」

盧
文
弨
が
「『
兼
愛
』、
本
亦
『
兼
受
』
に
作
る
」
と
言
い
、『
校
釋
』
が
「
兼

受
」
を
是
と
す
る
の
に
従
い
、「
愛
」
を
「
受
」
に
改
め
る
。

ぜ

【
書
き
下
し
文
】

深
く
王
號
の
大
意
を
察
す
る
に
、
其
の
中
に
五
科
①
有
り
。
皇
科
・
方
科
・
匡
科
・
黄

科
・
往
科
な
り
。
此
の
五
科
を
合
し
て
、
一
言
を
以
て
す
れ
ば
之
を
王
と
謂
ふ
。
王
は
皇

な
り
。
王
は
方
な
り
。
王
は
匡
な
り
。
王
は
黄
な
り
。
王
は
往
な
り
。
是
の
故
に
王
意
普

く
大
に
し
て
皇
な
ら
ざ
れ
ば
②
、
則
ち
道
は
正
直
に
し
て
方
な
る
能
は
ず
。
道
の
正
直
に

し
て
方
な
る
③
能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
德
は
匡
運
周
徧
な
る
能
は
ず
④
。
德
の
匡
運
周
徧
な

る
能
は
ざ
れ
ば
、
美
は
黄
た
る
能
は
ず
⑤
。
美
の
黄
た
る
能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
四
方
往
く

能
は
ず
⑥
。
四
方
往
く
能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
王
た
る
に
全
か
ら
ず
。
故
に
曰
く
、「
天
は
覆

ひ
て
外
無
く
、
地
は
載
せ
て
兼
受
し
、
風
の
ご
と
く
令
を
行
ひ
て
其
の
威
を
一
に
し
、
雨

の
ご
と
く
布
き
施
し
て
其
の
德
を
均
し
く
す
」
⑦
と
は
、
王
術
を
之
れ
謂
な
り
。

【
注
】

①

「
科
」
は
、
條
の
意
。
凌
曙
は
、『
後
漢
書
』
桓
譚
伝
に
「
科
比
を
校
定
す
」
と
あ
り
、

注
に
「
科
と
は
事
條
を
謂
ふ
。
比
と
は
類
別
を
謂
ふ
」
と
あ
る
の
を
引
く
。『
校
釋
』
は

「
五
科
は
猶
ほ
五
條
と
云
ふ
が
ご
と
し
」
と
い
う
。
今
、
こ
れ
ら
に
従
う
。
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②

「
皇
」
は
、
大
き
い
の
意
。
蘇
輿
は
、『
白
虎
通
』
號
篇
に
、

皇
と
は
、
何
の
謂
ひ
ぞ
。
亦
號
な
り
。
皇
は
、
君
な
り
、
美
な
り
、
大
な
り
。
天

ま
た

人
の
總
、
美
大
の
稱
な
り
。
時
は
質
な
り
、
故
に
之
を
總
稱
す
る
な
り
。(

中
略)

之
を
號
し
て
皇
と
爲
す
は
、
煌
煌
と
し
て
、
人
、
違
ふ
莫
け
れ
ば
な
り
。
一
夫
を

煩
わ
づ
ら

は
し
、
一
士
を
擾
し
て
、
以
て
天
下
を
勞
す
る
は
、
皇
と
爲
さ
ざ
る
な
り
。
匹
夫

み
だ

・
匹
婦
を
擾
さ
ず
、
故
に
皇
と
爲
す
。(

皇
者
、
何
謂
也
。
亦
號
也
。
皇
、
君
也
、

み
だ

美
也
、
大
也
。
天
人
之
總
、
美
大
之
稱
也
。
時
質
、
故
總
稱
之
也
。(

中
略)

號
之

爲
皇
者
、
煌
煌
人
莫
違
也
。
煩
一
夫
、
擾
一
士
、
以
勞
天
下
、
不
爲
皇
也
。
不
擾

匹
夫
・
匹
婦
、
故
爲
皇)

と
あ
る
の
を
引
く
。
『
校
釋
』
は
、
『
風
俗
通
』
皇
覇
篇
に
引
く
『
春
秋
運
斗
樞
』
に
、

皇
と
は
、
中
な
り
、
光
な
り
、
弘
な
り
。
弘
を
含
み
て
中
を
履
み
、
陰
陽
を
開
き
、

ふ

紀
綱
を
布
き
、
上
は
皇
極
を
含
み
、
其
れ
光
明
を
施
し
、
天
を
指
し
て
地
を
畫
き
、

神
化
潛
通
し
、
煌
煌
と
し
て
盛
美
な
る
こ
と
、
勝
げ
て
量
ふ
べ
か
ら
ず
。(

皇
者
、

あ

か
ぞ

中
也
。
光
也
、
弘
也
。
含
弘
履
中
、
開
陰
陽
、
布
紀
綱
、
上
含
皇
極
、
其
施
光
明
、

指
天
畫
地
、
神
化
潛
通
、
煌
煌
盛
美
、
不
可
勝
量)

と
あ
る
の
を
引
く
。

③

「
方
」
は
、
正
し
い
の
意
。
『
今
註
今
譯
』
は
、
端
方
と
解
し
、
『
校
釋
』
も
こ
れ
に

同
じ
。
今
、
こ
れ
ら
に
従
う
。

④

「
匡
」
は
、
正
し
い
の
意
。
『
校
釋
』
は
、
『
詩
』
豳
風
の
「
破
斧
」
に
「
四
國
を
是

れ
皇
す
」
と
あ
り
、
そ
の
『
毛
傳
』
に
「
皇
は
匡
な
り
」
と
あ
る
の
を
引
き
、
ま
た
『
爾

た
だ

雅
』
釋
言
で
「
皇
」「
匡
」
を
「
正
」
と
訓
じ
て
い
る
の
を
指
摘
す
る
。

⑤

「
黄
」
は
、
黄
色
で
、
五
行
の
中
央
の
土
に
配
当
さ
れ
る
。
蘇
輿
は
、『
白
虎
通
』
號

篇
に
、黄

は
、
中
和
の
色
、
自
然
の
性
に
し
て
、
萬
世
易
は
ら
ず
。
黄
帝
始
め
て
制
度
を

か

作
り
、
其
の
中
和
を
得
、
萬
世
常
に
存
す
。(

黄
者
、
中
和
之
色
、
自
然
之
性
、
萬

つ
ね

世
不
易
。
黄
帝
始
作
制
度
、
得
其
中
和
、
萬
世
常
存)

と
あ
り
、
ま
た
『
白
虎
通
』
諡
篇
に
、

美
は
上
に
在
り
、
黄
帝
始
め
て
法
度
を
制
し
て
、
道
の
中
を
得
、
萬
世
易
は
ら
ず
。

か

後
世
、
聖
な
り
と

雖

も
、
能
く
與
に
同
じ
き
こ
と
莫
き
な
り
。(

美
者
在
上
、
黄

い
へ
ど

と
も

帝
始
制
法
度
、
得
道
之
中
、
萬
世
不
易
。
後
世
雖
聖
、
莫
能
與
同
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。
さ
ら
に
『
易
』
坤
卦
の
文
言
傳
に
、

君
子
は
黄
中
に
し
て
理
に
通
じ
、
位
を
正
し
く
し
て
體
に
居
る
。
美
は
其
の
中
に

在
り
て
、
四
支
に
暢
び
、
事
業
に
發
す
。
美
の
至
り
な
り
。(

君
子
黄
中
通
理
、
正

位
居
體
。
美
在
其
中
、
而
暢
於
四
支
、
發
於
事
業
。
美
之
至
也)

と
あ
る
の
を
引
き
、
そ
の
中
の
「
美
在
其
中
」
と
は
、
黄
中
の
意
味
だ
と
い
い
、
董
仲

舒
の
言
は
『
易
』
の
義
に
基
づ
く
と
い
う
。
ま
た
、
楊
樹
達(

『
校
釋
』
引)

は
、『
左
傳
』

昭
公
十
二
年
の
子
服
景
伯
の
言
葉
の
中
に
「
中
の
美
は
能
く
黄
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
董

仲
舒
が
基
づ
い
た
と
こ
ろ
だ
と
い
う
。

⑥

「
往
」
は
、
赴
い
て
従
う
の
意
。『
校
釋
』
は
、「
王
」
を
「
往
」
あ
る
い
は
「
歸
往
」

で
解
す
る
用
例
を
列
挙
す
る
。
以
下
の
通
り
。

・
天
下
、
之
に
歸
す
る
、
之
を
王
と
謂
ふ
。(

『
荀
子
』
王
覇
篇)

・
王
な
る
者
は
、
天
下
の
往
な
り
。(

『
呂
氏
春
秋
』
下
賢
篇)

・
王
な
る
者
は
、
民
の
歸
往
す
る
所
な
り
。(

『
穀
梁
傳
』
荘
公
三
年)

・
王
と
は
、
往
な
り
。
天
下
の
歸
往
す
る
所
と
爲
る
。（
『
尚
書
大
傳
』)

・
王
と
は
何
ぞ
。
曰
く
、
往
な
り
。
天
下
之
に
往
く
、
之
を
王
と
謂
ふ
。(

『
韓
詩

外
傳
』
五)

・
王
と
は
、
天
下
の
歸
往
す
る
所
な
り
。(

『
周
易
乾
鑿
度
』)

・
王
と
は
、
往
な
り
。
天
下
の
歸
往
す
る
所
な
り
。(

『
白
虎
通
』
號
篇)

・
王
は
、
天
下
の
歸
往
す
る
所
な
り
。(

『
説
文
』)

⑦

出
典
は
不
明
。

【
現
代
語
訳
】

王
と
い
う
呼
び
名
の
重
要
な
意
味
を
深
く
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
五
科
が
あ
る
。
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皇
科
・
方
科
・
匡
科
・
黄
科
・
往
科
の
五
つ
で
あ
る
。
こ
の
五
科
を
合
わ
せ
て
、
一
言
で

表
現
す
れ
ば
そ
れ
を
王
と
い
う
。
王
は
皇
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
王
は
方
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
王
は
匡
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
王
は
黄
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
王
は
往
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
王
の
意
志
が
あ
ま
ね
く
広
く
大
き
く
な
け
れ
ば
、
道
は
ま
っ
す

ぐ
で
正
し
く
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
道
が
ま
っ
す
ぐ
で
正
し
く
な
る
こ
と
が
で
き
な
け

れ
ば
、
徳
は
正
し
く
巡
っ
て
ゆ
き
わ
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
徳
が
正
し
く
巡
っ
て
ゆ
き

わ
た
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
美
徳
は(

五
方
の
中
央
で
あ
る)

黄
に
位
置
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
美
徳
が(

五
方
の
中
央
で
あ
る)

黄
に
位
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
四

方
の
民
は
赴
い
て
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
四
方
の
民
が
赴
い
て
従
う
こ
と
が
で
き
な
け

れ
ば
、
王
と
な
る
に
は
不
完
全
で
あ
る
。
だ
か
ら
言
う
、「
天
は
す
べ
て
の
も
の
を
覆
い
、

地
は
す
べ
て
の
も
の
を
載
せ
て
受
け
入
れ
、
風
の
よ
う
に
命
令
を
実
行
し
て
そ
の
権
威
を

専
一
に
し
、
雨
の
よ
う
に
恩
恵
を
布
き
施
し
て
そ
の
徳
を
均
一
に
ゆ
き
わ
た
ら
せ
る
」
と

は
、
王
の
や
り
方
を
意
味
す
る
。

三

深
察
君
號
之
大
意
、
其
中
亦
有
五
科
。
元
科
・
原
科
・
權
科
・
温
科
・
羣
科
。
合
此
五

科
、
以
一
言
謂
之
君
。
君
者
元
也
。
君
者
原
也
。
君
者
權
也
。
君
者
温
也
。
君
者
羣
也
。

是
故
君
意
不
比
於
元
、
則
動
而
失
本
。
動
而
失
本
、
則
所
爲
不
立
。
所
爲
不
立
、
則
不
效

於
原
。
不
效
於
原
、
則
自
委
舍
。
自
委
舍
、
則
化
不
行
。〔
化
不
行
、
則
用
權
於
變
〕
①
。

用
權
於
變
、
則
失
中
適
之
宜
。
失
中
適
之
宜
、
則
道
不
平
德
不
温
。
道
不
平
德
不
温
、
則

衆
不
親
安
。
衆
不
親
安
、
則
離
散
不
羣
。
離
散
不
羣
、
則
不
全
於
君
②
。

【
校
記
】

①

盧
文
弨
は
「
脱
文
有
り
」
と
言
い
、
劉
師
培
は
「
『
化
不
行
』
三
字
の
下
、
當
に
『
化

不
行
、
則
用
權
於
變
』
の
一
語
有
る
べ
し
」
と
い
う
。『
校
釋
』
が
劉
師
培
説
を
是
と
す

ぜ

る
の
に
従
い
、「
化
不
行
、
則
用
權
於
變
」
の
語
句
を
補
う
。

②

蘇
輿
は
、『
春
秋
繁
露
』
玉
英
篇
の
「
是
故
治
國
之
端
、
在
正
名
。
名
之
正
、
興
五
世
。

五
傳
之
外
、
美
惡
乃
形
、
可
謂
得
其
眞
矣
。
非
子
路
之
所
能
見
」
の
三
十
六
字
は
、
本

節
の
錯
簡
だ
と
言
い
、
冒
廣
生(

『
校
釋
』
引)

も
「
『
君
』
の
下
、
脱
文
有
ら
ん
」
と
言

う
。
本
篇
は
錯
簡
か
と
思
わ
れ
る
部
分
も
あ
る
が
、
一
応
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。

【
書
き
下
し
文
】

深
く
君
號
の
大
意
を
察
す
る
に
、
其
の
中
に
も
亦
五
科
有
り
。
元
科
・
原
科
・
權
科
・

温
科
・
羣
科
な
り
。
此
の
五
科
を
合
し
て
、
一
言
を
以
て
す
れ
ば
之
を
君
と
謂
ふ
。
君
は

元
な
り
①
。
君
は
原
な
り
。
君
は
權
な
り
。
君
は
温
な
り
。
君
は
羣
な
り
②
。
是
の
故
に

君
意

元
に
比
ば
ざ
れ
ば
、
則
ち
動
き
て
本
を
失
ふ
③
。
動
き
て
本
を
失
は
ば
、
則
ち
爲
す

な
ら

所
立
た
ず
。
爲
す
所
立
た
ざ
れ
ば
、
則
ち
原
に
效
は
ず
。
原
に
效
は
ざ
れ
ば
④
、
則
ち
自

な
ら

な
ら

ら
委
舍
す
。
自
ら
委
舍
す
れ
ば
⑤
、
則
ち
化

行
は
れ
ず
。
化

行
は
れ
ざ
れ
ば
、
則
ち
權

を
變
に
用
ふ
⑥
。
權
を
變
に
用
ふ
れ
ば
、
則
ち
中
適
の
宜
を
失
ふ
。
中
適
の
宜
を
失
は
ば
、

則
ち
道
平
ら
か
な
ら
ず
、
德
温
か
な
ら
ず
⑦
。
道
平
ら
か
な
ら
ず
、
德
温
か
な
ら
ざ
れ
ば
、

則
ち
衆
は
親
し
み
安
ん
ぜ
ず
。
衆
親
し
み
安
ん
ぜ
ざ
れ
ば
、
則
ち
離
散
し
て
羣
せ
ず
。
離

散
し
て
羣
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
君
に
全
か
ら
ず
。

【
注
】

①

「
元
」
と
は
、
始
め
、
お
お
も
と
の
意
。『
春
秋
』
隠
公
元
年
「
春
、
王
、
正
月
」
の

『
公
羊
傳
』
に
、「
元
年
と
は
何
ぞ
。
君
の
始
年
な
り
」
と
あ
り
、
何
休
『
解
詁
』
に
、

元
と
は
氣
な
り
。
無
形
以
て
起
こ
り
、
有
形
以
て
分
か
る
。
天
地
を
造
起
す
。
天

地
の
始
め
な
り
。(

元
者
氣
也
。
無
形
以
起
、
有
形
以
分
。
造
起
天
地
。
天
地
之
始

也)

と
あ
り
、「
元
」
は
、
天
地
の
始
め
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
「
君
」
は
国
の
始
め
、
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国
の
お
お
も
と
の
意
と
解
し
て
お
く
。
ち
な
み
に
『
春
秋
繁
露
』
立
元
神
に
、「
君
は
國

の
元
な
り
」(

君
者
國
之
元)

と
あ
る
。『
校
釋
』
は
、「
元
と
は
首
な
り
」
と
い
う
。

②

「
羣
」
と
は
、
集
ま
る
、
集
団
と
な
る
の
意
。
『
校
釋
』
は
、
『
荀
子
』
王
制
篇
に
、

君
と
は
、
善
く
羣
せ
し
む
る
な
り
。(

君
者
、
善
羣
也)

同
じ
く
『
荀
子
』
君
道
篇
に
、

君
と
は
何
ぞ
。
曰
く
、
能
く
羣
せ
し
む
る
な
り
。(

君
者
何
也
。
曰
能
羣
也)

と
あ
る
の
を
引
き
、
ま
た
『
白
虎
通
』
三
綱
六
紀
に
、

君
と
は
、
群
な
り
。
群
下
の
心
を
歸
す
る
所
な
り
。(

君
者
、
群
也
。
群
下
之
所
歸

心)

同
じ
く
『
白
虎
通
』
號
篇
に
、

君
の
言
た
る
、
群
な
り
。(

君
之
爲
言
、
群
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

③

『
漢
書
』
董
仲
舒
傳
の
『
對
策
』
に
、

(

『
春
秋
』)

一
を
謂
ひ
て
元
と
爲
す
は
、
始
め
を

大
ぶ
を
視
し
て
本
を
正
さ
ん
と

た
ふ
と

し
め

欲
す
る
な
り
。(

(

春
秋)

謂
一
爲
元
者
、
視
大
始
而
欲
正
本
也)

と
あ
り
、『
春
秋
』
は
、
始
め
を
重
視
す
る
こ
と
を
示
し
、
本
を
正
そ
う
と
す
る
た
め
に
、

「
一
年
」
と
言
わ
ず
に
「
元
年
」
と
い
う
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
は
、
君
主
の
意
志
が
、

本
を
正
そ
う
と
す
る
「
元
」
の
意
図
に
合
致
し
な
け
れ
ば
、
行
動
し
て
も
そ
の
根
本
を

失
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
い
う
。

④

「
原
」
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は
、『
春
秋
繁
露
』
玉
英
第
四
に
、

元
は
猶
ほ
原
の
ご
と
き
な
り
。
其
の
義
は
以
て
天
地
に
隨
ひ
て
終
始
す
る
な
り
。(
元

猶
原
也
。
其
義
以
隨
天
地
終
始
也)

と
あ
る
の
を
引
き
、
「
元
」
と
「
原
」
は
一
義
で
あ
る
が
、
分
け
て
言
う
の
は
、
「
元
」

は
、
本
を
正
す
と
い
う
意
味
で
、「
原
」
は
止
む
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い

う
。
な
お
、
こ
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
「
重
政
篇
」
に
も
収
載
し
て
い
る
。
拙
稿
「
『
春

秋
繁
露
』
訳
注
稿

重
政
・
服
制
像
・
二
端
・
符
瑞
篇
」(

高
松
工
業
高
等
専
門
学
校
紀

要
第
三
十
七
号
、
二
０
０
一)

参
照
。

⑤

「
委
舍
」
と
は
、『
今
註
今
譯
』
及
び
『
校
釋
』
は
、
責
任
を
放
棄
す
る
の
意
と
す
る
。

今
、
こ
れ
ら
に
従
う
。

⑥

「
權
」
と
は
、
一
時
的
に
「
経
」
に
反
し
て
も
最
終
的
に
は
善
に
合
す
る
も
の
を
い

う
。「
權
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
『
春
秋
』
桓
公
十
一
年
に
「
九
月
、
宋
人
、
鄭
の
祭
仲

を
執
ふ
」
と
あ
り
、
そ
の
『
公
羊
傳
』
に
見
え
る
。

と
ら

祭
仲
と
は
何
ぞ
。
鄭
の
相
な
り
。
何
を
以
て
名
い
は
ざ
る
。
賢
な
れ
ば
な
り
。
何

ぞ
祭
仲
を
賢
と
す
る
。
以
て
權
を
知
る
と
爲
せ
ば
な
り
。
其
の
權
を
知
る
と
爲
す

こ
と
奈
何
。
古
者
鄭
の
國
は
留
に
處
り
。
先
の
鄭
伯
に
鄶
公
に
善
き
者
有
り
。
夫

い

か

ん

む

か

し

人
に
通
じ
て
、
以
て
其
の
國
を
取
り
、
鄭
を
遷
し
て
、
留
を
野
と
す
。
莊
公
死
し
、

已
に
葬
む
ら
る
。
祭
仲
將
に
往
き
て
留
を
省
ん
と
す
。
塗
、
宋
に
出
づ
る
に
、
宋

ま
さ

み

人
之
を
執
ふ
。
之
に
謂
ひ
て
曰
く
、
我
が
爲
に
忽
を
出
だ
し
て
突
を
立
て
よ
と
。

こ
れ

と
ら

た
め

祭
仲
、
其
の
言
に
從
は
ざ
る
と
き
は
、
則
ち
君
必
ず
死
し
、
國
必
ず
亡
び
ん
。
其

の
言
に
從
ふ
と
き
は
、
則
ち
君
は
生
を
以
て
死
に
易
ふ
べ
く
、
國
は
存
を
以
て
亡

か

に
易
ふ
べ
し
。
少
ら
く
之
を
遼
緩
す
れ
ば
、
則
ち
突
は

故

ず
出
だ
す
べ
く
、忽
は

故

し
ば

か
な
ら

か
な
ら

ず
反
す
べ
し
。
是
れ
得
べ
か
ら
ざ
る
と
き
は
則
ち
病
ま
ん
。
然
る
後
に
鄭
の
國
有

か
へ

や

り
。
古
人
の
權
有
る
者
は
、
祭
仲
の
權
、
是
れ
な
り
。
權
と
は
何
ぞ
。
權
と
は
經

に
反
し
て
、
然
る
後
に
善
有
る
者
な
り
。
權
の
設
く
る
所
、
死
亡
を
舍
い
て
設
く

お

る
所
無
し
。
權
を
行
ふ
こ
と
道
有
り
。
自
ら
貶
損
し
て
以
て
權
を
行
ひ
、
人
を
害

し
て
以
て
權
を
行
は
ず
。
人
を
殺
し
て
以
て
自
ら
は
生
き
、
人
を
亡
し
て
以
て
自

ら
は
存
す
る
は
、
君
子
は
爲
さ
ざ
る
な
り
。(

祭
仲
者
何
。
鄭
相
也
。
何
以
不
名
。

賢
也
。
何
賢
乎
祭
仲
。
以
爲
知
權
也
。
其
爲
知
權
奈
何
。
古
者
鄭
國
處
于
留
。
先

鄭
伯
有
善
于
鄶
公
者
。
通
乎
夫
人
、
以
取
其
國
而
遷
鄭
焉
、
而
野
留
。
莊
公
死
、

已
葬
。
祭
仲
將
往
省
于
留
。
塗
出
于
宋
、
宋
人
執
之
。
謂
之
曰
、
爲
我
出
忽
而
立

突
。
祭
仲
不
從
其
言
、
則
君
必
死
、
國
必
亡
。
從
其
言
、
則
君
可
以
生
易
死
、
國

可
以
存
易
亡
。
少
遼
緩
之
、
則
突
可
故
出
、
而
忽
可
故
反
。
是
不
可
得
則
病
。
然

後
有
鄭
國
。
古
人
之
有
權
者
、
祭
仲
之
權
、
是
也
。
權
者
何
。
權
者
反
於
經
、
然

後
有
善
者
也
。
權
之
所
設
、
舍
死
亡
無
所
設
。
行
權
有
道
。
自
貶
損
以
行
權
、
不
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害
人
以
行
權
。
殺
人
以
自
生
、
亡
人
以
自
存
、
君
子
不
爲
也)

す
な
わ
ち
「
生
死
存
亡
」
に
か
か
わ
る
場
合
に
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
こ
と
を
「
權
」

と
い
う
。「
權
」
は
、
自
己
を
犠
牲
に
し
て
行
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
人
を
犠
牲
に
し

て
行
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
。

⑦

「
温
」
と
は
、
あ
た
た
か
い
の
意
。『
校
釋
』
は

道
徳
の
恩
沢
が
百
姓
に
及
び
、
人

心
を
温
暖
に
す
る
。
故
に
「
温
」
字
を
用
い
た
と
い
い
、『
今
註
今
譯
』
は
「
温
和
」
と

訳
し
て
い
る
。

【
現
代
語
訳
】

君
と
い
う
呼
び
名
の
重
要
な
意
味
を
深
く
考
察
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
も
ま
た
五
科
が

あ
る
。
元
科
・
原
科
・
権
科
・
温
科
・
群
科
で
あ
る
。
こ
の
五
科
を
合
わ
せ
て
、
一
言
で

表
現
す
れ
ば
そ
れ
を
君
と
い
う
。
君
は
元
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
君
は
原
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
君
は
権
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
君
は
温
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
君
は
群
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
君
の
意
志
が
お
お
も
と
に
並
ん
で
合
致
し
な
け
れ
ば
、
行
動
し

て
も
根
本
を
失
う
。
行
動
し
て
も
根
本
を
失
え
ば
、
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
確
立
し
な
い
。

し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
確
立
し
な
け
れ
ば
、
お
お
も
と
に
則
っ
て
継
続
し
よ
う
が
な
い
。

お
お
も
と
に
則
っ
て
継
続
し
よ
う
が
な
け
れ
ば
、
自
ら
責
任
を
放
棄
す
る(
こ
と
に
な
る)

。

自
ら
責
任
を
放
棄
す(

る
こ
と
に
な)

れ
ば
、
教
化
は
行
わ
れ
な
い
。
教
化
が
行
わ
れ
な
け

れ
ば
、
権
道
を
変
化
に
応
じ
て
用
い
る
よ
う
に
な
る
。
権
道
を
変
化
に
応
じ
て
用
い
る
よ

う
に
な
れ
ば
、
中
正
の
適
宜
な
あ
り
よ
う
を
失
う
。
中
正
の
適
宜
な
あ
り
よ
う
を
失
え
ば
、

道
は
平
ら
で
な
く
、(

君
の)

徳
は
温
か
く
な
い
。
道
が
平
ら
で
な
く
、(

君
の)

徳
が
温
か

く
な
け
れ
ば
、
民
衆
は
親
し
み
安
定
し
な
い
。
民
衆
が
親
し
み
安
定
し
な
け
れ
ば
、
ば
ら

ば
ら
に
な
っ
て
集
ま
ら
な
い
。(

民
衆
が)

ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
集
ま
ら
な
け
れ
ば
、
君
と

な
る
に
は
不
完
全
で
あ
る
。

四

名
生
於
眞
。
非
其
眞
弗
以
爲
名
。
名
者
聖
人
之
所
以
眞
物
也
。
名
之
爲
言
眞
也
。
故
凡

百(

譏)

〔
物
〕
①
有
黮
黮
者
各
反
其
眞
、
則
黮
黮
者
還
昭
昭
耳
。
欲
審
曲
直
、
莫
如
引
繩
。

欲
審
是
非
、
莫
如
引
名
。
名
之
審
於
是
非
也
、
猶
繩
之
審
於
曲
直
也
。
詰
其
名
實
、
觀
其

離
合
、
則
是
非
之
情
、
不
可
以
相
讕
已
。

今
世
闇
於
性
。
言
之
者
不
同
。
胡
不
試
反
性
之
名
。
性
之
名
非
生
與
。
如
其
生
之
自
然

之
資
、
謂
之
性
。
性
者
質
也
。
詰
性
之
質
於
善
之
名
。
能
中
之
與
。
既
不
能
中
矣
、
而
尚

謂
之
質
善
何
哉
。
性
之
名
不
得
離
質
。
離
質
如
毛
、
則
非
性
已
。
不
可
不
察
也
。

春
秋
辨
物
之
理
、
以
正
其
名
。
名
物
如
其
眞
、
不
失
秋
毫
之
末
。
故
名
霣
石
則
後
其
五
。

言
退
鷁
則
先
其
六
。
聖
人
之
謹
於
正
名
如
此
。
「
君
子
於
其
言
、
無
所
苟
而
已
」
。
五
石
六

鷁
之
辭
、
是
也
。

衆
惡
於
内
、
弗
使
得
發
於
外
者
、
心
也
。
故
心
之
爲
名

也
。
人
之
受
氣
、
苟
無
惡





者
、
心
何

哉
。
吾
以
心
之
名
、
得
人
之
誠
。
人
之
誠
有
貪
有
仁
。
仁
貪
之
氣
、
兩
在
於



身
。
身
之
名
取
諸
天
。
天
兩
有
陰
陽
之
施
。
身
亦
兩
有
貪
仁
之
性
。
天
有
陰
陽
禁
。
身
有

情
欲

、
與
天
道
一
也
。
是
以
陰
之
行
、
不
得
干
春
夏
。
而
月
之
魄
、
常
厭
於
日
光
、
乍



全
乍
傷
。
天
之
禁
陰
如
此
。
安
得
不
損
其
欲
、
而
輟
其
情
以
應
天
。
天
所
禁
而
身
禁
之
。

故
曰
「
身
猶
天
也
」。
禁
天
所
禁
、
非
禁
天
也
。
必
知
天
性
不
乘
於
教
、
終
不
能

。
察
實



以
爲
名
、
無
教
之
時
、
性
何
遽
若
是
。

故
性
比
於
禾
、
善
比
於
米
。
米
出
禾
中
、
而
禾
未
可
全
爲
米
也
。
善
出
性
中
、
而
性
未

可
全
爲
善
也
。
善
與
米
、
人
之
所
繼
天
而
成
於
外
、
非
在
天
所
爲
之
内
也
。
天
之
所
爲
、

有
所
至
而
止
。
止
之
内
謂
之
天
性
、
止
之
外
謂
之
人
事
。
事
在
性
外
、
而
性
不
得
不
成
德
。

民
之
號
取
之
瞑
也
。
使
性
而
已
善
、
則
何
故
以
瞑
爲
號
。
以(

霣)

〔
瞑
〕
②
者
言
、
弗

扶
將
則
顛
陷
猖
狂
、
安
能
善
。
性
有
似
目
。
目
臥
幽
而
瞑
、
待
覺
而
後
見
。
當
其
未
覺
、

可
謂
有
見
質
、
而
不
可
謂
見
。
今
萬
民
之
性
、
有
其
質
而
未
能
覺
。
譬
如
瞑
者
待
覺
、
教

之
然
後
善
。
當
其
未
覺
、
可
謂
有
善
質
、
而
不
可
謂
善
。
與
目
之
瞑
而
覺
、
一
概
之
比
也
。

靜
心
徐
察
之
、
其
言
可
見
矣
。
性
而
瞑
之
未
覺
、
天
所
爲
也
。
效
天
所
爲
、
爲
之
起
號
、

故
謂
之
民
。
民
之
爲
言
固
猶
瞑
也
。
隨
其
名
號
以
入
其
理
、
則
得
之
矣
。
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是
正
名
號
者
於
天
地
。
天
地
之
所
生
、
謂
之
性
情
。
性
情
相
與
爲
一
瞑
、
情
亦
性
也
。

謂
性
已
善
、
奈
其
情
何
。
故
聖
人
莫
謂
性
善
、
累
其
名
也
。
身
之
有
性
情
也
、
若
天
之
有

陰
陽
也
。
言
人
之
質
而
無
其
情
、
猶
言
天
之
陽
而
無
其
陰
也
。
窮
論
者
無
時
受
也
。

名
性
不
以
上
、
不
以
下
、
以
其
中
名
之
。
性
如
繭
如
卵
。
卵
待
覆
而
成
雛
。
繭
待
繅
而

爲
絲
。
性
待
教
而
爲
善
。
此
之
謂
眞
天
。
天
生
民
、
性
有
善
質
而
未
能
善
。
於
是
爲
之
立

王
以
善
之
、
此
天
意
也
。
民
受
未
能
善
之
性
於
天
、
而
退
受
成
性
之
教
於
王
。
王
承
天
意
、

以
成
民
之
性
爲
任
者
也
。

今
案
其
眞
質
、
而
謂
民
性
已
善
者
、
是
失
天
意
而
去
王
任
也
。
萬
民
之
性
、
苟
〔
信
〕

③
已
善
、
則
王
者
受
命
、
尚
何
任
也
。
其
設
名
不
正
、
故
棄
重
任
而
違(

大)

〔
天
〕
④
命
、

非
法
言
也
。

春
秋
之
辭
、
内
事
之
待
外
者
、
從
外
言
之
。
今
萬
民
之
性
、
待
外
教
然
後
能
善
。
善
當

與
教
、
不
當
與
性
。
與
性
則
多
累
而
不
精
。
自
成
功
而
無
賢
聖
。
此
世
長
者
之
所
誤
出
也
。

非
春
秋
爲
辭
之
術
也
。
不
法
之
言
、
無
驗
之
説
、
君
子
之
所
外
、
何
以
爲
哉
。

或
曰
、
「
性
有
善
端
、
心
有
善
質
」
。
尚
安
非
善
。
應
之
曰
、
非
也
。
繭
有
絲
而
繭
非
絲

也
。
卵
有
雛
而
卵
非
雛
也
。
比
類
率
然
、
有
何
疑
焉
。
天
生
民
有(

六)

〔
大
〕
⑤
經
。
言

性
者
不
當
異
。
然
其
或
曰
「
性(

也)

〔
已
〕
⑥
善
」
、
或
曰
「
性
未
善
」
、
則
所
謂
善
者
、

各
異
意
也
。
性
有
善
端
、(

動)

〔
童
〕
⑦
之
愛
父
母
、
善
於
禽
獸
、
則
謂
之
善
。
此
孟
子

之
善
。
循
三
綱
五
紀
、
通
八
端
之
理
、
忠
信
而
博
愛
、
敦
厚
而
好
禮
、
乃
可
謂
善
。
此
聖

人
之
善
也
。
是
故
孔
子
曰
、「
善
人
吾
不
得
而
見
之
。
得
見
有
常
者
斯
可
矣
」。
由
是
觀
之
、

聖
人
之
所
謂
善
、
未
易
當
也
。
非
善
於
禽
獸
、
則
謂
之
善
也
。
使
動
其
端
、
善
於
禽
獸
、

則
可
謂
之
善
、
善
〔
人
〕
⑧
奚
爲
弗
見
也
。
夫
善
於
禽
獸
之
未
得
爲
善
也
、
猶
知
於
草
木

而
不
得
名
知
。

萬
民
之
性
、
善
於
禽
獸
、
而
不
得
名
善
。(

知)

〔
善
〕
⑨
之
名
乃
取
之
聖
。
聖
人
之
所

命
、
天
下
以
爲
正
。
正
朝
夕
者
視
北
辰
。
正
嫌
疑
者
視
聖
人
。
聖
人
以
爲
無
王
之
世
、
不

教
之
民
、
莫
能
當
善
。
善
之
難
當
如
此
。
而
謂
萬
民
之
性
、
皆
能
當
之
、
過
矣
。
質
於
禽

獸
之
性
、
則
萬
民
之
性
善
矣
。
質
於
人
道
之
善
、
則
民
性
弗
及
也
。
萬
民
之
性
善
於
禽
獸

者
許
之
。
聖
人
之
所
謂
善
者
弗
許
。
吾(

質)

⑩
之
命
性
者
異
孟
子
。
孟
子
下
質
於
禽
獸
之

所
爲
。
故
曰
「
性
已
善
」
。
吾
上
質
於
聖
人
之
所(

爲)

〔
善
〕
⑪
。
故
謂
「
性
未
善
」
。
善

過
性
、
聖
人
過
善
。
春
秋
大
元
、
故
謹
於
正
名
。
名
非
所
始
、
如
之
何
謂
未
善
已
善
也
。

【
校
記
】

①

「
譏
」

董
天
工
に
従
い
、「
譏
」
を
「
物
」
に
改
め
る
。

②

「
霣
」

恵
棟
に
従
い
、「
霣
」
を
「
瞑
」
に
改
め
る
。

③

「
信
」

宋
本
に
従
い
、「
信
」
字
を
補
う
。

④

「
大
」

蘇
輿
に
従
い
、「
大
」
を
「
天
」
に
改
め
る
。

⑤

「
六
」

蘇
輿
他
、
諸
家
に
従
い
、「
六
」
を
「
大
」
に
改
め
る
。

⑥

「
也
」

蘇
輿
に
従
い
、「
也
」
を
「
已
」
に
改
め
る
。

⑦

「
動
」

蘇
輿
に
従
い
、「
動
」
を
「
童
」
に
改
め
る
。

⑧

蘇
輿
に
従
い
、「
人
」
字
を
補
う
。

⑨

「
知
」

蘇
輿
に
従
い
、「
知
」
を
「
善
」
に
改
め
る
。

⑩

「
質
」

陶
鴻
慶
に
従
い
、
衍
字
と
み
な
し
て
削
除
す
る
。

⑪

「
爲
」

凌
曙
本
に
従
い
、「
爲
」
を
「
善
」
に
改
め
る
。

【
書
き
下
し
文
】

名
は
眞
よ
り
生
ず
。
其
の
眞
に
非
ざ
れ
ば
以
て
名
と
爲
さ
ず
。
名
は
聖
人
の

物
を
眞
と

す
る
所
以
な
り
①
。
名
の
言
た
る
眞
な
り
。
故
に
凡
百
の
物
に
黮
黮
な
る
者
②
有
る
も
、

た
ん
た
ん

各
お
の
其
の
眞
に
反
ら
ば
、
則
ち
黮
黮
な
る
者
還
っ
て
昭
昭
た
る
の
み
。
曲
直
を

審

か

か
へ

た
ん
た
ん

か
へ

つ
ま
び
ら

に
せ
ん
と
欲
す
る
に
は
、
繩
を
引
く
に
如
く
は
莫
し
。
是
非
を
審
か
に
せ
ん
と
欲
す
る
に

し

は
、
名
を
引
く
に
如
く
は
莫
し
。
名
の
是
非
を
審
か
に
す
る
や
、
猶
ほ
繩
の
曲
直
を
審
か

に
す
る
が
ご
と
き
な
り
。
其
の
名
實
を
詰
べ
③
、
其
の
離
合
を
觀
れ
ば
、
則
ち
是
非
の
情

し
ら

④
、
以
て
相
讕

る
⑤
べ
か
ら
ざ
る
の
み
。

い
つ
は

今
の
世

性
に
闇
し
。
之
を
言
ふ
者
同
じ
か
ら
ず
。
胡
ぞ
試
み
に
性
の
名
を
反
り
み
ざ
る
。

な
ん

か
へ
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性
の
名
は
生
に
非
ず
や
⑥
。
其
の
生
の
自
然
の
資
の
如
き
は
、
之
を
性
と
謂
ふ
⑦
。
性
と

は
質
な
り
⑧
。
性
の
質
を
善
の
名
に
詰
ぶ
れ
ば
、
能
く
之
に
中
ら
ん
や
。
既
に
中
る
能
は

し
ら

あ
た

あ
た

ざ
る
も
、
而
も
尚
ほ
之
を
質
は
善
な
り
と
謂
ふ
は
何
ぞ
や
。
性
の
名
は
質
を
離
る
る
を
得

し
か

ず
。
質
を
離
る
る
こ
と
毛
の
如
き
も
、
則
ち
性
に
非
ざ
る
の
み
。
察
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る

な
り
⑨
。

春
秋
は
物
の
理
を
辨
じ
、
以
て
其
の
名
を
正
す
。
物
を
名
づ
く
る
こ
と
其
の
眞
の
如
く

し
、
秋
毫
の
末
を
も
失
な
は
ず
。
故
に
「
霣
石
」
を
名
づ
く
る
と
き
は
則
ち
其
の
「
五
」

を
後
に
す
。「
退
鷁
」
を
言
ふ
と
き
は
則
ち
其
の
「
六
」
を
先
に
す
⑩
。
聖
人
の
名
を
正
す

に
謹
し
む
こ
と
此
く
の
如
し
。
「
君
子
は
其
の
言
に
於
い
て
、

苟

も
す
る
所
無
き
の
み
」

い
や
し
く

⑪
。
五
石
六
鷁
の
辭
⑫
、
是
れ
な
り
。

衆
惡
を
内
に

じ
⑬
、
外
に
發
す
る
を
得
し
め
ざ
る
者
は
、
心
な
り
。
故
に
心
の
名
た

じ
ん

る
、

な
り
⑭



。
人
の
氣
を
受
く
る
や
、

苟

も
惡
き
者
無
け
れ
ば
、
心
何
ぞ

ず
る
や



。

じ
ん

い
や
し
く

じ
ん

吾
は
心
の
名
を
以
て
、
人
の
誠
を
得
。
人
の
誠
に
貪
有
り
、
仁
有
り
。
仁
貪
の
氣
、
兩
つ

ふ
た

な
が
ら
身
に
在
り
⑮
。
身
の
名
は
諸
を
天
に
取
る
。
天
は
陰
陽
の
施
を
兩
有
す
。
身
も
亦

こ
れ

貪
仁
の
性
を
兩
有
す
。
天
に
陰
陽
の
禁
有
り
。
身
に
情
欲
の

有
り
て



、
天
道
と
一
な
り
。

じ
ん

是
を
以
て
陰
の
行
は
、
春
夏
を
干
す
を
得
ず
⑯
。
而
し
て
月
の
魄
、
常
に
日
光
に
厭
せ
ら

を
か

れ
、

乍
ち
全
く
、
乍
ち
傷
な
は
る
⑰
。
天
の

陰
を
禁
ず
る
こ
と
此
く
の
如
し
。
安
く
ん

た
ち
ま

た
ち
ま

か

ご
と

い
づ

ぞ
其
の
欲
を
損
な
ひ
て
其
の
情
を
輟
め
ず
し
て
以
て
天
に
應
ず
る
を
得
ん
や
。
天
の
禁
ず

と
ど

る
所
は
而
ち
身
も
之
を
禁
ず
。
故
に
曰
く
「
身
は
猶
ほ
天
の
ご
と
き
な
り
」
⑱
と
。
天
の

す
な
は

禁
ず
る
所
を
禁
ず
る
は
、
天
を
禁
ず
る
に
非
ざ
る
な
り
。
必
ず
天
の
性

教
へ
に
乘
ら
ざ
れ

ば
、
終
に

ず
る
能
は
ざ
る
を
知
る



。
實
を
察
し
て
以
て
名
を
爲
す
も
、
教
へ
無
き
の
時
、

性
は
何
遽
ぞ
是
く
の
若
く
な
る
。

な

ん

か

ご
と

故
に
性
は
禾
⑲
に
比
せ
ら
れ
、
善
は
米
に
比
せ
ら
る
⑳
。
米
は
禾
の
中
よ
り
出
づ
る
も
、

而
も
禾
は
未
だ
全
く
は
米
を
爲
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
善
は
性
の
中
よ
り
出
づ
る
も
、
而

も
性
は
未
だ
全
く
は
善
を
爲
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り

。
善
と
米
と
は
、
人
の
天
を
繼
ぎ
て



外
に
成
す
所
に
し
て
、
天
の
爲
す
所
の
内
に
在
る
に
非
ざ
る
な
り

。
天
の
爲
す
所
は
、



至
り
て
止
ま
る
所
有
り
。
之
を
内
に
止
む
、
之
を
天
性
と
謂
ひ
、
之
を
外
に
止
む
、
之
を

人
事

と
謂
ふ
。
事
は
性
の
外
に
在
り
て
、
性
は
得
ざ
れ
ば
德
を
成
さ
ず

。





民
の
號
は
之
を
瞑
よ
り
取
る
な
り
。
使
し
性
の
ま
ま
に
し
て
已
に
善
な
れ
ば
、
則
ち
何

も

の
故
に
瞑
を
以
て
號
を
爲
す
や
。
瞑
者
を
以
て
言
ふ
は
、
扶
將
せ
ざ
れ
ば
則
ち
顛
陷

猖

狂

て
ん
か
ん
し
ゃ
う
き
ゃ
う

す

、
安
く
ん
ぞ
能
く
善
な
ら
ん
。
性

目
に
似
た
る
有
り
。
目
は
幽
き
に
臥
し
て
瞑
し

、

く
ら

ふ

覺
む
る
を
待
ち
て
後
に
見
る
。
其
の
未
だ
覺
め
ざ
る
に
當
た
り
て
、
見
質
有
り
と
謂
ふ
べ

き
も
、
而
も
見
る
と
謂
ふ
べ
か
ら
ず
。
今
萬
民
の
性
、
其
の
質
有
る
も
而
も
未
だ
能
く
覺

し
か

め
ず
。
譬
へ
ば
瞑
者
の
覺
む
る
を
待
ち
、
之
に
教
へ
て
然
る
後
に
善
な
る
が
如
し
。
其
の

未
だ
覺
め
ざ
る
に
當
た
り
て
、
善
な
る
質
有
り
と
謂
ふ
べ
き
も
、
而
も
善
と
謂
ふ
べ
か
ら

ず
。
目
の
瞑
し
て
覺
む
る
こ
と
と
、
一
概
の
比
な
り
。
心
を
靜
か
に
し
て
徐
ろ
に
之
を
察

す
る
に
、
其
の
言
見
る
可
し
。
性
は
瞑
り
の
未
だ
覺
め
ざ
る
が
而
く
、
天
の
爲
す
所
な
り
。

ね
む

ご
と

天
の
爲
す
所
に
效
ひ
て
、
之
が
爲
に
號
を
起
こ
す
、
故
に
之
を
民
と
謂
ふ
。
民
の
言
た
る

固
よ
り
猶
ほ
瞑
の
ご
と
き
な
り
。
其
の
名
號
に
隨
ひ
て
以
て
其
の
理
に
入
ら
ば
、
則
ち
之

を
得
。

是
の
名
號
を
正
す
者
は
天
地
に
於
い
て
す
。
天
地
の
生
ず
る
所
、
之
を
性
情
と
謂
ふ
。

性
情
相
與
に
一
瞑
た
り

。
情
も
亦
性
な
り
。
性
已
に
善
な
り
と
謂
は
ば
、
其
の
情
を
奈



と
も

ま
た

何
せ
ん

。
故
に
聖
人
は
性
は
善
な
り
と
謂
ふ
こ
と
莫
く

、
其
の
名
を
累
る
る
な
り

。

お
そ

身
の

性
情
を
有
す
る
や
、
天
の

陰
陽
を
有
す
る
が
若
き
な
り
。
人
の
質
を
言
ひ
て
其
の

情
を
無
み
す
る
は
、
猶
ほ
天
の
陽
を
言
ひ
て
其
の
陰
を
無
み
す
る
が
ご
と
き
な
り

。
論



を
窮
む
る
者
時
れ
受
る
こ
と
無
き
な
り

。


き
は

こ

な

性
を
名
づ
く
る
に
、
上
を
以
て
せ
ず
、
下
を
以
て
せ
ず
、
其
の
中
を
以
て
之
を
名
づ
く


。
性
は
繭
の
如
く
、
卵
の
如
し
。
卵
は
覆
ふ
を
待
ち
て
雛
と
成
る
。
繭
は
繅
る
を
待
ち

お
ほ

く

て
絲
を
爲
す
。
性
は
教
へ
を
待
ち
て
善
を
爲
す
。
此
を
之
れ
眞
天

と
謂
ふ
。
天

民
を
生



ず
、
性
に
善
な
る
質
有
る
も
未
だ
善
な
る
能
は
ず

。
是
に
於
い
て
之
が
爲
に
王
を
立
て



て
以
て
之
を
善
と
す
る
は
、
此
れ
天
の
意
な
り
。
民
は
未
だ
善
な
る
能
は
ざ
る
の
性
を
天

よ
り
受
け
て
、
退
き
て
性
を
成
す
の
教
へ
を
王
よ
り
受
く
。
王
は
天
の
意
を
承
け
て
、
民

の
性
を
成
す
を
以
て
任
と
爲
す
者
な
り

。


今
其
の
眞
質
を
案
じ
て
、
民
の
性
已
に
善
な
り
と
謂
ふ
は
、
是
れ
天
の
意
を
失
な
ひ
て
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王
の
任
を
去
る
な
り
。
萬
民
の
性
、

苟

も
信
に
已
に
善
な
れ
ば
、
則
ち
王
者
命
を
受
け

い
や
し
く

て
、
尚
ほ
何
を
か
任
と
せ
ん
。
其
の

名
を
設
く
る
こ
と
正
し
か
ら
ず
、
故
に
重
任
を
棄
て

て
天
命
に
違
ふ
は
、
法
言

に
非
ざ
れ
ば
な
り
。



春
秋
の
辭
、
内
事
の
外
を
待
つ
者
は
、
外
に
從
ひ
て
之
を
言
ふ

。
今
萬
民
の
性
は
、



外
の
教
へ
を
待
ち
て
然
る
後
に
能
く
善
な
り
。
善
は
當
に
教
へ
と
與
に
す
べ
き
も
、
當
に

性
と
與
に
す
べ
か
ら
ず
。
性
と
與
に
す
れ
ば
、
則
ち
累
多
く
し
て
精
な
ら
ず
、
自
ら
功
を

る
い

成
し
て
賢
聖
を
無
み
す
。
此
れ
世
の
長
者
の
誤
出
す
る
所
な
り
。
春
秋
の
辭
を
爲
す
の
術

に
非
ざ
る
な
り
。
不
法
の
言
、
無
驗
の
説
は
、
君
子
の
外
と
す
る
所
に
し
て
、
何
を
以
て

爲
さ
ん
や
。

或
ひ
と
曰
く
、「
性
に
善
の
端
有
り
、
心
に
善
の
質
有
り
。
尚
ほ
安
く
ん
ぞ
善
に
非
ざ
ら

ん
」
と
。
之
に
應
じ
て
曰
く
、「
非
な
り
。
繭
に
絲
有
る
も
、
繭
は
絲
に
非
ざ
る
な
り
。
卵

に
雛
有
る
も
、
卵
は
雛
に
非
ざ
る
な
り

。
比
類
率

ね
然
り
、
有
た
何
を
か
疑
は
ん
」
と
。

お
ほ
む

ま

天
は
民
を
生
ず
る
に
大
經
有
り
。
性
を
言
ふ
者
は
當
に
異
な
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
然
れ

ど
も
其
れ
或
い
は
「
性
已
に
善
な
り
」
と
曰
ひ
、
或
い
は
「
性
未
だ
善
な
ら
ず
」
と
曰
へ

ば
、
則
ち
所
謂
る
善
と
は
、
各
お
の
意
を
異
に
す
る
な
り
。
性
に
善
の
端
有
り
、
童
の

父

い

は

ゆ

母
を
愛
す
る
こ
と
、
禽
獸
よ
り
善
け
れ
ば
、
則
ち
之
を
善
と
謂
ふ
は
、
此
れ
孟
子
の
善
な

よ

り

。
三
綱
五
紀
に
循
ひ

、
八
端
の
理
に
通
じ

、
忠
信
に
し
て
博
愛
、
敦
厚
に
し
て







禮
を
好
む
は
、
乃
ち
善
と
謂
ふ
べ
し
。
此
れ
聖
人
の
善
な
り
。
是
の
故
に
孔
子
曰
く
、「
善

人
は
吾
得
て
之
を
見
ず
。
常
有
る
者
を
見
る
を
得
ば
斯
ち
可
な
り
」

と
。
是
に
由
り
て



す
な
は

之
を
觀
れ
ば
、
聖
人
の
所
謂
る
善
は
、
未
だ
當
た
り
易
か
ら
ざ
る
な
り
。
禽
獸
よ
り
善
け

い

は

ゆ

れ
ば
、
則
ち
之
を
善
と
謂
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
使
し
其
の
端
を
動
か
し
、
禽
獸
よ
り
善
け

も

れ
ば
、
則
ち
之
を
善
と
謂
ふ
べ
く
ん
ば
、
善
人
奚
爲
れ
ぞ
見
ざ
ら
ん
。
夫
れ
禽
獸
よ
り
善

な

ん

す

き
こ
と
の
未
だ
善
た
る
を
得
ざ
る
は
、
猶
ほ
草
木
よ
り
知
に
し
て
知
と
名
づ
く
る
を
得
ざ

る
が
ご
と
し
。

萬
民
の
性
は
、
禽
獸
よ
り
善
き
も
、
善
と
名
づ
く
る
を
得
ず
。
善
の
名
は
乃
ち
之
を
聖

に
取
る
。
聖
人
の
命
づ
く
る
所
は
、
天
下
以
て
正
と
爲
す
。
朝
夕
を
正
す
者
は
北
辰
を
視

な

る

。
嫌
疑
を
正
す
者
は
聖
人
を
視
る
。
聖
人
以
爲
へ
ら
く
、
王
無
き
の
世
、
教
へ
ら
れ



ざ
る
の
民
は
、
能
く
善
に
當
た
る
こ
と
莫
し
と
。
善
の
當
た
り
難
き
こ
と
此
く
の
如
し
。

か

而
る
に
萬
民
の
性
、
皆
能
く
之
に
當
た
る
と
謂
ふ
は
、
過
て
り
。
禽
獸
の
性
に
質
さ
ば

、

た
だ

則
ち
萬
民
の
性
は
善
な
ら
ん
。
人
道
の
善
に
質
さ
ば
、
則
ち
民
の
性
は
及
ば
ざ
る
な
り
。

た
だ

萬
民
の
性
の
禽
獸
よ
り
善
き
者
は
之
を
許
す
も
、
聖
人
の
所
謂
善
な
る
者
は
許
さ
ず
。
吾

の
性
と
命
づ
く
る
は
孟
子
に
異
な
れ
り
。
孟
子
は
下
は
禽
獸
の
爲
す
所
に
質
す
。
故
に
曰

な

た
だ

く
「
性
已
に
善
な
り
」
と
。
吾
は
上
は
聖
人
の
善
と
す
る
所
に
質
す
。
故
に
「
性
未
だ
善

た
だ

な
ら
ず
」
と
謂
ふ
。
善
は
性
に
過
ぎ
、
聖
人
は
善
に
過
ぐ
。
春
秋
は
元
を

大
ぶ

。
故
に



た
ふ
と

名
を
正
す
を
謹
し
む
。
名
の
始
ま
る
所
に
非
ず

、
之
を
如
何
ん
ぞ
未
だ
善
な
ら
ず
、
已



い

か

に
善
な
り
と
謂
は
ん
や

。


【
注
】

①

「
眞
」
と
は
、
真
実
の
意
。
蘇
輿
は
、『
管
子
』
心
術
篇
に
、

名
と
は
、
聖
人
の
萬
物
を
紀
む
る
所
以
な
り
。(

名
者
、
聖
人
之
所
以
紀
萬
物
也)

を
さ

ゆ

ゑ

ん

と
あ
り
、『
荀
子
』
正
名
篇
に
、

名
な
る
者
は
、
實
を
異
に
す
る
を
期
す
る
所
以
な
り
。(

名
也
者
、
所
以
期
異
實
也)

ゆ

ゑ

ん

と
あ
る
の
を
引
く
。

②

「
黮
黮
」
と
は
、
物
事
の
不
明
な
さ
ま
の
意
。
蘇
輿
は
、
『
説
文
』
に
、
「
黮
は
、
桑

葚
の
黒
き
者
な
り
」
と
あ
り
、『
廣
雅
』
に
「
黒
な
り
。
桑
葚
の
黒
に
因
り
て
引
伸
し
て

凡
黒
の
稱
と
爲
す
」
と
あ
る
の
を
引
く
。
「
桑
葚
」
は
、
桑
の
実
。
『
詩
』
衛
風
「
氓
」

の
『
集
傳
』
に
「
葚
は
、
桑
實
な
り
」
と
あ
る
。

③

「
詰
」
と
は
、
突
き
詰
め
て
し
ら
べ
る
の
意
。『
今
註
今
譯
』
が
、
治
理
、
深
究
の
意

と
す
る
の
に
従
う
。

④

「
情
」
と
は
、
実
情
の
意
。
蘇
輿
が
「
情
は
、
猶
ほ
實
の
ご
と
き
な
り
」
と
い
う
の

に
従
う
。

⑤

「
讕
」
と
は
、
い
つ
わ
る
の
意
。
蘇
輿
は
、『
説
文
』
に
「
讕
は
、
詆
讕
な
り
」（
『
段

注
』
は
「
詆
」
を
「
抵
」
に
作
り
、「
詆
」
は
誤
り
だ
と
い
う
）
と
あ
る
の
を
引
く
。『
校
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釋
』
は
、『
玉
篇
』
言
部
に
「
讕
は
、
誣
言
相
加
被
す
る
な
り
」
と
あ
る
の
を
引
く
。

⑥

「
性
」
と
「
生
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は
、
字
形
か
ら
言
え
ば
『
性
』
は
『
生
』

か
ら
で
き
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
『
論
語
』
公
冶
長
の
皇
疏
に
「
性
は
生
な
り
」
、
『
禮

記
』「
樂
記
」
の
鄭
注
に
「
性
の
言
た
る
、
生
な
り
」
と
あ
り
、
こ
の
二
字
は
古
く
か
ら

通
用
し
て
い
た
と
い
う
。

⑦

「
性
」
は
、「
生
」
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
備
わ
っ
て
い
る
資
質
の
こ
と
。
蘇
輿
は
、『
荘

子
』
庚
桑
楚
篇
、
及
び
『
孝
經
援
神
契
』(

『
禮
記
』「
中
庸
」
疏
引)

に
「
性
は
、
生
の

質
な
り
」
と
あ
る
の
を
引
く
。

⑧

「
性
と
は
質
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
蘇
輿
は
、
字
義
を
も
と
に
言
っ
た
も
の
だ
と

し
、
宋
儒
の
い
わ
ゆ
る
「
気
質
の
性
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
基
づ
く
と
い
う
。『
校
釋
』

は
『
漢
書
』
董
仲
舒
傳
の
『
對
策
』
に
「
質
樸
を
之
れ
性
と
謂
ふ
」
と
あ
る
の
を
引
く
。

こ
れ
は
、「
性
」
が
、
手
の
加
わ
る
前
の
素
朴
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意

味
し
よ
う
。
ま
た
『
校
釋
』
は
、『
荀
子
』
正
名
篇
に
、

性
の
好
・
惡
・
喜
・
怒
・
哀
・
樂
、
之
を
情
と
謂
ふ
。(

性
之
好
・
惡
・
喜
・
怒
・

哀
・
樂
謂
之
情)

と
あ
り
、

情
と
は
、
性
の
質
な
り
。(

情
者
、
性
之
質
也)

と
あ
る
の
を
引
き
、
荀
子
は
、
人
の
性
は
悪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
情
を
性
と
見

な
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

⑨

兪
樾
は
、
こ
の
下
は
、
下
文
の
「

衆
惡
於
内
～
」
に
つ
な
が
り
、
以
下
を
「
實
性

上
篇
」
と
す
る
べ
き
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
は
一
応
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
が
、「
實
性
篇
」

と
は
、
表
現
上
も
内
容
上
も
か
な
り
重
複
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
錯
簡
が
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。「
實
性
篇
」
は
、
本
訳
注
稿
で
も
取
り
あ
げ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

⑩

「
霣
石
」
「
退
飛
」
の
こ
と
は
、
『
春
秋
』
僖
公
十
六
年
に
「
春
、
王
正
月
。
戊
申
、

朔
、
宋
に
霣
石
あ
り
、
五
つ
。
是
の
月
、
六
鷁
退
飛
し
、
宋
の
都
を
過
ぐ
」
と
あ
り
、

げ
き

そ
の
『
公
羊
傳
』
に
、

曷
為
れ
ぞ
先
づ
「
霣
」
を
言
ひ
て
而
る
後
に
「
石
」
を
言
ふ
。「
霣
石
」
は
聞
く
を

し
か

記
す
な
り
。
其
の
磌
然
た
る
を
聞
き
、
之
を
視
れ
ば
則
ち
石
に
し
て
、
之
を
察
す

れ
ば
、
則
ち
五
つ
な
り
。
是
の
月
と
は
何
ぞ
。
僅
か
に
是
の
月
に
逮
ぶ
な
り
。
何

わ
づ

お
よ

を
以
て
日
い
は
ざ
る
。
晦
日
な
れ
ば
な
り
。
晦
な
れ
ば
則
ち
何
を
以
て
晦
と
言
は

ざ
る
。『
春
秋
』
は
晦
を
書
せ
ざ
る
な
り
。
朔
は
事
有
れ
ば
則
ち
書
し
、
晦
は
事
有

り
と
雖
も
書
せ
ず
。
曷
為
れ
ぞ
先
づ
「
六
」
を
言
ひ
て
而
る
後
に
鷁
を
言
ふ
。「
六

し
か

鷁
退
飛
す
」
は
、
見
る
を
記
す
な
り
。
之
を
視
れ
ば
則
ち
六
、
之
を
察
す
れ
ば
則

ち
鷁
な
り
。
徐
に
し
て
之
を
察
す
れ
ば
則
ち
退
飛
す
。
五
石
六
鷁
は
、
何
を
以
て

書
す
る
。
異
を
記
す
な
り
。
外
の
異
は
書
せ
ず
。
此
れ
何
を
以
て
書
す
る
。
王
者

の
後
の
為
に
、
異
を
記
す
な
り
。(

曷
為
先
言
霣
而
後
言
石
、
霣
石
記
聞
、
聞
其
磌

然
、
視
之
則
石
、
察
之
則
五
。
是
月
者
何
。
僅
逮
是
月
也
。
何
以
不
日
。
晦
日
也
。

晦
則
何
以
不
言
晦
。
春
秋
不
書
晦
也
。
朔
有
事
則
書
、
晦
雖
有
事
不
書
。
曷
為
先

言
六
而
後
言
鷁
。
六
鷁
退
飛
、
記
見
也
。
視
之
則
六
、
察
之
則
鷁
。
徐
而
察
之
則

退
飛
。
五
石
六
鷁
、
何
以
書
。
記
異
也
。
外
異
不
書
。
此
何
以
書
。
為
王
者
之
後
、

記
異
也)

と
あ
る
。「
霣
石
」
は
聞
い
た
こ
と
を
記
録
し
た
の
だ
と
い
い
、
先
ず
何
か
の
音
を
聞
き
、

視
る
と
そ
れ
は
石
で
あ
り
、
さ
ら
に
よ
く
観
察
す
る
と
五
つ
の
石
で
あ
っ
た
、
と
い
う

実
情
に
基
づ
い
て
記
録
し
た
も
の
。
同
様
に
、「
退
飛
」
は
見
た
こ
と
を
記
録
し
た
の
だ

と
い
い
、
視
る
と
六
羽
で
あ
り
、
よ
く
観
察
す
る
と
そ
れ
は
鷁
で
あ
り
、
ゆ
っ
く
り
と

よ
く
よ
く
観
察
す
る
と
退
飛
し
て
い
た
と
い
う
実
情
に
基
づ
い
て
記
録
し
た
も
の
。

⑪

こ
の
「
名
を
正
す
こ
と
」「
言
葉
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
こ
と
」
と
い
う
内
容
の
言
葉

は
、『
論
語
』
子
路
第
十
三
に
、

子
路
曰
く
、
衛
の
君
、
子
を
待
ち
て
政
を
爲
さ
ば
、
子
將
に
奚
を
か
先
に
せ
ん
。

ま
さ

な
に

子
曰
く
、
必
ず
や
名
を
正
さ
ん
か
。
子
路
曰
く
、
是
れ
有
る
か
な
。
子
の
迂
な
る

う

や
。
奚
ん
ぞ
其
れ
正
さ
ん
。
子
曰
く
、
野
な
る
か
な
由
や
。
君
子
は
其
の
知
ら
ざ

な

る
所
に
於
い
て
、
蓋
闕
如
た
り
。
名
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
言
順
は
ず
。
言
順

が
い
け
つ
じ
ょ

は
ざ
れ
ば
、
則
ち
事
成
ら
ず
。
事
成
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
禮
樂
興
ら
ず
。
禮
樂
興
ら

お
こ

お
こ

ざ
れ
ば
、
則
ち
刑
罰
中
ら
ず
。
刑
罰
中
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
民
は
手
足
を
錯
く
所
無

あ
た

あ
た

お
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し
。
故
に
君
子
は
、
之
に
名
づ
く
れ
ば
必
ず
言
ふ
可
き
な
り
。
之
を
言
へ
ば
必
ず

行
ふ
可
き
な
り
。
君
子
は
其
の
言
に
於
い
て
、

苟

も
す
る
所
無
き
の
み
。(

子
路

い
や
し
く

曰
、
衛
君
待
子
而
爲
政
。
子
將
奚
先
。
子
曰
、
必
也
正
名
乎
。
子
路
曰
、
有
是
哉
。

子
之
迂
也
。
奚
其
正
。
子
曰
、
野
哉
由
也
。
君
子
於
其
所
不
知
、
蓋
闕
如
也
。
名

不
正
、
則
言
不
順
。
言
不
順
、
則
事
不
成
。
事
不
成
、
則
禮
樂
不
興
。
禮
樂
不
興
、

則
刑
罰
不
中
。
刑
罰
不
中
、
則
民
無
所
錯
手
足
。
故
君
子
、
名
之
必
可
言
也
。
言

之
必
可
行
也
。
君
子
於
其
言
、
無
所
苟
而
已
矣)

と
あ
り
、
政
治
を
す
る
と
す
れ
ば
何
を
先
に
行
う
か
と
の
子
路
の
問
い
に
孔
子
が
答
え

た
一
節
に
あ
る
。
ま
た
、
蘇
輿
は
、
僖
公
十
六
年
「
是
の
月
、
六

退
飛
し
、
宋
の
都



を
過
ぐ
」
の
条
の
『
穀
梁
傳
』
に
、

是
の
月
と
は
、
日
い
は
ず
し
て
月
い
ふ
を
決
す
る
な
り
。
六

退
飛
し
宋
の
都
を



過
ぐ
る
に
、
數
を
先
に
す
る
は
、
聚
辭
な
り
。
目
、
治
む
る
な
り
。
子
曰
く
、
石

は
知
無
き
の
物
な
り
。

は
微
か
に
知
有
る
の
物
な
り
。
石
は
知
無
し
、
故
に
之



わ
づ

こ
れ

に
日
い
ひ
、

は
微
か
に
知
有
る
の
物
な
り
、
故
に
之
に
月
い
ふ
。
君
子
の
物
に



わ
づ

於
け
る
や
、

苟

も
す
る
所
無
き
の
み
。
石
・

す
ら
且
つ
猶
ほ
其
の
辭
を
盡
く



い
や
し
く

す
。
而
る
を
況
ん
や
人
に
於
い
て
を
や
。
故
に
五
石
六

の
辭
、
設
け
ざ
れ
ば
、



し
か

い
は

則
ち
王
道
亢
ら
ず
。(

是
月
也
、
決
不
日
而
月
也
。
六

退
飛
過
宋
都
、
先
數
、
聚



あ
が

辭
也
。
目
治
也
。
子
曰
、
石
無
知
之
物
、

微
有
知
之
物
。
石
無
知
、
故
日
之
。



微
有
知
之
物
、
故
月
之
。
君
子
之
於
物
、
無
所
苟
而
已
。
石

且
猶
盡
其
辭
。





而
況
於
人
乎
。
故
五
石
六

之
辭
、
不
設
、
則
王
道
不
亢
矣)



と
あ
る
の
を
引
く
。

⑫

蘇
輿
は
、『
孔
叢
子
』
公
孫
龍
篇
に
、

平
原
君
曰
く
、
至
精
の
説
、
得
て
聞
く
べ
き
か
。
答
へ
て
曰
く
、
其
の
説
皆
之
を

經
傳
に
取
り
、
敢
へ
て
意
を
以
て
せ
ず
。『
春
秋
』
は
「
六

退
飛
す
」
を
記
す
る



に
、
之
を
覩
れ
ば
則
ち
六
、
之
を
察
す
れ
ば
則
ち

な
り
。(

平
原
君
曰
、
至
精
之



み

説
可
得
聞
乎
。
答
曰
其
説
皆
取
之
經
傳
、
不
敢
以
意
。
春
秋
記
六

退
飛
、
覩
之



則
六
、
察
之
則

)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑬

「

」
に
つ
い
て
、
盧
文
弨
は
『
説
文
』
で
「

」
を
「

」
に
作
り
、「

は
、
弱



の
貌
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
弱
め
る
の
意
と
す
る
。
蘇
輿
も
、「

」
を
「
袵
」
と
し
た



上
で(

天

本
注
に



「

」
は
「
袵
」
で
は
な
い
か
と
い
う
と
い
う
の
を
取
り
あ
げ
る)

、

弱
め
る
の
意
と
解
し
、
『
淮
南
子
』
詮
言
訓
注
に
。
兪
樾
は
、
「

」
を
「
袵
」
と
し
た



上
で(

王
道
焜
刊
本
注
に
「

」
は
「
袵
」
で
は
な
い
か
と
い
う
の
を
取
り
あ
げ
る)

、「
袵
」

は
「
衣
襟
」
で
あ
り
、
「
襟
」
は
、
禁
禦(

ふ
せ
ぎ
と
ど
め
る)

の
意
と
し
、
『
釋
名
』
釋

衣
篇
に
「
襟
は
、
禁
な
り
。
前
に
交
す
。
風
寒
を
禁
禦
す
る
所
以
な
り
」(

襟
、
禁
也
。

ゆ

ゑ

ん

交
於
前
。
所
以
禁
禦
風
寒)

と
あ
る
の
を
引
く
。
ま
た
「
袵
」
に
も
、
任
制
（
お
さ
え
と

ど
め
る
）
の
意
が
あ
る
と
言
い
、『
釋
名
』
釋
喪
篇
に
「
小
要
は
、
…
又
之
を
袵
と
謂
ふ
。

袵
は
、
任
な
り
。
際
會
を
任
制
し
て
、
解
け
ざ
ら
し
む
る
な
り
」(

小
要
、
…
又
謂
之
袵
。

袵
、
任
也
。
任
制
際
會
、
使
不
解
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。
「
任
制
」
と
「
禁
禦
」
と
は

相
通
じ
る
と
い
う
。
劉
師
培
は
兪
樾
の
説
を
、
是
に
近
し
と
い
い
、『
校
釋
』
は
劉
師
培

ぜ

及
び
兪
樾
の
説
を
是
と
す
る
。
今
、
兪
樾
の
説
に
従
い
、「

」
は
、
禁
じ
と
ど
め
る
と



訳
し
て
お
く
。

⑭

蘇
輿
は
、『
白
虎
通
』
情
性
篇
に
、「
心
の
言
た
る
、
任
な
り
。
恩
に
任
ず
る
な
り
」(

心

之
爲
言
、
任
也
。
任
於
恩
也)

と
あ
り
、
『
廣
雅
』
釋
親
に
、
「
心
は
任
な
り
」(

心
、
任

也)

と
あ
る
の
を
引
く
。
「
心
」
は
「
任(

お
さ
え
と
ど
め
る)

」
に
通
じ
、
心
が
人
の
悪

気
を
と
ど
め
る
と
い
う
こ
と
。

⑮

こ
こ
は
、
身
に
貪
欲
、
仁
徳
の
両
方
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
蘇
輿
は
、『
論

衡
』
本
性
篇
に
、

周
人
世
碩
以
爲
へ
ら
く
、
人
の
性
に
善
有
り
惡
有
り
、
人
の
善
性
を
舉
げ
、
養
ひ

せ
い
せ
き

お

も

て
之
を
致
せ
ば
則
ち
善
長
じ
、性
惡
を
ば
養
ひ
て
之
を
致
せ
ば
則
ち
惡
長
ず
、と
。此か

く

の
如
く
ん
ば
、
則
ち
性
に
各
お
の
陰
陽
有
り
て
、
善
惡
は
養
ふ
所
に
在
り
。
故
に

世
子
は
養
書
一
篇
を
作
る
。
宓
子
賤
・
漆
雕
開
・
公
孫
尼
子
の
徒
も
、
亦
情
性
を

ふ
つ

し

せ
ん

し
つ
て
う
か
い

こ
う
そ
ん

ぢ

し

論
じ
、
世
子
と
相
出
入
す
る
も
、
皆
、
性
に
善
有
り
惡
有
る
を
言
ふ
。(

周
人
世
碩

以
爲
、
人
性
有
善
有
惡
、
舉
人
之
善
性
養
而
致
之
則
善
長
、
性
惡
養
而
致
之
則
惡
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長
。
如
此
、
則
性
各
有
陰
陽
、
善
惡
在
所
養
焉
。
故
世
子
作
養
書
一
篇
。
宓
子
賤

・
漆
雕
開
・
公
孫
尼
子
之
徒
、
亦
論
情
性
、
與
世
子
相
出
入
、
皆
言
性
有
善
有
惡)

と
あ
る
の
を
引
く
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
性
に
は
陰
陽
の
両
面
が
あ
り
、
善
に
な
る
か
悪

に
な
る
か
は
養
い
方
次
第
で
あ
る
と
い
う
。
蘇
輿
は
、
董
仲
舒
の
主
旨
は
、
こ
れ
と
近

い
と
い
う
。

⑯

陰
陽
の
巡
り
と
そ
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
『
春
秋
繁
露
』「
陰
陽
出
入
上
下
」

に
、

天
の
大
數
は
、
相
反
す
る
の
物
な
り
。
倶
に
は
出
づ
る
を
得
ず
。
陰
陽
、
是
れ
な

り
。
春
は
陽
を
出
だ
し
て
陰
を
入
れ
、
秋
は
陰
を
出
だ
し
て
陽
を
入
る
。
夏
は
陽

を
右
と
し
て
陰
を
左
と
し
、
冬
は
陰
を
右
と
し
て
陽
を
左
と
す
。
陰
出
づ
れ
ば
則

ち
陽
入
り
、
陽
出
づ
れ
ば
則
ち
陰
入
る
。
陰
右
す
れ
ば
則
ち
陽
左
し
、
陰
左
す
れ

ば
則
ち
陽
右
す
。
是
の
故
に
春
は
倶
に
南
し
、
秋
は
倶
に
北
す
る
も
、
道
を
同
じ

く
せ
ず
。
夏
に
は
前
に
交
は
り
、
冬
に
は
後
に
交
は
る
も
、
理
を
同
じ
く
せ
ず
。

竝
び
行
く
も
相
亂
れ
ず
、
澆
滑
す
る
も
各
お
の
分
を
持
つ
。
此
を
之
れ
天
の
意
と

謂
ふ
。(

天
之
大
數
、
相
反
之
物
也
。
不
得
倶
出
。
陰
陽
是
也
。
春
出
陽
而
入
陰
、

秋
出
陰
而
入
陽
。
夏
右
陽
而
左
陰
、
冬
右
陰
而
左
陽
。
陰
出
則
陽
入
、
陽
出
則
陰

入
。
陰
右
則
陽
左
、
陰
左
則
陽
右
。
是
故
春
倶
南
、
秋
倶
北
、
而
不
同
道
。
夏
交

於
前
、
冬
交
於
後
、
而
不
同
理
。
竝
行
而
不
相
亂
、
澆
滑
而
各
持
分
。
此
之
謂
天

之
意)

と
あ
り
、
春
に
は
陽
を
出
し
て
陰
を
入
れ
、
秋
に
は
陰
を
出
し
て
陽
を
入
れ
る
。
陰
陽

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
職
分
を
維
持
す
る
の
が
「
天
の
意
」
で
あ
る
。
た
だ
、「
陽
尊
陰
卑
篇
」

で
は
、
陽
に
は
善
・
徳
・
経
・
暖
・
予
・
仁
・
寛
・
愛
・
生
が
配
当
さ
れ
、
陰
に
は
悪

・
刑
・
権
・
寒
・
奪
・
戻
・
急
・
悪
・
殺
が
配
当
さ
れ
、
陽
は
尊
く
陰
は
卑
し
い
と
さ

れ
る
。
す
ぐ
下
に
「
天
之
禁
陰
」
と
あ
る
の
は
、
陰
の
そ
の
よ
う
な
側
面
に
つ
い
て
で

あ
ろ
う
。
詳
細
は
、
拙
稿
「
『
春
秋
繁
露
』
訳
注
稿

陰
陽
関
係
諸
篇
」(

高
松
工
業
高

等
専
門
学
校
紀
要
第
二
十
九
号
、
一
九
九
三)

参
照
。

⑰

凌
曙
は
、『
禮
記
』
月
令
疏
に
、

月
は
是
れ
陰
精
た
り
、
日
は
陽
精
た
り
。
故
に
『
周
髀
』
に
云
ふ
、
日
は
猶
ほ
火

の
ご
と
く
、
月
は
猶
ほ
水
の
ご
と
し
。
火
は
則
ち
光
を
外
に
し
、
水
は
則
ち
景
を

含
む
。
故
に
月
の
光
は
日
の
照
ら
す
所
に
生
じ
、
魄
は
日
の
蔽
ふ
所
に
生
ず
。
日

お
ほ

に
當
た
れ
ば
則
ち
光
は
盈
ち
、
日
に
就
け
ば
則
ち
明
は
盡
く
。(

月
是
陰
精
、
日
為

み

つ

つ

陽
精
。
故
周
髀
云
、
日
猶
火
、
月
猶
水
、
火
則
外
光
、
水
則
含
景
、
故
月
光
生
於

日
所
照
、
魄
生
於
日
所
蔽
。
當
日
則
光
盈
、
就
日
則
明
盡)

と
あ
る
の
を
引
く
。
「
乍
ち
全
く
、
乍
ち
傷
な
は
る
」
と
は
、
月
の
満
ち
欠
け
を
言
っ
た

も
の
。

⑱

「
身
は
猶
ほ
天
の
ご
と
き
な
り
」
は
、「
人
副
天
數
篇
」
に
も
見
え
る
。
そ
こ
に
は
、

天
地
の
符
、
陰
陽
の
副
は
、
常
に
身
に
設
く
。
身
は
猶
ほ
天
の
ご
と
き
な
り
。
數

之
と
相
參
ず
る
が
故
に
命
、
之
と
相
連
な
る
な
り
。(

天
地
之
符
、
陰
陽
之
副
、
常

設
於
身
。
身
猶
天
也
。
數
與
之
相
參
、
故
命
與
之
相
連
也)

と
あ
る
。
「
人
副
天
數
篇
」
は
、
人
の
身
体
・
四
肢
百
体
が
天
の
数
に
一
致
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
を
、
日
月
・
五
行
・
四
時
・
昼
夜
・
陰
陽
・
度
数
・
天
地
な
ど
と
対
比

さ
せ
な
が
ら
述
べ
る
篇
で
あ
る
。
詳
細
は
、
拙
稿
「
『
春
秋
繁
露
』
訳
注
稿

天
辨
在

人
・
天
道
無
二
・
暖
燠
常
多
・
基
義
・
人
副
天
數
篇
」(

高
松
工
業
高
等
専
門
学
校
紀

要
第
三
十
二
号
、
一
九
九
六)

参
照
。

⑲

『
校
釋
』
は
、『
説
文
』
に
、

禾
は
、
嘉
穀
な
り
。
二
月
始
め
て
生
じ
、
八
月
に
し
て

孰

す
。
時
の
中
を
得
、
故

じ
ゅ
く

に
之
を
禾
と
謂
ふ
。(

禾
、
嘉
穀
也
。
二
月
始
生
、
八
月
而
孰
、
得
時
之
中
、
故
謂

之
禾)

と
あ
る
の
を
引
く
。

⑳

「
善
」
を
「
米
」
に
、
「
性
」
を
「
禾
」
に
喩
え
る
こ
と
は
、
「
實
性
篇
」
と
同
じ
。

下
文
の
「
繭
」
の
比
喩
も
同
様
で
あ
る
。
注
⑨
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
あ
た
り
は
「
實

性
篇
」
と
重
複
す
る
。

董
仲
舒
は
「
性
」
に
つ
い
て
、
善
の
質
は
あ
る
が
十
分
に
は
善
を
な
す
こ
と
は
で
き


な
い
も
の
、
と
捉
え
て
い
る
。
蘇
輿
は
『
春
秋
繁
露
』
中
の
「
性
善
」
に
関
連
す
る
箇



111

坂本具償 他：『春秋繁露』訳注稿奉本・深察名號・實性・郊義・郊祭・四祭篇

所
を
列
挙
し
て
い
る
。
以
下
の
通
り
。

・
性
に
善
の
質
有
る
も
、
而
も
未
だ
能
く
善
を
爲
さ
ざ
る
な
り
。(

性
有
善
質
、
而

し
か

未
能
爲
善
也)

「
實
性
篇
」

・
凡
そ
人
の
性
は
、
義
を
善
し
と
せ
ざ
る
莫
し
。(

凡
人
之
性
、
莫
不
善
義)

「
玉

よ

英
篇
」

・
天
の
、
人
の
性
命
を
爲
す
は
、
仁
義
を
行
ひ
て
恥
づ
べ
き
を
羞
ぢ
し
む
る
な
り
。

(

天
之
爲
人
性
命
、
使
行
仁
義
而
羞
可
恥)

「
竹
林
篇
」

・
善
を
善
と
し
て
惡
を
惡
と
し
、
榮
を
好
ん
で
辱
を
憎
む
は
、
人
能
く
自
ら
生
ず

る
に
非
ず
、
此
れ
天
施
の
人
に
在
る
者
な
り
。(

善
善
惡
惡
、
好
榮
憎
辱
、
非
人

能
自
生
。
此
天
施
之
在
人
者
也
）「
竹
林
篇
」

・
天
下
の
者
患
ひ
無
く
し
て
、
然
る
後
に
性
は
善
な
る
べ
し
。(

天
下
者
無
患
、
然

し
か

後
性
可
善)

「
盟
會
要
」

・
是
れ
其
の
天
性
の
好
む
所
を
引
き
て
、
其
の
情
の
憎
む
所
を
壓
す
る
を
知
る
者

な
れ
ば
な
り
。(

是
知
引
其
天
性
所
好
、
而
壓
其
情
之
所
憎
者
也)

「
正
貫
篇
」

・
孝
悌
無
け
れ
ば
、
則
ち
其
の
生
ず
る
所
以
を

亡

ふ
。(

無
孝
悌
、
則
亡
其
所
以

う
し
な

生)

「
立
元
神
篇
」

蘇
輿
は
、
右
の
資
料
は
い
ず
れ
も
「
性
」
を
「
善
の
徴(

き
ざ
し)
」
を
も
つ
も
の
と

み
な
し
て
い
る
も
の
と
い
う
。
た
だ
性
に
は
善
の
端
緒
が
あ
る
の
み
で
、
善
と
し
て
は

不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
教
え
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
完
全
な
善
と
は
な
ら
な
い
こ
と

と
い
う
。

完
成
し
た
徳
と
し
て
の
善
は



、「
天
の
爲
す
所
の
内
」
に
あ
る
「
善
の
端
緒
」
を
引
き

継
ぎ
、
外
の
教
え
を
加
え
て
で
き
あ
が
る
。
そ
れ
を
「
成
于
外
」
と
い
う
。
蘇
輿
は
、『
易
』

繋
辭
上
に
、「
之
を
繼
ぐ
者
は
、
善
な
り
。
之
を
成
す
者
は
、
性
な
り
」(

繼
之
者
善
也
。

成
之
者
性
也)

と
あ
る
の
を
引
き
、
こ
こ
の
意
味
と
合
す
る
と
い
う
。

「
人
事
」
と
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
外
の
教
え
を
指
す
。



『
校
釋
』
が
「
而
性
不
得
不
成
德
」
は
、
語
意
が
不
完
全
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、


少
々
読
み
に
く
い
。
こ
こ
で
は
、
前
文
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
「
性
、
人
事
を
得
ざ

れ
ば
、
德
を
成
さ
ず
」
の
意
味
で
読
ん
だ
。
あ
る
い
は
、
人
事
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
、

「
性
は
德
を
成
さ
ざ
る
を
得
ず
」
と
読
む
か
。

「
扶
將
」
は



、
『
校
釋
』
は
、
扶
持
の
意
と
す
る
。
助
け
る
の
意
。
「
顛
」
は
、
つ
ま

ず
き
倒
れ
る
の
意
。『
論
語
』
里
仁
篇
に
「
顛
沛
に
も
必
ず
是
に
於
い
て
す
」
と
あ
り
、

そ
の
馬
融
注
に
、「
顛
沛
と
は
、
偃
仆
す
る
な
り
」
と
あ
る
。「
猖
狂
」
に
つ
い
て
、『
校

釋
』
は
、『
荘
子
』
在
宥
篇
に
「
浮
游
し
て
求
む
る
所
を
知
ら
ず
、
猖
狂
し
て
往
く
所
を

知
ら
ず
」(

浮
游
不
知
所
求
、
猖
狂
不
知
所
往)

と
あ
り
、
同
じ
く
「
山
木
篇
」
に
「
猖

狂
し
て
妄
行
す
」(

猖
狂
妄
行)

と
あ
る
の
を
引
き
、
お
も
い
の
ま
ま
に
で
た
ら
め
な
行

動
を
す
る
の
意
と
す
る
。

凌
曙
は



、『
文
選
』
李
善
注
に
、「
瞑
は
、
古
の
眠
字
な
り
」
と
あ
る
の
を
引
く
。

蘇
輿
は
『
春
秋
繁
露
』
爲
人
者
天
篇
に
、



人
の
情
性
は
、
天
に
由
る
者
有
り
。(

人
之
情
性
、
有
由
天
者
矣)

と
あ
る
の
を
引
く
。
「
性
」
「
情
」
が
と
も
に
天
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

「
情
」
と
「
性
」
と
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
。
蘇
輿
は



、『
白
虎
通
』
性
情
篇
に
、

六
情
と
は
何
の
謂
ひ
ぞ
。
喜
・
怒
・
哀
・
樂
・
愛
・
惡
を
ば
六
情
と
謂
ひ
、
五
性

を
成
す
を
扶
く
る
所
以
な
り
。(

六
情
者
何
謂
也
。
喜
怒
哀
樂
愛
惡
謂
六
情
、
所
以

た
す

ゆ

ゑ

ん

扶
成
五
性)

と
あ
り
、
ま
た
『
禮
記
』
中
庸
の
疏
に
、

賀
瑒
云
ふ
、
性
の
情
に
與
け
る
、
猶
ほ
波
の
水
に
與
け
る
が
ご
と
し
、
靜
か
な
る

が

や

う

を

を

時
は
是
れ
水
な
る
も
、
動
け
ば
則
ち
是
れ
波
な
り
、
靜
か
な
る
時
は
是
れ
性
な
る

も
、
動
け
ば
則
ち
是
れ
情
な
り
。(

賀
瑒
云
、
性
之
與
情
、
猶
波
之
與
水
、
靜
時
是

水
、
動
則
是
波
、
靜
時
是
性
、
動
則
是
情)

と
あ
る
の
を
引
く
。『
白
虎
通
』
性
情
篇
で
は
、「
情
」
は
「
性(

『
白
虎
通
』
性
情
篇
で

は
仁
・
義
・
礼
・
智
・
信
を
さ
す
と
い
う)

」
を
扶
助
し
成
立
さ
せ
る
も
の
と
捉
え
て
い

る
。
ま
た
『
禮
記
』
中
庸
の
疏
に
引
く
賀
瑒
は
、「
性
」
と
「
情
」
と
の
関
係
は
「
水
」

と
「
波
」
と
の
関
係
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
い
、「
性
」
を
本
体
と
し
、
そ
れ
が
活
動
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
出
て
く
る
も
の
を
「
情
」
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
董
仲
舒
も
「
性
」
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と
「
情
」
と
は
と
も
に
「
一
瞑
」
と
い
い
、「
情
も
ま
た
性
」
と
い
い
、
切
り
離
し
て
捉

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
聖
人
」
と
は
、
こ
こ
で
は
孔
子
を
指
す
。
周
知
の
如
く
、
孔
子
に
は
「
性
が
善
」


で
あ
る
と
の
明
言
は
な
い
。

「
累
」
と
は
、
お
そ
れ
る
の
意



。
『
校
釋
』
は
『
淮
南
子
』
氾
論
訓
に
、
「
故
に
太
祖

に
因
り
て
以
て
其
の
心
を
累
れ
し
む
」(

故
因
太
祖
以
累
其
心)

と
あ
る
の
を
引
く
。
そ

お
そ

の
高
誘
注
に
「
累
は
、
恐
な
り
」
と
あ
る
。
今
、
こ
れ
に
従
う
。

こ
こ
は
、
人
の
「
性
情
」
を
天
の
「
陰
陽
」
と
の
関
連
で
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


蘇
輿
は
『
白
虎
通
』
性
情
篇
に
、

性
は
陽
の
施
、
情
は
陰
の
化
な
り
。(

中
略)

鉤
命
決
に
曰
く
、
情
は
陰
よ
り
生
じ
、

欲
は
、
時
を
以
て
念
ず
る
な
り
。
性
は
陽
よ
り
生
じ
、
以
て
理
に
就
く
な
り
。
陽

氣
な
る
者
は
仁
、
陰
氣
な
る
者
は
貪
、
故
に
情
に
利
欲
有
り
、
性
に
仁
有
る
な
り
。

(

性
者
陽
之
施
、
情
者
陰
之
化
也
。(

中
略)

鉤
命
決
曰
、
情
生
於
陰
、
欲
以
時
念
也
。

性
生
於
陽
、
以
就
理
也
。
陽
氣
者
仁
、
陰
氣
者
貪
、
故
情
有
利
欲
、
性
有
仁
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
性
」
は
「
陽
」「
仁
」
に
配
さ
れ
、「
情
」
は
「
陰
」

「
貪
欲
」
に
配
さ
れ
る
。
な
お
注
⑯
で
も
触
れ
た
が
、「
陽
尊
陰
卑
篇
」
に
、

惡
の
屬
は

盡

く
陰
た
り
、
善
の
屬
は

盡

く
陽
た
り
。(

惡
之
屬
盡
爲
陰
、
善
之

こ
と
ご
と

こ
と
ご
と

屬
盡
爲
陽)

と
あ
る
よ
う
に
、「
陽
」
は
「
善
」
、「
陰
」
は
「
悪
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
具
体
的
に

は
「
陽
」
に
は
善
・
徳
・
経
・
暖
・
予
・
仁
・
寛
・
愛
・
生
が
配
当
さ
れ
、
陰
に
は
悪

・
刑
・
権
・
寒
・
奪
・
戻
・
急
・
悪
・
殺
が
配
当
さ
れ
、
陽
は
尊
く
陰
は
卑
し
い
と
さ

れ
る
。

ま
た
、
さ
ら
に
蘇
輿
は
、『
説
文
』
に
、

情
は
、
人
の
陰
氣
に
し
て
、
欲
有
る
者
な
り
。
性
は
、
人
の
陽
氣
に
し
て
、
性
善

な
る
者
な
り
。（
情
、
人
之
陰
氣
、
有
欲
者
。
性
、
人
之
陽
氣
、
性
善
者
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。
な
お
蘇
輿
は
、『
論
衡
』
本
性
篇
に
、

董
仲
舒
は
孫
・
孟
の
書
を
覽
て
、
情
性
の
説
を
作
り
て
曰
く
、
天
の
大
經
は
、
一

み

陰
一
陽
、
人
の
大
經
は
、
一
情
一
性
な
り
。
性
は
陽
よ
り
生
じ
、
情
は
陰
よ
り
生

ず
。
陰
の
氣
は
鄙
、
陽
の
氣
は
仁
な
り
。
性
の
善
な
る
を
曰
ふ
者
は
、
是
れ
其
の

陽
を
見
る
な
り
。
惡
な
る
を
謂
ふ
者
は
、
是
れ
其
の
陰
を
見
る
者
な
り
。
仲
舒
の

言
の
若
く
ん
ば
、
孟
子
は
其
の
陽
を
見
、
孫
卿
は
其
の
陰
を
見
る
を
謂
ふ
な
り
。

二
家
各
お
の
見
る
有
る
を
處
る
に
、
可
な
る
も
、
人
の
情
性
に
善
有
り
惡
有
る
を
處

は
か

は
か

ら
ざ
る
は
、
未
だ
し
。
夫
れ
人
の
情
性
は
、
同
に
陰
陽
よ
り
生
ず
。
其
の
陰
陽
よ

と
も

り
生
ず
る
に
、
渥
有
り
泊
有
り
。
玉
の
石
よ
り
生
ず
る
に
、
純
な
る
有
り
駮
な
る

有
り
。
情
性
の
陰
陽
よ
り
生
ず
る
に
、
安

ん
ぞ
能
く
純
善
な
ら
ん
。
仲
舒
の
言
は

い
づ
く

未
だ
實
を
得
る
能
は
ず
。(

董
仲
舒
覽
孫
・
孟
之
書
、
作
情
性
之
説
曰
、
天
之
大
經
、

一
陰
一
陽
、
人
之
大
經
、
一
情
一
性
。
性
生
於
陽
、
情
生
於
陰
。
陰
氣
鄙
、
陽
氣

仁
。
曰
性
善
者
、
是
見
其
陽
也
。
謂
惡
者
、
是
見
其
陰
者
也
。
若
仲
舒
之
言
、
謂

孟
子
見
其
陽
、
孫
卿
見
其
陰
也
。
處
二
家
各
有
見
、
可
也
、
不
處
人
情
、
性
有
善

有
惡
、
未
也
。
夫
人
情
性
、
同
生
於
陰
陽
。
其
生
於
陰
陽
、
有
渥
有
泊
。
玉
生
於

石
、
有
純
有
駮
。
情
性
生
於
陰
陽
、
安
能
純
善
。
仲
舒
之
言
、
未
能
得
實)

と
あ
る
の
を
引
き
、
引
用
す
る
董
仲
舒
の
説
は
、
今
の
書
と
異
な
る
と
い
う
。
さ
ら
に
、

『
論
衡
』
本
性
篇
に
、

劉
子
政
曰
く
、
性
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
然
る
者
な
り
、
身
に
在
り
て
發
せ

ず
。
情
は
、
物
に
接
し
て
然
る
者
な
り
、
形
は
れ
て
外
に
出
づ
。
外
に
形
は
る
れ

し
か

あ
ら

あ
ら

ば
、
則
ち
之
を
陽
と
謂
ひ
、
發
は
れ
ざ
る
者
は
、
則
ち
之
を
陰
と
謂
ふ
。(

劉
子
政

あ
ら

曰
、
性
、
生
而
然
者
也
、
在
於
身
而
不
發
。
情
、
接
於
物
而
然
者
也
、
形
出
於
外
。

形
外
、
則
謂
之
陽
。
不
發
者
、
則
謂
之
陰)

と
あ
る
の
を
引
く
。
劉
向
は
、
外
に
現
れ
る
も
の
を
「
陽
」、
現
れ
な
い
も
の
を
「
陰
」

と
し
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
情
」
を
「
陽
」、「
性
」
を
「
陰
」
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
蘇

輿
も
指
摘
す
る
よ
う
に
董
仲
舒
と
は
異
な
る
。



「
無
時
受
也
」
の
一
句
は
、
読
み
に
く
い
。「
時
」
に
つ
い
て
『
校
釋
』
は
、『
爾
雅
』

釋
詁
に
「
時
は
、
是
な
り
」
と
あ
る
の
を
引
き
、
「
こ
れ
」
と
訓
ず
。
「
受
」
に
つ
い
て

『
今
註
今
譯
』『
校
釋
』
と
も
に
、『
呂
氏
春
秋
』
誣
徒
篇
に
、「
事
至
ら
ば
則
ち
受
る
能

な
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は
ず
」(

事
至
則
不
能
受)

と
あ
り
、
そ
の
高
誘
注
に
「
受
、
猶
成
也
」
と
あ
る
の
を
引

き
、
「
な
る
」
と
訓
ず
。
今
、
『
今
註
今
譯
』
及
び
『
校
釋
』
に
従
い
、
こ
こ
は
「
議
論

を
極
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
性
だ
け
を
取
り
上
げ
て
、
情
の
こ
と
を
取
り
上
げ
な
い
の

で
は
議
論
が
成
り
立
た
な
い
」
の
意
と
す
る
。

「
實
性
篇
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。



聖
人
の
性
は
、
以
て
性
と
名
づ
く
べ
か
ら
ず
。
斗
筲
の
性
は
、
又
以
て
性
と
名
づ

と

さ

う

く
べ
か
ら
ず
。
性
と
名
づ
く
る
者
は
、
中
民
の
性
な
り
。(

聖
人
之
性
、
不
可
以
名

性
。
斗
筲
之
性
、
又
不
可
以
名
性
。
名
性
者
、
中
民
之
性)

こ
こ
で
言
う
「
上
」「
下
」
は
、「
實
性
篇
」
の
「
聖
人
」「
斗
筲
」
に
、
ま
た
「
中
」
は

と

さ

う

「
實
性
篇
」
の
「
中
民
の
性
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
こ
こ
は
、『
論
語
』
陽
貨
第

十
七
に
、

子
曰
く
、
唯
だ
上
知
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。(

子
曰
、
唯
上
知
與
下
愚
不
移)

と
あ
り
、「『
上
知
』
す
な
わ
ち
最
高
の
知
者
と
『
下
愚
』
す
な
わ
ち
最
低
の
愚
者
と
は
、

（
後
天
的
な
習
慣
に
よ
っ
て
も
）
変
化
し
な
い
」
と
い
う
一
節
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ

ろ
う
。「
斗
筲
」
に
つ
い
て
は
「
實
性
篇
」
の
注
⑨
を
参
照
さ
れ
た
い
。

と

さ

う

「
眞
天
」
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
蘇
輿
は
、
性
が
完
全
な
善
に
な
っ
て
天
と
合
致


す
る
こ
と
を
「
眞
天
」
の
意
と
す
る
。『
校
釋
』
は
、
真
実
の
意
、
実
際
に
符
合
す
る
こ

と
の
意
と
す
る
。
周
桂
鈿
氏(

『
校
釋
』
引)

に
従
い
、
純
粋
な
天
性
の
意
と
し
て
お
く
。

「
實
性
篇
」
に
も
、
本
篇
と
同
趣
旨
の
内
容
が
あ
る
。
次
に
示
す
。



性
な
る
者
は
、
天
質
の
樸
な
り
。
善
な
る
者
は
、
王
教
の
化
な
り
。
其
の
質
無
け

れ
ば
、
則
ち
王
教
も
化
す
る
能
は
ず
。
王
教
無
け
れ
ば
、
則
ち
質
樸
も
善
な
る
能

は
ず
。(

性
者
、
天
質
之
樸
也
。
善
者
、
王
教
之
化
也
。
無
其
質
、
則
王
教
不
能
化
。

無(

其)

王
教
、
則
質
樸
不
能
善
。
質
而(

不)

〔
名
〕
以
善
性
、
其
名
不
正
、
故
不

受
也)

蘇
輿
は



、『
漢
書
』
董
仲
舒
傳
の
『
對
策
』
に
、

天
の
令
す
る
を
之
れ
命
と
謂
ひ
、
命
は
聖
人
に
非
ざ
れ
ば
行
は
ず
。
質
樸
を
之
れ

性
と
謂
ひ
、
性
は
教
化
す
る
に
非
ざ
れ
ば
成
ら
ず
。
人
欲
を
之
れ
情
と
謂
ひ
、
情

は
度
制
す
る
に
非
ざ
れ
ば
節
せ
ず
。
是
の
故
に
王
者
は
、
上
は
天
意
を
承
く
る
を

謹
し
み
て
、
以
て
命
に
順
ひ
、
下
は
教
へ
を
明
か
に
し
民
を
化
す
る
に
務
め
て
、

以
て
性
を
成
す
な
り
。
法
度
を
正
す
の
宜
、
上
下
を
別
つ
の
序
、
以
て
欲
を
防
ぐ

な
り
。
此
の
三
者
を
脩
め
て
、
大
本
舉
げ
ら
る
。(

天
令
之
謂
命
、
命
非
聖
人
不
行
。

質
樸
之
謂
性
、
性
非
教
化
不
成
。
人
欲
之
謂
情
、
情
非
度
制
不
節
。
是
故
王
者
上

謹
於
承
天
意
、
以
順
命
也
。
下
務
明
教
化
民
、
以
成
性
也
。
正
法
度
之
宜
、
別
上

下
之
序
、
以
防
欲
也
。
脩
此
三
者
、
而
大
本
舉
矣)

と
あ
る
の
を
引
き
、
本
篇
と
同
様
に
王
者
の
教
化
に
よ
っ
て
「
性
を
成
す
」
こ
と
を
述

べ
て
い
る
と
い
う
。



「
法
言
」
と
は
、『
今
註
今
譯
』『
校
釋
』
と
も
に
、
正
確
な
言
論
の
意
と
す
る
。
今
、

こ
れ
に
従
う
。
ま
た
『
校
釋
』
は
、『
孝
經
』
に
、「
先
王
の
法
言
」
と
あ
る
の
を
引
く
。

な
お
、『
御
注
』
で
は
「
法
言
と
は
禮
法
の
言
を
謂
ふ
」（
法
言
謂
禮
法
之
言)

と
あ
り
、

礼
法
に
か
な
っ
た
言
葉
の
意
と
解
す
る
。
孔
安
国
伝
に
は
、「
法
言
と
は
、
孝
悌
忠
信
仁

義
礼
典
を
謂
ふ
な
り
」(

法
言
謂
孝
悌
忠
信
仁
義
禮
典)

と
あ
る
。

『
春
秋
』
は
、
国
内
の
出
来
事
で
も
、
そ
れ
が
外
的
な
要
因
で
起
こ
っ
た
場
合
は
、


そ
れ
に
基
づ
い
て
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
。
具
体
例
と
し
て
、
蘇
輿
は
、
ま
ず
『
春
秋
』

僖
公
十
五
年
九
月
の
条
の
「
己
卯
、
晦
、
震
夷
伯
之
廟
」
を
取
り
上
げ
る
。「
夷
伯
之
廟
」

は
内
事
で
あ
る
が
、
事
実
と
し
て
は
「
雷
」
す
な
わ
ち
外
的
な
要
因
を
待
っ
て
後
に
「
震
」

と
い
う
事
態
が
起
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
先
に
「
震
」
を
書
い
て
外
的
な
要
因

が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
。
次
に
文
公
三
年
の
条
の
「
雨
螽
于
宋
」
を
取
り

上
げ
る
。
「
死
而
墜
」(

『
公
羊
傳
』
に
「
雨
螽
者
何
。
死
而
墜
也
」
と
あ
る)

と
い
う
事

態
が
、
外
的
な
要
因
に
よ
っ
て
起
き
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
先
ず
「
雨
」
と
書
い
た
と

い
う
こ
と
。
ま
た
『
校
釋
』
は
、『
春
秋
』
桓
公
十
有
八
年
「
夏
、
四
月
、
丙
子
、
公
薨

于
齊
」
の
条
を
取
り
上
げ
る
。
一
般
的
に
国
君
が
死
亡
し
た
場
合
、「
公
薨
」
と
表
現
す

る
が
、
魯
の
桓
公
の
場
合
は
斉
の
彭
生
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
と
い
う
外
的
な
要
因
に
よ

る
た
め
に
「
公
薨
于
齊
」
と
表
現
し
た
と
い
う
こ
と
。

こ
の
箇
所
は



、「
實
性
篇
」
に
も
ほ
ぼ
同
じ
表
現
が
見
え
る
。
以
下
の
通
り
。
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中
民
の
性
は
、
繭
の
如
く
卵
の
如
し
。
卵
は
覆
ふ
を
待
つ
こ
と
二
十
日
に
し
て
後
能

お
ほ

よ

く
雛
と
爲
る
。
繭
は
繰
る
を
待
ち
て

湯
を
以
て



し
て
後
能
く
絲
と
爲
る
。(

中

よ

民
之
性
、
如
繭
如
卵
。
卵
待
覆
二
十
日
、
而
後
能
爲
雛
。
繭
待
繰
以

湯
、
而
後



能
爲
絲)

と
あ
り
、
ま
た
、

卵
の
性
は
未
だ
能
く
雛
と
作
ら
ざ
る
な
り
。
繭
の
性
は
未
だ
能
く
絲
と
作
ら
ざ
る

な

な

な
り
。(

卵
之
性
未
能
作
雛
也
。
繭
之
性
未
能
作
絲
也)

と
あ
る
。

「
端
」
に
つ
い
て
は



、『
孟
子
』
公
孫
丑
上
篇
に
、

惻
隱
の
心
は
、
仁
の
端
な
り
。
羞
惡
の
心
は
、
義
の
端
な
り
。
辭
讓
の
心
は
、
禮

の
端
な
り
。
是
非
の
心
は
、
智
の
端
な
り
。
人
の
、
是
の
四
端
有
る
や
、
猶
ほ
其

の
四
體
有
る
が
ご
と
き
な
り
。
是
の
四
端
有
り
て
、
自
ら
能
は
ず
と
謂
ふ
者
は
、

自
ら

賊
ふ
者
な
り
。
其
の
君
能
は
ず
と
謂
ふ
者
は
、
其
の
君
を
賊
ふ
者
な
り
。
凡

そ
こ
な

そ
我
に
四
端
有
る
者
は
、
皆
擴
め
て
之
を
充
た
す
こ
と
を
知
ら
ん
。
火
の
始
め
て
然も

え
、
泉
の
始
め
て
達
す
る
が
若
し
。

苟

く
も
能
く
之
を
充
た
さ
ば
、
以
て
四
海
を

い
や
し

保
ん
ず
る
に
足
る
。

苟

く
も
之
を
充
た
さ
ざ
れ
ば
、
以
て
父
母
に
事
ふ
る
に
足
ら

い
や
し

み

つ
か

ず
。(

惻
隱
之
心
、
仁
之
端
也
。
羞
惡
之
心
、
義
之
端
也
。
辭
讓
之
心
、
禮
之
端
也
。

是
非
之
心
、
智
之
端
也
。
人
之
有
是
四
端
也
、
猶
其
有
四
體
也
。
有
是
四
端
而
自

謂
不
能
者
、
自
賊
者
也
。
謂
其
君
不
能
者
、
賊
其
君
者
也
。
凡
有
四
端
於
我
者
、

知
皆
擴
而
充
之
矣
。
若
火
之
始
然
、
泉
之
始
達
。
苟
能
充
之
、
足
以
保
四
海
。
苟

不
充
之
、
不
足
以
事
父
母)

と
あ
り
、「
惻
隠
の
心
」「
羞
惡
の
心
」「
辞
譲
の
心
」「
是
非
の
心
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
仁
」

「
義
」「
礼
」「
智
」
の
「
端
」
あ
り
、
こ
れ
を
「
四
端
」
と
い
う
。

「
童
の
父
母
を
愛
す
」
に
つ
い
て
は
、「
盡
心
上
篇
」
に
、

孩
提
の
童
も
、
其
の
親
を
愛
す
る
を
知
ら
ざ
る
こ
と
無
き
な
り
。(

孩
提
之
童
、
無

不
知
愛
其
親
也)

と
あ
る
。

ま
た
「
禽
獸
よ
り
善
け
れ
ば
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
『
孟
子
』
告
子
上
篇
に
、

孟
子
曰
く
、
牛
山
の
木
、
嘗
て
美
な
り
。
其
の
大
國
に
郊
た
る
を
以
て
や
、
斧
斤

之
を
伐
る
。
以
て
美
と
爲
す
べ
け
ん
や
。
是
れ
其
の
日
夜
の
息
す
る
所
、
雨
露
の

潤
す
所
、
萌
蘗
の
生
無
き
に
非
ず
。
牛
羊
又
從
っ
て
之
を
牧
す
。
是
を
以
て
彼
の

若
く
濯
濯
た
る
な
り
。
人
、
其
の
濯
濯
た
る
を
見
て
、
以
て
未
だ
嘗
て
材
有
ら
ず

と
爲
す
。
此
れ
豈
に
山
の
性
な
ら
ん
や
。
人
に
存
す
る
者
と
雖
も
、
豈
に
仁
義
の

心
無
か
ら
ん
や
。
其
の
其
の
良
心
を
放
す
る
所
以
の
者
、
亦
猶
ほ
斧
斤
の
木
に
於

け
る
が
ご
と
き
な
り
。
旦
旦
に
し
て
之
を
伐
ら
ば
、
以
て
美
と
爲
す
べ
け
ん
や
。

其
の
日
夜
の
息
す
る
所
、
平
旦
の
氣
あ
る
も
、
其
の
好
惡
、
人
と
相
近
き
者
幾
ん

ど
希
な
る
は
、
則
ち
其
の
旦
晝
の
爲
す
所
、
之
を
梏
亡
す
る
こ
と
有
り
。
之
を
梏

し
て
反
覆
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
夜
氣
以
て
存
す
る
に
足
ら
ず
。
夜
氣
以
て
存
す
る

に
足
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
其
の
禽
獸
を
違
る
こ
と
遠
か
ら
ず
。
人
、
其
の
禽
獸
の
ご

さ

と
き
を
見
て
、
以
て
未
だ
嘗
て
才
有
ら
ず
と
爲
す
者
は
、
是
れ
豈
に
人
の
情
な
ら

ん
や
。(

孟
子
曰
、
牛
山
之
木
嘗
美
矣
。
以
其
郊
於
大
國
也
、
斧
斤
伐
之
。
可
以
爲

美
乎
。
是
其
日
夜
之
所
息
、
雨
露
之
所
潤
、
非
無
萌
蘗
之
生
焉
。
牛
羊
又
從
而
牧

之
。
是
以
若
彼
濯
濯
也
。
人
見
其
濯
濯
也
、
以
爲
未
嘗
有
材
焉
。
此
豈
山
之
性
也

哉
。
雖
存
乎
人
者
、
豈
無
仁
義
之
心
哉
。
其
所
以
放
其
良
心
者
、
亦
猶
斧
斤
之
於

木
也
。
旦
旦
而
伐
之
、
可
以
爲
美
乎
。
其
日
夜
之
所
息
、
平
旦
之
氣
、
其
好
惡
與

人
相
近
也
者
幾
希
。
則
其
旦
晝
之
所
爲
、
有
梏
亡
之
矣
。
梏
之
反
覆
、
則
其
夜
氣

不
足
以
存
。
夜
氣
不
足
以
存
、
則
其
違
禽
獸
不
遠
矣
。
人
見
其
禽
獸
也
、
而
以
爲

未
嘗
有
才
焉
者
。
是
豈
人
之
情
也
哉)

と
あ
る
な
ど
、
孟
子
は
し
ば
し
ば
人
と
禽
獣
と
を
対
比
さ
せ
て
議
論
を
展
開
す
る
。

「
三
綱
五
紀
」
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は



、『
白
虎
通
』
三
綱
六
紀
篇
に
、

三
綱
と
は
、
何
の
謂
ひ
ぞ
。
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
を
謂
ふ
な
り
。
六
紀
と
は
、
諸

父
・
兄
弟
・
族
人
・
諸
舅
・
師
長
・
朋
友
を
謂
ふ
な
り
。
故
に
『
含
文
嘉
』
に
曰

く
、「
君
を
臣
の
綱
と
爲
し
、
父
を
子
の
綱
と
爲
し
、
夫
を
妻
の
綱
と
爲
す
」
と
。

又
曰
く
、「
諸
父
兄
を
敬
ふ
。
諸
父
に
善
有
り
、
諸
舅
に
義
有
り
、
族
人
に
序
有
り
、
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昆
弟
に
親
有
り
、
師
長
に
尊
有
り
、
朋
友
に
舊
有
り
」
と
。
何
を
か
綱
紀
と
謂
ふ
。

綱
は
、
張
な
り
。
紀
は
、
理
な
り
。
大
な
る
者
を
綱
と
爲
し
、
小
な
る
者
を
紀
と

爲
す
。
理
を
上
下
に
張
り
て
、
人
道
を
整
齊
す
る
所
以
な
り
。
人
皆
五
常
の
性
を

懷
き
、
親
愛
の
心
有
り
、
是
れ
綱
紀
を
以
て
化
を
爲
す
は
、
羅
網
の
紀
綱
有
り
て

萬
目
張
る
が
若
き
な
り
。(

三
綱
者
、
何
謂
也
。
謂
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
也
。
六
紀

者
、
謂
諸
父
・
兄
弟
・
族
人
・
諸
舅
・
師
長
・
朋
友
也
。
故
含
文
嘉
曰
、
君
爲
臣

綱
、
父
爲
子
綱
、
夫
爲
妻
綱
。
又
曰
、
敬
諸
父
兄
。
諸
父
有
善
、
諸
舅
有
義
、
族

人
有
序
、
昆
弟
有
親
、
師
長
有
尊
、
朋
友
有
舊
。
何
謂
綱
紀
。
綱
、
張
也
。
紀
、

理
也
。
大
者
爲
綱
、
小
者
爲
紀
。
所
以
張
理
上
下
、
整
齊
人
道
也
。
人
皆
懷
五
常

之
性
、
有
親
愛
之
心
、
是
以
綱
紀
爲
化
、
若
羅
網
之
有
紀
綱
而
萬
目
張
也
。

と
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
三
綱
六
紀
篇
に
、

六
紀
と
は
、
三
綱
の
紀
た
る
な
り
。(

又
曰
、
六
紀
者
、
爲
三
綱
之
紀
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
「
三
綱
」
と
は
、「
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
」
を
い
う
。

た
だ
「
五
紀
」
に
つ
い
て
は
不
明
で
、
右
に
引
く
『
白
虎
通
』
で
は
「
六
紀
」
と
あ
り
、

「
諸
父
・
兄
弟
・
族
人
・
諸
舅
・
師
長
・
朋
友
」
を
さ
す
。
蘇
輿
は
「
五
紀
」
は
、『
白

虎
通
』
に
よ
れ
ば
、
も
と
「
六
紀
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
さ
ら
に
、
蘇
輿
は
『
荘
子
』

盜
跖
篇
に
、

子
張
曰
く
、「
子
、
行
ひ
を
爲
さ
ず
ん
ば
、
即
ち
將
に
疏
戚
に
倫
無
く
、
貴
賤
に
義

無
く
、
長
幼
に
序
無
し
。
五
紀
六
位
、
將
に
何
を
以
て
別
を
爲
さ
ん
と
す
る
か
」

と
。(

子
張
曰
、
子
不
為
行
、
即
將
疏
戚
無
倫
、
貴
賤
無
義
、
長
幼
無
序
。
五
紀
六

位
、
將
何
以
為
別
乎)

と
あ
る
の
を
引
き
、
古
人
に
も
「
五
紀
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。『
校
釋
』

は
、
兪
樾
が
「
五
紀
は
即
ち
五
倫
、
六
位
は
即
ち
六
紀
な
り
」
と
い
う
の
を
引
く
が
、

断
言
は
で
き
な
い
。
な
お
、「
三
綱
」
の
語
は
、『
春
秋
繁
露
』
基
義
篇
に
、

王
道
の
三
綱
は
、
天
に
求
む
べ
し
。（
王
道
之
三
綱
、
可
求
於
天)

と
見
え
る
。

「
八
端
」
に
つ
い
て
は
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
蘇
輿
は
、
未
詳
と
い
う
。
ま
た
曾
宇



康(

『
校
釋
』
引)

は
、「
三
綱
」
と
「
五
紀
」
を
合
わ
せ
て
言
っ
た
も
の
か
、
と
い
う
。

董
天
工(

『
校
釋
』
引)

は
、「
仁
・
義
・
禮
・
智
・
惻
隱
・
羞
惡
・
辭
讓
・
是
非
」
の
八

つ
を
意
味
す
る
と
言
い
、『
校
釋
』
は
、「
君
臣
・
父
子
・
夫
婦
」
の
三
綱
と
、「
仁
・
義

・
禮
・
智
・
信
」
の
五
常
を
指
し
て
言
っ
た
も
の
と
い
う
。

こ
の
孔
子
の
言
葉
は



、『
論
語
』
述
而
第
七
の
文
で
、
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

子
曰
く
、
聖
人
は
吾
得
て
之
を
見
ず
。
君
子
者
を
見
る
を
得
ば
斯
ち
可
な
り
。
子

す
な
は

曰
く
、
善
人
は
吾
得
て
之
を
見
ず
。
恒
有
る
者
を
見
る
を
得
ば
斯
ち
可
な
り
。
亡

す
な
は

く
し
て
有
り
と
爲
し
、
虚
し
く
し
て
盈
て
り
と
爲
し
、
約
し
く
し
て
泰
か
な
り
と

ま
づ

爲
す
。
恒
有
る
に
難
し
。(

子
曰
、
聖
人
吾
不
得
而
見
之
矣
。
得
見
君
子
者
斯
可
矣
。

子
曰
、
善
人
吾
不
得
而
見
之
矣
。
得
見
有
恒
者
斯
可
矣
。
亡
而
爲
有
、
虚
而
爲
盈
、

約
而
爲
泰
、
難
乎
有
恒
矣)

な
お
、
こ
の
孔
子
の
言
葉
は
、「
實
性
篇
」
に
も
、

今
、
聖
人
の
言
中
を
按
ず
る
に
、
本
「
性
善
」
の
名
無
く
し
て
、「
善
人
は
吾
得
て

も
と

之
を
見
ず
」
と
い
ふ
こ
と
有
り
。(

今
按
聖
人
之
言
中
、
本
無
性
善
名
、
而
有
善
人

吾
不
得
見
之
矣
。)

と
あ
る
。
「
實
性
篇
」
注
⑧
参
照
。

「
北
辰
」
と
は
、
北
極
星
の
こ
と



。『
校
釋
』
は
『
爾
雅
』
釋
天
に
、

北
極
、
之
を
北
辰
と
謂
ふ
。(

北
極
、
謂
之
北
辰)

と
あ
り
、
ま
た
『
周
禮
』
考
工
記
・
匠
人
職
に
、

夜
は
之
を
極
星
に
考
へ
、
以
て
朝
夕
を
正
す
。(

夜
考
之
極
星
、
以
正
朝
夕)

と
あ
り
、
そ
の
『
鄭
注
』
に
、

極
星
は
北
辰
を
謂
ふ
。(

極
星
謂
北
辰)

と
あ
る
の
を
引
く
。
動
く
こ
と
な
く
常
に
同
じ
場
所
に
あ
る
た
め
に
、
時
刻
の
基
準
に

用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
箇
所
は
「
實
性
篇
」
に
も
、
同
文
が
あ
る
。

本
稿
「
實
性
篇
」
注
⑦
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。



「
質
」
と
は
、
た
だ
す
の
意
。
基
準
と
す
る
と
訳
し
た
。『
呂
氏
春
秋
』
達
鬱
篇
に
「
喜

み
て
我
を
人
中
に
質
す
」(

喜
質
我
於
人
中)

と
あ
り
、『
高
誘
注
』
に
「
質
は
、
正
な
り
」
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と
あ
る
。

『
春
秋
』
が
「
元
」
を
重
視
す
る
と
い
う
と
ら
え
方
は



、『
漢
書
』
董
仲
舒
傳
の
『
對

策
』
に
も
見
え
る
。
本
篇
第
三
節
の
注
③
参
照
。

ま
た
『
春
秋
』
隠
公
の
冒
頭
の
条
に
「
元
年
、
春
、
王
正
月
」
の
『
公
羊
傳
』
に
「
元

年
者
何
。
君
之
始
年
也
」
と
あ
り
、
そ
の
何
休
『
解
詁
』
に
、

一
を
變
じ
て
元
と
爲
す
。
元
と
は
氣
な
り
。
無
形
以
て
起
こ
り
、
有
形
以
て
分
か

る
。
天
地
を
造
起
し
、
天
地
の
始
め
な
り
。
故
に
上
に
繫
く
る
所
無
く
し
て
、
春

を
し
て
之
に
繫
け
し
む
る
な
り
。
公
と
言
は
ず
、
君
の
始
年
と
言
ふ
は
、
王
者
、

諸
侯
、
皆
、
君
と
稱
し
、
其
の
義
を
王
者
に
通
ず
る
所
以
な
り
。
惟
だ
王
者
に
し

て
然
る
後
に
元
を
改
め
號
を
立
つ
。『
春
秋
』
は
新
王
の
受
命
を
魯
に
託
す
。
故
に

因
り
て
以
て
即
位
を
録
し
、
王
者
は
天
を
繼
ぎ
元
を
奉
じ
て
萬
物
を
養
成
す
べ
き

を
明
ら
か
に
す
。(

變
一
為
元
。
元
者
氣
也
。
無
形
以
起
、
有
形
以
分
。
造
起
天
地
、

天
地
之
始
也
。
故
上
無
所
繫
、
而
使
春
繫
之
也
。
不
言
公
言
君
之
始
年
者
、
王
者

諸
侯
皆
稱
君
、
所
以
通
其
義
於
王
者
。
惟
王
者
然
後
改
元
立
號
。
春
秋
託
新
王
受

命
於
魯
。
故
因
以
録
即
位
、
明
王
者
當
繼
天
奉
元
養
成
萬
物)

と
あ
り
、
「
元
」
は
「
気
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
」
で
あ
り
、
天
地
万
物
の
お
お
も
と
と
し
て

重
視
さ
れ
る
。

「
名
の
始
ま
る
所
に
非
ず
」
は
、
読
み
に
く
い



。
『
今
註
今
譯
』
『
校
釋
』
に
従
っ
て

「
名
が
つ
け
ら
れ
た
根
本
を
究
め
ず
に
」
と
訳
し
て
お
く
。

孟
子
は
、
い
わ
ゆ
る
性
善
説
を
唱
え
る
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
完
全
な
善
を
備
え
て


い
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
注

に
引
い
た
四
端
の
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に



、

人
は
善
と
な
る
端
緒
を
備
え
て
い
て
、
そ
れ
を
充
実
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
真
の
善
と

は
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
董
仲
舒
が
、
後
天
的
に
君
王
の
教
化
が
加
え

ら
れ
て
善
と
な
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
本
質
的
に
は
孟
子
と
変
わ
ら
な
い
と
考

え
ら
れ
る
。

【
現
代
語
訳
】

名
は
真
実
か
ら
生
ま
れ
る
。
真
実
で
な
け
れ
ば
名
と
は
し
な
い
。
名
は
聖
人
が
物
を
真

実
だ
と
す
る
根
拠
で
あ
る
。
名
と
い
う
言
葉
は
真
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
も
ろ
も

ろ
の
物
事
に
不
明
な
こ
と
が
有
っ
て
も
、
各
お
の
そ
の
真
実
に
立
ち
返
っ
て
み
れ
ば
、
不

明
な
こ
と
が
却
っ
て
明
ら
か
と
な
る
。
曲
直
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
縄
を
も

と
に(

し
て
判
断
）
す
る
の
が
一
番
で
あ
る
。
是
非
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
名

を
も
と
に(

し
て
判
断
）
す
る
の
が
一
番
で
あ
る
。
名
が
是
非
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
の
は
、

ち
ょ
う
ど
縄
が
曲
直
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
名
と
真
実
と
を
突

き
詰
め
て
調
べ
、
そ
れ
が
離
れ
て
い
る
か
ぴ
っ
た
り
合
っ
て
い
る
か
を
よ
く
見
れ
ば
、
是

非
の
実
情(

は
明
ら
か
で)

、
互
い
に
い
つ
わ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

今
の
世
は
、
性(

の
意
味)

に
通
じ
て
い
な
い
。
性
に
つ
い
て
言
う
者
は(

そ
の
内
容
が
そ

れ
ぞ
れ)

異
な
る
。
試
み
に
性
と
い
う
名(

の
お
お
も
と)

に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。
性
の
名

は
生
で
は
な
い
か
。
そ
の
生
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
資
質
の
よ
う
な
も
の
、
こ
れ
を
性
と
い

う
。
性
と
は
質
で
あ
る
。
性
の
質
と
善
の
名
と
を
調
べ
て
み
る
と
、(

性
の
質
は
善
の
名
に)

合
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
合
致
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、

な
お
質
は
善
で
あ
る
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
か
。
性
の
名
は
質
を
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
も
質
を
離
れ
れ
ば
、
（
そ
れ
は
）
性
で
は
な
い
。
（
そ
の
こ
と
は
）

知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
春
秋
』
は
物
事
の
道
理
を
説
き
明
か
し
て
そ
の
名
を
正
す
。
物
事
に
は
真
実
の
通
り

に
名
を
つ
け
、ほ
ん
の
少
し
も
間
違
わ
な
い
。だ
か
ら
霣
石
の
こ
と
を
表
現
す
る
と
き
は(

石

が
霣
ち
て
き
た
こ
と
を
先
に
記
録
し)

そ
れ
が
五
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
後
に
記
録
し
て
い

お

る
。
退
鷁
の
こ
と
を
表
現
す
る
と
き
は
、
そ
れ
が
六
羽
で
あ
る
こ
と
を
先
に
記
録(

し
、
鷁

で
あ
っ
た
こ
と
を
後
に
記
録)

し
て
い
る
。
聖
人
は
こ
の
よ
う
に
慎
重
に
名
を
正
す
の
で
あ

る
。「
君
子
は
自
分
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、一
言
た
り
と
も
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
の
で
あ
る
」。

五
石
六
鷁
に
つ
い
て
の
表
現
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

も
ろ
も
ろ
の
悪
を
内
に
禁
じ
と
ど
め
て
、
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
さ
せ
る

の
は
、
心
で
あ
る
。
だ
か
ら
心
と
い
う
名
は
、

(

禁
じ
と
ど
め
る)

と
い
う
意
味
で
あ
る



。
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人
が(

生
ま
れ
な
が
ら
に)

気
を
受
け
と
る
と
き
、
仮
に
も
悪
気
が
無
い
と
す
れ
ば
、
心
は

ど
う
し
て
禁
じ
と
ど
め
る
（
必
要
が
あ
る
）
の
か
。
私
は
心
と
い
う
名
に
よ
っ
て
、
人
の

内
実
を
得
た
。
人
の
内
実
に
は
貪
欲
が
有
り
、
仁
徳
が
有
る
の
で
あ
る
。
仁
徳
と
貪
欲
の

気
、
両
方
が
身
に
備
わ
っ
て
い
る
。
身
と
い
う
名
は
そ
れ
を
天
か
ら
取
っ
て
い
る
。
天
は

陰
気
と
陽
気
の
施
し
を
両
方
持
っ
て
い
る
。
身
に
も
同
様
に
貪
と
仁
の
性
を
両
方
持
っ
て

い
る
。
天
に
陰
気
陽
気
を
禁
じ
と
ど
め
る
こ
と
が
有
る
。
身
に
情
欲
を
禁
じ
と
ど
め
る
こ

と
が
有
っ
て
、
天
道
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
陰
の
気
は
、
春
・
夏
を
侵
略
し

て
巡
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
月
の
陰
の
部
分
は
、
常
に
日
光
に
抑
圧
さ
れ
て
、
満

ち
た
か
と
思
え
ば
、
す
ぐ
ま
た
欠
け
る
。
天
は
こ
の
よ
う
に
陰
気
を
禁
じ
と
ど
め
る
。
ど

う
し
て
そ
の
欲
を
損
な
ひ
そ
の
情
を
止
め
る
こ
と
を
し
な
い
で
天
に
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
か
（
い
や
、
で
き
な
い
）
。
天
の
禁
じ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
身
も
そ
れ
を
禁
じ
る
。

だ
か
ら
言
う
、「
身
は
ち
ょ
う
ど
天
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
。
天
が
禁
じ
る
こ
と
を
禁

じ
る
の
は
、
天(

自
身
を)

を
禁
じ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
必
ず
生
ま
れ
な
が
ら
の
性

は
、
教
え
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
最
後
は
禁
じ
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

真
実
を
察
知
し
て
名
を
な
す
が
、
教
え
が
無
い
時
は
、
性
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う(

に
善)

で
あ
る
の
か
。

だ
か
ら
性
は
稲
に
喩
え
ら
れ
、
善
は
米
に
喩
え
ら
れ
る
。
米
は
稲
の
中
か
ら
生
ま
れ
出

る
が
、
し
か
し
稲
は
ま
だ
完
全
に
は
米
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
善
は
性
の
中
か
ら
出

て
く
る
が
、
し
か
し
性
は
ま
だ
完
全
に
は
善
を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
善
と
米
と
は
、

人
が
、
天(

が
与
え
た
も
の)

を
継
承
し
て
外
に
作
り
上
げ
る
の
で
あ
り
、
天
の
行
為
の
内

に
在
る
の
で
は
な
い
。
天
の
行
為
は
、
そ
こ
ま
で
至
る
と
止
ま
る
と
い
う
地
点
が
あ
る
。

内
に
（
完
成
し
て
）
止
ま
る
、
こ
れ
を
天
性
と
言
い
、
外
に
（
完
成
し
て
）
止
ま
る
、
こ

れ
を
人
事
と
い
う
。
人
事
は
性
の
外
に
あ
っ
て
、
性
は
（
人
事
を
）
得
な
け
れ
ば
完
成
し

な
い
。

民
と
い
う
号(

呼
び
名)

は
そ
れ
を
瞑
か
ら
取
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
性
の
ま
ま
で
既
に

善
で
あ
れ
ば
、
ど
う
い
う
理
由
で
瞑
に
よ
っ
て
号
を
な
す
で
あ
ろ
う
か
。
瞑
者
と
い
う
こ

と
ば
で
言
う
の
は
、
助
け
て
や
ら
な
け
れ
ば
、
倒
れ
伏
し
、
落
ち
込
ん
で
、
で
た
ら
め
に

行
動
す
る
か
ら
で
あ
り
、
ど
う
し
て
善
と
な
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
性
は
目
に
似
た
と

こ
ろ
が
有
る
。
目
は
暗
い
中
で
横
に
な
っ
て
目
を
閉
じ
、
目
覚
め
る
の
を
待
っ
て
後
に
見

る
も
の
だ
。
そ
の
ま
だ
目
覚
め
る
前
に
、
も
の
を
見
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
言

う
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
見
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
、
万
民
の
性
は
、
そ

の
素
質
を
持
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
ま
だ
覚
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
喩
え
て
言
え
ば
目

を
閉
じ
て
い
る
者
が
目
覚
め
る
の
を
待
っ
て
、そ
の
人
に
教
え
を
施
し
て
そ
の
後(

始
め
て)

善
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ま
だ
目
覚
め
る
前
に
、
善
と
な
る
素
質
は
持
っ
て

い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
善(

そ
の
も
の)

と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
目

が
閉
じ
て
覚
め
る
こ
と
と
同
様
の
例
で
あ
る
。
心
を
静
か
に
し
て
ゆ
っ
く
り
と
こ
の
こ
と

を
考
察
す
る
に
、
そ
の
言
葉
は
明
ら
か
で
あ
る
。
性
は
目
を
閉
じ
て
ま
だ
目
覚
め
な
い
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、(

そ
れ
は)

天
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
天
の
作
っ
た
も
の
に
倣
っ
て
、

そ
の
た
め
に
号(

呼
び
名)

を
立
て
る
、
だ
か
ら
そ
れ
を
民
と
い
う
。
民
と
い
う
言
葉
は
も

ち
ろ
ん
ち
ょ
う
ど
瞑
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
名
号
に
従
っ
て
そ
の
道
理
に
分
け
入

っ
て
い
く
と
、(

そ
の
道
理
を)

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
名
・
号
を
正
す
者
は
天
地
に
よ
る
。
天
地
が
生
み
だ
し
た
も
の
、
こ
れ
を
性
情
と

い
う
。
性
・
情
は
ど
ち
ら
も
一
つ
の
瞑
で
あ
る
。
情
も
同
様
に
性
で
あ
る
。
性
は
既
に
善

で
あ
る
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
情
を
ど
う
す
る
の
か
。
だ
か
ら
聖
人
は
性
は
善
で
あ
る
と

言
う
こ
と
は
な
く
、
そ
の
（
正
し
く
）
名(

づ
け
た
か
ど
う
か)

を
恐
れ
る
の
で
あ
る
。
身

が
性
情
を
備
え
持
っ
て
い
る
の
は
、
天
が
陰
陽
の
二
気
を
備
え
持
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
人
の
性
質
の
こ
と
を
言
い
な
が
ら
そ
の
情
を
無
視
す
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
天
の

陽
気
の
こ
と
を
言
い
な
が
ら
そ
の
陰
気
の
こ
と
を
無
視
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。(

こ
れ

で
は)

議
論
を
極
め
る
こ
と
は
成
り
立
た
な
い
。

性
と
名
づ
け
る
の
は
、
上(

の
聖
人)

に
は
性
と
名
づ
け
ず
、
下(

の
取
る
に
足
り
な
い
つ

ま
ら
ぬ
人)

に
は
性
と
名
づ
け
ず
、
そ
の
中(

の
普
通
の
民)

に
性
と
名
づ
け
る
。
性
は
繭
の

よ
う
で
あ
り
卵
の
よ
う
で
あ
る
。
卵
は
覆
わ
れ
（
暖
め
ら
れ
）
て
後
、
雛
と
な
る
。
繭
は

ひ
な

手
繰
ら
れ
る
の
を
待
っ
て
糸
と
な
る
。
性
は
教
え
を
待
っ
て
善
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
純

粋
な
天
性
と
い
う
。
天
が
人
民
を
生
み
、
性
に
善
と
な
る
資
質
は
有
る
が
、
ま
だ
善
と
な
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る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
た
め
に
王
を
立
て
て
こ
れ
を
善
と
す
る
の
は
、
天
の

意
志
で
あ
る
。
民
は
ま
だ
善
で
は
あ
り
え
な
い
性
を
天
か
ら
受
け
て
、(

そ
こ
か
ら)

退
い

て
性
を
完
成
す
る
教
え
を
王
か
ら
受
け
る
。
王
は
天
の
意
志
を
継
承
し
て
、
民
の
性
を
完

成
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
者
で
あ
る
。

今
そ
の
う
ま
れ
つ
き
の
資
質
を
調
べ
て
、
民
の
性
は
既
に
善
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
天

の
意
志
を
失
な
い
、
王
の
任
務
を
し
り
ぞ
け
る
も
の
で
あ
る
。
万
民
の
性
が
、
仮
に
も
本

当
に
既
に
善
で
あ
る
な
ら
ば
、
王
者
が
天
命
を
受
け
て
、
な
お
、
さ
ら
に
何
を
任
務
と
し

よ
う
か
。
そ
の
名
を
設
定
す
る
こ
と
が
正
し
く
な
く
、
そ
れ
故
に
重
要
な
任
務
を
棄
て
て

天
命
に
違
う
こ
と
に
な
る
の
は
、
正
確
な
言
論
で
は
な
い
か
ら
だ
。

た
が

『
春
秋
』
の
用
字
法
は
、
国
内
の
出
来
事
で
も
外
的
要
因
が
も
と
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
、

外
的
要
因
に
基
づ
い
て
そ
の
こ
と
を
表
現
す
る
。
今
万
民
の
性
は
、
外
の
教
え
を
待
っ
て

そ
の
後
始
め
て
善
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
善
は
教
え
と
一
つ
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

性
と
一
つ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
性
と
一
つ
に
す
れ
ば
欠
点
も
多
く
て
精
密
で
は
な

く
、
自
ら
功
績
を
成
し
て
賢
聖(

の
教
え)

を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
世
の

先
生
方
が
誤
っ
て
出
し
た
説
で
あ
り
、『
春
秋
』
の
用
字
法
で
は
な
い
。
礼
に
則
ら
な
い
言

辞
や
、
根
拠
の
な
い
論
説
は
、
君
子
は
論
外
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ど
う
し
て(

そ
の
よ
う

な
言
説
を)

な
そ
う
か
。

あ
る
ひ
と
が
い
う
、「
性
に
善
の
端
緒
が
有
り
、
心
に
善
の
資
質
が
有
る
の
に
、
な
お
ど

う
し
て
善
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
。
こ
れ
に
応
酬
し
て
い
う
、「
そ
れ
は
誤
り
だ
。
繭
か

ら
糸
が
で
き
る
が
、
繭
は
糸
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
卵
か
ら
雛
は
生
ま
れ
る
が
、
卵
は
雛

そ
の
も
の
で
は
な
い
。
同
様
の
類
例
は
ほ
と
ん
ど
そ
う
で
あ
り
、
さ
ら
に
何
を
疑
う
こ
と

が
あ
ろ
う
か
」
と
。
天
が
民
を
生
む
の
に
は
大
き
な
法
則
が
有
る
。
性
の
こ
と
を
論
じ
る

者
は(

そ
れ
ぞ
れ)

説
を
異
に
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
あ
る
者
は
「
性
は
既
に
善

で
あ
る
」
と
い
い
、
あ
る
者
は
「
性
は
ま
だ
善
で
は
な
い
」
と
い
う
、
す
な
わ
ち
そ
こ
で

い
っ
て
い
る
善
は
、
各
お
の
意
味
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
性
に
善
の
端
緒
が
備
わ
っ

て
い
て
、
子
ど
も
が
父
母
を
愛
す
る
こ
と
、
禽
獣
よ
り
立
派
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
善
と

い
う
の
は
、
そ
れ
は
孟
子
の(

い
う)

善
で
あ
る
。
三
綱
五
紀
に
従
い
、
八
端
の
道
理
に
通

達
し
、
忠
信
で
博
愛
、
敦
厚
で
礼
を
好
む
の
は
、
す
な
わ
ち
善
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
聖
人
の(

い
う)

善
で
あ
る
。
だ
か
ら
孔
子
は
い
う
、「
善
人
に
は
私
は
会
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
常
の
有
る
人
に
会
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
」
と
。
以
上
の
こ
と
か

ら
す
る
と
、
聖
人
の
所
謂
る
善
は
、
そ
れ
に
相
当
す
る
の
は
、
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
。

い

わ

ゆ

禽
獣
よ
り
立
派
で
あ
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
善
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
其

の
端
緒
を
活
動
さ
せ
て
、
禽
獸
よ
り
立
派
で
あ
る
か
ら
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
善
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
善
人
に
ど
う
し
て
会
わ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
禽
獣
よ
り

立
派
で
あ
る
こ
と
で(

そ
れ
が)

ま
だ
善
で
あ
り
得
な
い
の
は
、
ち
ょ
う
ど
草
木
よ
り
知
恵

が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
知
者
だ
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

万
民
の
性
は
、
禽
獣
よ
り
立
派
で
は
あ
る
が
、
善
と
名
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
善

と
い
う
名
は
す
な
わ
ち
そ
れ
を
聖
か
ら
取
っ
て
い
る
。
聖
人
が
命
名
し
た
も
の
は
、
天
下

の
人
々
は
正
し
い
も
の
と
み
な
す
。
朝
夕(

の
時)

を
正
す
者
は
北
辰
を
視
る
。
嫌
疑
を
正

す
者
は
聖
人
を
視
る
。
聖
人
が
思
う
に
、(

し
か
る
べ
き)

王
が
い
な
い
世
の
中
で
、
教
え

ら
れ
る
こ
と
の
な
い
民
に
あ
っ
て
は
、(

そ
の
性
が)

善
に
相
当
し
得
る
こ
と
は
な
い
と
。

善
と
は
、
こ
の
よ
う
に
相
当
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
万
民
の
性
、
皆
、
善
に

相
当
し
得
る
と
い
う
の
は
、
間
違
っ
て
い
る
。
禽
獣
の
性
に
基
準
を
お
け
ば
、
す
な
わ
ち

万
民
の
性
は
善
と
い
え
よ
う
。
人
道
の
善
に
基
準
を
お
け
ば
、
す
な
わ
ち
民
の
性
は(

善
に

は)

到
達
し
な
い
。
万
民
の
性
が
禽
獣(

の
性)

よ
り
立
派
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、
聖
人

の
所
謂
る
善
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
認
め
な
い
。
私
が
性
と
命
名
す
る
も
の
は
、
孟

い

わ

ゆ

子
と
は
異
な
る
。
孟
子
は
下
は
禽
獣
の
行
為
に
基
準
を
お
く
。
だ
か
ら
い
う
、「
性
は
既
に

善
で
あ
る
」
と
。
私
は
上
は
聖
人
が
善
と
す
る
も
の
に
基
準
を
お
く
。
だ
か
ら
「
性
は
ま

だ
善
で
は
な
い
」
と
い
う
。
善
は
性
よ
り
レ
ベ
ル
が
高
く
、
聖
人
は
善(

人)

よ
り
レ
ベ
ル

が
高
い
。『
春
秋
』
は
物
事
の
大
元
で
あ
る
。
だ
か
ら
慎
重
に
名
を
正
す
の
で
あ
る
。
名
が

つ
け
ら
れ
た
根
本
を
究
め
ず
に
、
ど
う
し
て(

性
は)

ま
だ
善
で
は
な
い
と
か
、
既
に
善
で

あ
る
と
か
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
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實
性
第
三
十
六

こ
の
篇
は
、
先
の
「
深
察
名
號
篇
」
第
四
節
と
内
容
上
も
、
表
現
上
も
か
な
り
一
致
す
る
。

諸
家
も
指
摘
す
る
よ
う
に
錯
簡
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
主
旨
も
「
性
」

は
生
ま
れ
な
が
ら
に
は
善
で
な
く
、
王
の
教
化
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
善
と
な
る
の
だ
と
い

う
「
深
察
名
號
篇
」
第
四
節
の
そ
れ
と
一
致
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。

孔
子
曰
、
名
不
正
則
言
不
順
。
今
謂
性
已
善
、
不
幾
於
無
教
而
如
其
自
然
。
又
不
順
於

爲
政
之
道
矣
。
且
名
者
性
之
實
、
實
者
性
之
質
。
質
無
教
之
時
、
何
遽
能
善
。
善
如
米
、

性
如
禾
。
禾
雖
出
米
、
而
禾
未
可
謂
米
也
。
性
雖
出
善
、
而
性
未
可
謂
善
也
。
米
與
善
、

人
之
繼
天
而
成
於
外
也
。
非
在
天
所
爲
之
内
也
。
天
所
爲
、
有
所
至
而
止
。
止
之
内
謂
之

天
〔
性
〕
①
、
止
之
外
謂
之
王
教
。
王
教
在
性
外
、
而
性
不
得
不
遂
。
故
曰
、
性
有
善
質
、

而
未
能
爲
善
也
。
豈
敢(

美)

〔
異
〕
②
辭
。
其
實
然
也
。
天
之
所
爲
、
止
於
繭
麻
與
禾
。

以
麻
爲
布
、
以
繭
爲
絲
、
以
米
爲
飯
、
以
性
爲
善
、
此
皆
聖
人
所
繼
天
而
進
也
。
非
情
性

質
樸
之
能
至
也
。
故
不
可
謂
性
〔
善
〕
③
。

正
朝
夕
者
視
北
辰
。
正
嫌
疑
者
視
聖
人
。
聖
人
之
所
名
、
天
下
以
爲
正
。
今
按
聖
人
之

言
中
、
本
無
性
善
名
、
而
有
善
人
吾
不
得
見
之
矣
。
使
萬
民
之
性
皆
已
能
善
、
善
人
者
何

爲
不
見
也
。
觀
孔
子
言
此
之
意
、
以
爲
善
甚
難
當
。
而
孟
子
以
爲
萬
民
性
皆
能
當
之
、
過

矣
。
聖
人
之
性
、
不
可
以
名
性
。
斗
筲
之
性
、
又
不
可
以
名
性
。
名
性
者
、
中
民
之
性
。

中
民
之
性
、
如
繭
如
卵
。
卵
待
覆
二
十
日
、
而
後
能
爲
雛
。
繭
待
繰
以

湯
、
而
後
能
爲



絲
。
性
待
漸
於
教
訓
、
而
後
能
爲
善
。
善
、
教
訓
之
所
然
也
。
非
質
樸
之
所
能
至
也
。
故

不
謂
性
〔
善
〕
④
。

性
者
、
宜
知
名
矣
。
無
所
待
而
起
、
生
而
所
自
有
也
。
善
所
自
有
、
則
教
訓
已
非
性
也
。

是
以
米
出
於
粟
、
而
粟
不
可
謂
米
。
玉
出
於
璞
、
而
璞
不
可
謂
玉
。
善
出
於
性
、
而
性
不

可
謂
善
。
其
比
多
、
在
物
者
爲
然
、
在
性
者
以
爲
不
然
、
何
不
通
於
類
也
。
卵
之
性
未
能

作
雛
也
。
繭
之
性
未
能
作
絲
也
。
麻
之
性
未
能
爲
縷
也
。
粟
之
性
未
能
爲
米
也
。

春
秋
別
物
之
理
以
正
其
名
。
名
物
必
各
因
其
眞
。
眞
其
義
也
、
眞
其
情
也
、
乃
以
爲
名
。

名
霣
石
則
後
其
五
、
退
飛
則
先
其
六
。
此
皆
其
眞
也
。
聖
人
於
言
、
無
所
苟
而
已
矣
。
性

者
、
天
質
之
樸
也
。
善
者
、
王
教
之
化
也
。
無
其
質
、
則
王
教
不
能
化
。
無(

其)

⑤
王
教
、

則
質
樸
不
能
善
。
質
而(

不)

〔
名
〕
⑥
以
善
性
、
其
名
不
正
、
故
不
受
也
。

【
校
記
】

①

恵
棟
に
従
い
、「
性
」
字
を
補
う
。『
校
釋
』
は
、『
春
秋
繁
露
』
深
察
名
號
篇
に
「
止

之
内
謂
之
天
性
」
と
あ
る
の
を
引
き
、
恵
棟
が
「
性
」
字
を
補
う
の
を
是
と
す
る
。

②

「
美
」

盧
文
弨
に
従
い
「
美
」
を
「
異
」
に
改
め
る
。

③

陶
鴻
慶
に
従
い
、「
善
」
字
を
補
う
。

④

③
と
同
じ
く
、
陶
鴻
慶
に
従
い
、「
善
」
字
を
補
う
。

⑤

「
其
」

恵
棟
に
従
い
、
衍
字
と
み
な
し
て
削
除
す
る
。

⑥

「
不
」

劉
師
培
に
従
い
、「
不
」
を
「
名
」
に
改
め
る
。

【
書
き
下
し
文
】

①
孔
子
曰
く
、「
名
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
言
順
は
ず
」
②
と
。
今
、
性
已
に
善
な
り
と

す
で

謂
ふ
は
、
教
へ
無
く
し
て
其
の
自
づ
か
ら
然
る
が
如
き
に
幾
か
ら
ず
や
③
。
又
政
を
爲
す

し
か

ち
か

の
道
に
順
は
ず
。
且
つ
名
な
る
者
は
性
の
實
、
實
な
る
者
は
性
の
質
な
り
。
質
に
教
へ
無

か

き
の
時
は
、
何
遽
能
く
善
な
ら
ん
。
善
は
米
の
如
く
、
性
は
禾
の
如
し
④
。
禾
は
米
を
出

な

ん

ぞ

だ
す
と
雖
も
、
而
も
禾
は
未
だ
米
と
謂
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
性
は
善
を
出
だ
す
と
雖
も
、

而
も
性
は
未
だ
善
と
謂
ふ
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
米
と
善
と
は
、
人
の
、
天
を
繼
ぎ
て
外
に

成
す
な
り
。
天
の
爲
す
所
の
内
に
在
る
に
非
ざ
る
な
り
。
天
の
爲
す
所
は
至
り
て
止
ま
る

所
有
り
。
之
を
内
に
止
む
、
之
を
天
性
と
謂
ひ
、
之
を
外
に
止
む
、
之
を
王
教
と
謂
ふ
。

王
教
は
性
の
外
に
在
り
て
、
性
は
得
ざ
れ
ば
遂
げ
ず
。
故
に
曰
く
、「
性
に
善
の
質
有
る
も
、

而
も
未
だ
能
く
善
を
爲
さ
ざ
る
な
り
」
と
。
豈
に
敢
へ
て
辭
を
異
に
せ
ん
や
。
其
の
實
然

る
な
り
。
天
の
爲
す
所
は
、
繭
・
麻
と
禾
と
に
止
ま
る
。
麻
を
以
て
布
を
爲
し
、
繭
を
以
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て
絲
を
爲
し
、
米
を
以
て
飯
を
爲
し
⑤
、
性
を
以
て
善
を
爲
す
は
、
此
れ
皆
聖
人
の
、
天

を
繼
ぎ
て
進
む
る
所
な
り
。
情
性
・
質
樸
⑥
の
能
く
至
る
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
性
は
善

な
り
と
謂
ふ
可
か
ら
ず
。

朝
夕
を
正
す
者
は
北
辰
を
視
る
⑦
。
嫌
疑
を
正
す
者
は
聖
人
を
視
る
。
聖
人
の
名
づ
く

る
所
は
、
天
下
以
て
正
と
爲
す
。
今
、
聖
人
の
言
中
を
按
ず
る
に
、
本
「
性
善
」
の
名
無

も
と

く
し
て
、「
善
人
は
吾
得
て
之
を
見
ず
」
と
い
ふ
こ
と
有
り
⑧
。
萬
民
の
性
を
し
て
皆
已
に

能
く
善
な
ら
し
め
ば
、
善
人
何
爲
れ
ぞ
見
ざ
る
。
孔
子
此
を
言
ふ
の
意
を
觀
る
に
、
以
て

な

ん

す

こ
れ

善
は
甚
だ
當
た
り
難
し
と
爲
す
。
而
る
に
孟
子
は
以
て
萬
民
の
性
皆
能
く
之
に
當
た
る
と

し
か

爲
す
は
、
過
ち
な
り
。
聖
人
の
性
は
、
以
て
性
と
名
づ
く
べ
か
ら
ず
。
斗
筲
の
性
⑨
は
、

と

さ

う

又
以
て
性
と
名
づ
く
べ
か
ら
ず
。
性
と
名
づ
く
る
者
は
、
中
民
の
性
⑩
な
り
。
中
民
の
性

は
、
繭
の
如
く
卵
の
如
し
。
卵
は
覆
ふ
を
待
つ
こ
と
二
十
日
に
し
て
後
能
く
雛
と
爲
る
。

お
ほ

よ

繭
は
繰
る
を
待
ち
て

湯
⑪
を
以
て



し
て
後
能
く
絲
と
爲
る
。
性
は
教
訓
に
漸
す
る
を
待

よ

ち
て
後
能
く
善
と
爲
る
。
善
は
、
教
訓
の
然
す
る
所
な
り
。
質
樸
の
能
く
至
る
所
に
非
ざ

し
か

る
な
り
。
故
に
性
は
善
な
り
と
謂
は
ず
。

性
は
、
宜
し
く
名
づ
く
る
を
知
る
べ
し
。
待
つ
所
無
く
し
て
起
こ
り
、
生
ま
れ
な
が
ら

に
し
て
自
づ
か
ら
有
す
る
所
な
り
。
善
自
づ
か
ら
有
す
る
所
な
れ
ば
、
則
ち
教
訓
は
已
に

性
に
非
ざ
る
な
り
。
是
を
以
て
米
は
粟
よ
り
出
づ
る
も
、
而
も
粟
は
米
と
謂
ふ
可
か
ら
ず
。

玉
は
璞
よ
り
出
づ
る
も
、
而
も
璞
は
玉
と
謂
ふ
可
か
ら
ず
。
善
は
性
よ
り
出
づ
る
も
、
而

も
性
は
善
と
謂
ふ
可
か
ら
ず
。
其
の
比
多
く
、
物
に
在
る
者
は
然
り
と
爲
し
、
性
に
在
る

者
は
以
て
然
ら
ず
と
爲
す
、
何
ぞ
類
に
通
ぜ
ざ
る
。
卵
の
性
は
未
だ
能
く
雛
と
作
ら
ざ
る

な

な
り
。
繭
の
性
は
未
だ
能
く
絲
と
作
ら
ざ
る
な
り
。
麻
の
性
は
未
だ
能
く
縷
と
爲
ら
ざ
る

な

な
り
。
粟
の
性
は
未
だ
能
く
米
と
爲
ら
ざ
る
な
り
。

『
春
秋
』
は
物
の
理
を
別
ち
て
以
て
其
の
名
を
正
す
。
物
に
名
づ
く
る
は
必
ず
各
お
の

其
の
眞
に
因
る
。
其
の
義
を
眞
と
す
る
や
、
其
の
情
を
眞
と
す
る
や
、
乃
ち
以
て
名
と
爲

す
。
「
霣
石
」
を
名
づ
く
る
と
き
は
則
ち
其
の
「
五
」
を
後
に
し
、
「
退
飛
」
す
る
と
き
は

則
ち
其
の
「
六
」
を
先
に
す
⑫
。
此
れ
皆
其
の
眞
な
り
。「
聖
人
の
言
に
於
け
る
や
、

苟
い
や
し
く

も
す
る
所
無
き
の
み
」
⑬
。
性
な
る
者
は
、
天
質
の
樸
な
り
。
善
な
る
者
は
、
王
教
の
化

な
り
⑭
。
其
の
質
無
け
れ
ば
、
則
ち
王
教
も
化
す
る
能
は
ず
。
王
教
無
け
れ
ば
、
則
ち
質

樸
も
善
な
る
能
は
ず
⑮
。
質
な
る
も
名
づ
く
る
に
善
性
を
以
て
す
る
は
、
其
の
名
正
し
か

ら
ず
。
故
に
受
け
ざ
る
な
り
。

【
注
】

①

本
篇
は
、
蘇
輿
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
訳
注
稿
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
「
深
察
名

號
第
三
十
五
」
の
「
性
を
善
と
す
る
説
」
に
関
し
て
述
べ
る
部
分(

本
訳
注
稿
で
は
「
深

察
名
號
」
第
四
節
の
後
半
部
分
に
相
当)

と
内
容
的
に
も
、
ま
た
表
現
上
で
も
類
似
す
る
。

②

こ
の
言
葉
に
関
し
て
は
、
「
深
察
名
號
篇
」
第
四
節
の
注
⑪
に
引
い
た
が
、
『
論
語
』

子
路
第
十
三
に
あ
る
。
再
度
掲
げ
て
お
く
。

子
路
曰
く
、
衛
の
君
、
子
を
待
ち
て
政
を
爲
さ
ば
、
子
將
に
奚
を
か
先
に
せ
ん
。

ま
さ

な
に

子
曰
く
、
必
ず
や
名
を
正
さ
ん
か
。
子
路
曰
く
、
是
れ
有
る
か
な
。
子
の
迂
な
る

う

や
。
奚
ん
ぞ
其
れ
正
さ
ん
。
子
曰
く
、
野
な
る
か
な
由
や
。
君
子
は
其
の
知
ら
ざ

な

る
所
に
於
い
て
、
蓋
闕
如
た
り
。
名
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
言
順
は
ず
。
言
順

が
い
け
つ
じ
ょ

は
ざ
れ
ば
、
則
ち
事
成
ら
ず
。
事
成
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
禮
樂
興
ら
ず
。
禮
樂
興
ら

お
こ

お
こ

ざ
れ
ば
、
則
ち
刑
罰
中
ら
ず
。
刑
罰
中
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
民
は
手
足
を
錯
く
所
無

あ
た

あ
た

お

し
。
故
に
君
子
は
、
之
に
名
づ
く
れ
ば
必
ず
言
ふ
可
き
な
り
。
之
を
言
へ
ば
必
ず

行
ふ
可
き
な
り
。
君
子
は
其
の
言
に
於
い
て
、

苟

も
す
る
所
無
き
の
み
。(

子
路

い
や
し
く

曰
、
衛
君
待
子
而
爲
政
。
子
將
奚
先
。
子
曰
、
必
也
正
名
乎
。
子
路
曰
、
有
是
哉
。

子
之
迂
也
。
奚
其
正
。
子
曰
、
野
哉
由
也
。
君
子
於
其
所
不
知
、
蓋
闕
如
也
。
名

不
正
、
則
言
不
順
。
言
不
順
、
則
事
不
成
。
事
不
成
、
則
禮
樂
不
興
。
禮
樂
不
興
、

則
刑
罰
不
中
。
刑
罰
不
中
、
則
民
無
所
錯
手
足
。
故
君
子
、
名
之
必
可
言
也
。
言

之
必
可
行
也
。
君
子
於
其
言
、
無
所
苟
而
已
矣)

③

「
幾
」
は
、
近
い
の
意
。『
校
釋
』
は
、『
廣
雅
』
釋
詁
の
「
幾
は
近
な
り
」(

幾
、
近

也)

を
引
く
。
蘇
輿
は
「
幾
」
に
つ
い
て
「
之
に
任
じ
て
教
へ
を
加
へ
ざ
る
を
謂
ふ
」
と

い
う
。
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④

「
善
」
を
「
米
」
に
、
「
性
」
を
「
禾
」
に
喩
え
る
こ
と
は
、
「
深
察
名
號
篇
」
と
同

じ
。
下
文
の
「
繭
」
の
比
喩
も
同
様
で
あ
る
。

⑤

「
米
を
以
て
飯
を
爲
し
」
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は
「
禾
を
以
て
米
を
爲
し
」
と
す
べ
き

だ
と
い
う
。
前
後
の
文
章
か
ら
判
断
し
て
そ
れ
は
正
し
い
と
思
わ
れ
る
が
、『
校
釋
』
も

言
う
よ
う
に
意
味
は
通
じ
る
の
で
、
字
は
改
め
な
か
っ
た
。

⑥

『
校
釋
』
は
『
荀
子
』
禮
論
篇
に

性
な
る
者
は
、
本
始
材
樸
な
り
。(

性
者
、
本
始
材
樸
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。
荀
子
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
性
は
、
純
朴
な
素
質
で
あ
る
と
い
う
。

⑦

「
北
辰
」
は
、
北
極
星
の
こ
と
。
同
文
が
「
深
察
名
號
篇
」
に
も
見
え
る
。
本
訳
注

稿
の
「
深
察
名
號
篇
」
第
四
節
の
注

に
も
引
い
た
が



、『
爾
雅
』
釋
天
に
、

北
極
、
之
を
北
辰
と
謂
ふ
。(

北
極
、
謂
之
北
辰)

と
あ
り
、『
周
禮
』
考
工
記
・
匠
人
職
に
、

夜
、
之
を
極
星
に
考
し
て
以
て
朝
夕
を
正
す
。(
夜
考
之
極
星
以
正
朝
夕)

と
あ
り
、
そ
の
鄭
注
に
「
極
星
と
は
北
辰
を
謂
ふ
」
と
あ
る
。
動
く
こ
と
な
く
常
に
同

じ
場
所
に
あ
る
た
め
に
、
時
刻
の
標
準
に
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
本
訳
注
稿
で
取
り
上

げ
て
い
る
「
奉
本
第
三
十
四
」
の
注
②
に
も
引
い
た
が
、『
春
秋
』
昭
公
十
七
年
「
冬
、

星
の
大
辰
に
孛
す
る
有
り
」
の
条
の
『
公
羊
傳
』
に
、

孛
と
は
何
ぞ
。
彗
星
な
り
。
其
の
「
于
大
辰
」
と
言
ふ
は
何
ぞ
。
大
辰
に
在
れ
ば

な
り
。
大
辰
と
は
何
ぞ
。
大
火
な
り
。
大
火
を
大
辰
と
爲
す
。
伐
を
大
辰
と
爲
す
。

北
辰
も
亦
大
辰
と
爲
す
。
何
を
以
て
書
す
る
。
異
を
記
す
な
り
。(

孛
者
何
。
彗
星

也
。
其
言
于
大
辰
何
。
在
大
辰
也
。
大
辰
者
何
。
大
火
也
。
大
火
爲
大
辰
。
伐
爲

大
辰
。
北
辰
亦
爲
大
辰
。
何
以
書
。
記
異
也)

と
あ
り
、
そ
の
何
休
『
解
詁
』
に
、

大
火
と
は
心
を
謂
ふ
。
伐
と
は
參
伐
を
謂
ふ
な
り
。
大
火
と
伐
と
は
、
天
の
民
に

時
の
早
晩
を
示
す
所
以
な
り
。
天
下
の
正
を
取
る
所
な
り
、
故
に
之
を
大
辰
と
謂

ふ
。
辰
は
時
な
り
。
北
辰
と
は
北
極
に
し
て
、
天
の
中
な
り
。
常
に
其
の
所
に
居

る
。
迷
惑
し
て
東
西
を
知
ら
ざ
る
者
は
、
須
く
北
辰
を
視
て
以
て
心
・
伐
の
在
る

所
を
別
つ
。
故
に
亦
を
加
ふ
。
亦
と
は

兩

相
須
つ
の
意
な
り
。(

大
火
謂
心
。

ふ
た
つ
な
が
ら

ま

伐
謂
參
伐
也
。
大
火
與
伐
、
天
所
以
示
民
時
早
晩
。
天
下
所
取
正
、
故
謂
之
大
辰
。

辰
、
時
也
。
北
辰
、
北
極
、
天
之
中
也
。
常
居
其
所
。
迷
惑
不
知
東
西
者
、
須
視

北
辰
以
別
心
伐
所
在
。
故
加
亦
。
亦
者
兩
相
須
之
意)

と
あ
る
。

⑧

「
聖
人
」
と
は
孔
子
を
指
す
。「
深
察
名
號
篇
」
に
は
「
孔
子
曰
く
」
と
し
て
同
文
を

引
く
。
『
論
語
』
中
に
は
、
も
ち
ろ
ん
「
性
善
」
と
い
う
表
現
は
な
く
、
「
性
」
に
関
し

て
は
、『
論
語
』
陽
貨
第
十
七
に
「
性
相
近
し
、
習
ひ
相
遠
き
な
り
」
と
あ
る
程
度
で
あ

る
。ま

た
、「
善
人
は
吾
得
て
之
を
見
ず
」
は
、『
論
語
』
述
而
第
七
の
文
。「
深
察
名
號
篇
」

注

で
も
引
い
た
が
、
再
掲
し
て
お
く
。
以
下
の
通
り
。


子
曰
く
、
聖
人
は
吾
得
て
之
を
見
ず
。
君
子
者
を
見
る
を
得
ば
斯

ち
可
な
り
。
子

す
な
は

曰
く
、
善
人
は
吾
得
て
之
を
見
ず
。
恒
有
る
者
を
見
る
を
得
ば
斯

ち
可
な
り
。
亡

す
な
は

く
し
て
有
り
と
爲
し
、
虚
し
く
し
て
盈
て
り
と
爲
し
、
約
し
く
し
て
泰
か
な
り
と

ま
づ

爲
す
。
恒
有
る
に
難
し
。(

子
曰
、
聖
人
吾
不
得
而
見
之
矣
。
得
見
君
子
者
斯
可
矣
。

子
曰
、
善
人
吾
不
得
而
見
之
矣
。
得
見
有
恒
者
斯
可
矣
。
亡
而
爲
有
、
虚
而
爲
盈
、

約
而
爲
泰
、
難
乎
有
恒
矣)

⑨

「
斗
筲
」
に
つ
い
て
、
蘇
輿
は
孔
子
の
い
わ
ゆ
る
「
下
愚
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
そ

と

さ

う

れ
に
従
っ
て
、
取
る
に
足
り
な
い
つ
ま
ら
ぬ
人
の
意
と
し
て
お
く
。
「
下
愚
」
は
、
『
論

語
』
陽
貨
第
十
七
に
、

子
曰
く
、
唯
だ
上
知
と
下
愚
と
は
移
ら
ず
。(

子
曰
、
唯
上
知
與
下
愚
不
移)

と
あ
り
、「『
上
知
』
す
な
わ
ち
最
高
の
知
者
と
『
下
愚
』
す
な
わ
ち
最
低
の
愚
者
と
は
、

（
後
天
的
な
習
慣
に
よ
っ
て
も
）
変
化
し
な
い
」
と
い
う
。
ま
た
「
斗
筲
之
人
」
と
い

う
語
は
、『
論
語
』
子
路
第
十
三
に
、

子
貢
問
ひ
て
曰
く
、
何
如
な
れ
ば
斯

ち
之
を
士
と
謂
ふ
べ
き
。
子
曰
く
、
己
を
行

い

か

す
な
は

ふ
に
恥
有
り
、
四
方
に

使
し
て
、
君
命
を
辱
し
め
ざ
る
を
、
士
と
謂
ふ
べ
し
。
曰

つ
か
ひ

く
、
敢
へ
て
其
の
次
を
問
ふ
。
曰
く
、
宗
族
、
孝
を
稱
し
、
郷
黨
、
弟
を
稱
す
。
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曰
く
、
敢
へ
て
其
の
次
を
問
ふ
。
曰
く
、
言
は
必
ず
信
、
行
は
必
ず
果
、
硜
硜
然

と
し
て
小
人
な
る
か
な
。

抑

も
亦
以
て
次
と
爲
す
べ
し
。
曰
く
、
今
の
政
に
從
ふ

そ
も
そ

者
は
何
如
。
子
曰
く
、
噫
、
斗
筲
の
人
、
何
ぞ
算
ふ
る
に
足
ら
ん
や
。(

子
貢
問
曰
、

い

か

ん

あ
あ

か
ぞ

何
如
斯
可
謂
之
士
矣
。
子
曰
、
行
己
有
恥
、
使
於
四
方
、
不
辱
君
命
、
可
謂
士
矣
。

曰
、
敢
問
其
次
。
曰
、
宗
族
稱
孝
焉
。
郷
黨
稱
弟
焉
。
曰
、
敢
問
其
次
。
曰
、
言

必
信
。
行
必
果
。
硜
硜
然
小
人
哉
。
抑
亦
可
以
爲
次
矣
。
曰
、
今
之
從
政
者
何
如
。

子
曰
、
噫
、
斗
筲
之
人
、
何
足
算
也)

と
見
え
、
ど
の
よ
う
で
あ
れ
ば
「
士
」
と
言
え
る
か
と
い
う
子
貢
の
問
い
に
対
す
る
孔

子
の
答
え
の
中
に
で
て
く
る
。
朱
子
の
『
集
注
』
に
は
、

筲
は
竹
器
な
り
、
斗
二
升
を
容
る
。
斗
筲
の
人
と
は
、
鄙
細
を
言
ふ
な
り(

筲
，
竹

器
，
容
斗
二
升
。
斗
筲
之
人
，
言
鄙
細
也)

と
あ
る
。
ま
た
、『
漢
書
』
公
孫
賀
・
劉
屈
氂
等
傳
賛
に
、

斗
筲
の
徒
、
何
ぞ
選
ぶ
に
足
ら
ん
や
。(

斗
筲
之
徒
、
何
足
選
也)

と
あ
り
、『
顔
師
古
注
』
に
、

筲
は
、
竹
器
な
り
、
一
斗
を
容
る
。(

筲
、
竹
器
也
、
容
一
斗)

と
あ
る
。
朱
子
と
顔
師
古
と
で
は
、「
筲
」
に
関
し
て
「
一
斗
二
升
」
な
の
か
「
一
斗
」

な
の
か
解
釈
に
ず
れ
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
問
題
と
し
な
い
。

⑩

「
中
民
」
と
は
、
一
般
の
普
通
の
人
の
意
。
蘇
輿
が
「
猶
ほ
庸
民
の
ご
と
し
」
と
い

う
の
に
従
う
。
蘇
輿
は
、
賈
誼
『
過
秦
論
』(

文
選

巻
五
十
一
所
収)

に
、

材
能
は
中
庸
に
及
ば
ず
。(

材
能
、
不
及
中
庸)

さ
い
の
う

と
あ
る
の
を
引
く
。『
李
善
注
』
に
、

『
方
言
』
に
曰
く
、
庸
は
賤
の
稱
な
り
。
中
等
の
庸
人
に
及
ば
ざ
る
を
言
ふ
な
り
。

銑
曰
く
、
庸
は
常
な
り
。
中
常
の
人
に
及
ば
ざ
る
を
言
ふ
な
り
。(

方
言
曰
、
庸
、

賤
稱
也
。
言
不
及
中
等
庸
人
也
。
銑
曰
、
庸
、
常
也
。
言
不
及
中
常
之
人)

と
あ
り
、
「
中
庸
」
を
解
し
て
「
中
等
の
庸
人
」
「
中
常
の
人
」
と
す
る
。
さ
ら
に
蘇
輿

は
『
潛
夫
論
』
巻
八
德
化
篇
に
、

上
智
と
下
愚
と
の
民
少
な
く
し
て
、
中
庸
の
民
多
し
。
中
民
の
世
に
生
ま
る
る
や
、

猶
ほ
鑠

金
の
鑪
に
在
る
が
ご
と
き
な
り
。
笵
に
從
ひ
て
變
化
し
、
唯
だ
冶
の
為
す

し
ゃ
く
き
ん

ろ

所
、
方
圓
薄
厚
、
鎔
に
隨
ひ
て
制
す
る
の
み
。
是
の
故
に
世
の
善
否
、
俗
の
薄
厚

は
、
皆
、
君
に
在
り
。(

上
智
與
下
愚
之
民
少
、
而
中
庸
之
民
多
。
中
民
之
生
世
也
、

猶
鑠
金
之
在
鑪
也
。
從
笵
變
化
、
唯
冶
所
為
、
方
圓
薄
厚
、
隨
鎔
制
爾
。
是
故
世

之
善
否
、
俗
之
薄
厚
、
皆
在
於
君)

と
あ
る
の
を
引
く
。
こ
こ
で
は
、「
中
民
」
は
鋳
型
次
第
で
か
た
ち
を
変
え
る
金
属
の
よ

う
な
も
の
だ
と
い
う
。

⑪

「

湯
」
は
、
沸
騰
し
た
湯
の
こ
と



。『
史
記
』
龜
策
傳
に
、

寡
人
、
其
の
此
の
如
き
を
念
へ
ば
、
腸
、

湯
の
如
し
。(

寡
人
念
其
如
此
、
腸
如



か
く

お
も

湯)



と
あ
り
、『
索
隱
』
に
、「

は
沸
な
り
」
と
あ
る
。



⑫

「
霣
石
」
「
退
飛
」
の
こ
と
は
、
「
深
察
名
號
篇
」
第
四
節
の
注
⑩
に
引
い
た
が
、
再

度
掲
げ
て
お
く
。『
春
秋
』
僖
公
十
六
年
に
「
春
、
王
正
月
。
戊
申
、
朔
、
宋
に
霣
石
あ

り
、
五
つ
。
是
の
月
、
六
鷁
退
飛
し
、
宋
の
都
を
過
ぐ
」
と
あ
り
、
そ
の
『
公
羊
傳
』

げ
き

に
、

曷
為
れ
ぞ
先
づ
「
霣
」
を
言
ひ
て
而
る
後
に
「
石
」
を
言
ふ
。「
霣
石
」
は
聞
く
を

し
か

記
す
な
り
。
其
の
磌
然
た
る
を
聞
き
、
之
を
視
れ
ば
則
ち
石
に
し
て
、
之
を
察
す

れ
ば
、
則
ち
五
つ
な
り
。
是
の
月
と
は
何
ぞ
。
僅
か
に
是
の
月
に
逮
ぶ
な
り
。
何

わ
づ

お
よ

を
以
て
日
い
は
ざ
る
。
晦
日
な
れ
ば
な
り
。
晦
な
れ
ば
則
ち
何
を
以
て
晦
と
言
は

ざ
る
。『
春
秋
』
は
晦
を
書
せ
ざ
る
な
り
。
朔
は
事
有
れ
ば
則
ち
書
し
、
晦
は
事
有

り
と
雖
も
書
せ
ず
。
曷
為
れ
ぞ
先
づ
「
六
」
を
言
ひ
て
而
る
後
に
鷁
を
言
ふ
。「
六

し
か

鷁
退
飛
す
」
は
、
見
る
を
記
す
な
り
。
之
を
視
れ
ば
則
ち
六
、
之
を
察
す
れ
ば
則

ち
鷁
な
り
。
徐
に
し
て
之
を
察
す
れ
ば
則
ち
退
飛
す
。
五
石
六
鷁
は
、
何
を
以
て

書
す
る
。
異
を
記
す
な
り
。
外
の
異
は
書
せ
ず
。
此
れ
何
を
以
て
書
す
る
。
王
者

の
後
の
為
に
、
異
を
記
す
な
り
。(

曷
為
先
言
霣
而
後
言
石
、
霣
石
記
聞
、
聞
其
磌

然
、
視
之
則
石
、
察
之
則
五
。
是
月
者
何
。
僅
逮
是
月
也
。
何
以
不
日
。
晦
日
也
。

晦
則
何
以
不
言
晦
。
春
秋
不
書
晦
也
。
朔
有
事
則
書
、
晦
雖
有
事
不
書
。
曷
為
先
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言
六
而
後
言
鷁
。
六
鷁
退
飛
、
記
見
也
。
視
之
則
六
、
察
之
則
鷁
。
徐
而
察
之
則

退
飛
。
五
石
六
鷁
、
何
以
書
。
記
異
也
。
外
異
不
書
。
此
何
以
書
。
為
王
者
之
後
、

記
異
也)

と
あ
る
。「
霣
石
」
は
聞
い
た
こ
と
を
記
録
し
た
の
だ
と
い
い
、
先
ず
何
か
の
音
を
聞
き
、

視
る
と
そ
れ
は
石
で
あ
り
、
さ
ら
に
よ
く
観
察
す
る
と
五
つ
の
石
で
あ
っ
た
、
と
い
う

実
情
に
基
づ
い
て
記
録
し
た
も
の
。
同
様
に
、「
退
飛
」
は
見
た
こ
と
を
記
録
し
た
の
だ

と
い
い
、
視
る
と
六
羽
で
あ
り
、
よ
く
観
察
す
る
と
そ
れ
は
鷁
で
あ
り
、
ゆ
っ
く
り
と

よ
く
よ
く
観
察
す
る
と
退
飛
し
て
い
た
と
い
う
実
情
に
基
づ
い
て
記
録
し
た
も
の
。

⑬

こ
の
一
文
は
、『
論
語
』
子
路
第
十
三
に
見
え
る
。
原
文
は
注
②
参
照
。

⑭

性
が
善
と
な
る
の
は
、
王
の
教
え(
後
天
的
な
も
の)

に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
。
蘇
輿

は
、『
中
庸
』
に
、

天
命
之
謂
性
。
率
性
之
謂
道
。
修
道
之
謂
教
。（
天
命
之
謂
性
。
率
性
之
謂
道
。
修

道
之
謂
教)

と
あ
る
の
や
、『
荀
子
』
禮
論
篇
に
、

性
者
、
本
始
材
樸
也
。
偽
者
、
文
理
隆
盛
也
。
無
性
則
偽
之
無
所
加
、
無
偽
則
性

不
能
自
美
。(

性
者
、
本
始
材
樸
也
。
偽
者
、
文
理
隆
盛
也
。
無
性
則
偽
之
無
所
加
、

無
偽
則
性
不
能
自
美)

と
あ
る
の
な
ど
を
引
く
。

⑮

王
の
教
え
が
な
け
れ
ば
、
質
朴
な
性
が
善
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
い
う
。
蘇
輿
は
、

『
白
虎
通
』
三
教
篇
に
、

民
に
質
樸
な
る
者
有
り
、
教
へ
ざ
れ
ば
成
ら
ず
。
故
に
『
尚
書
』(

呂
刑
篇)

に
曰

く
、
以
て
德
を
祇
し
む
を
教
ふ
と
。(

民
有
質
樸
者
、
不
教
不
成
。
故
尚
書
曰
以
教

つ
つ

祇
德)

と
あ
り
、
ま
た
『
詩
』
小
雅
・
魚
藻
之
什
「
角
弓
」
の
「
猱
に
木
に
升
る
を
教
ふ
る
毋

だ
う

な

か
れ
」(

毋
教
猱
升
木)

の
『
鄭
箋
』
に
、

以
て
人
の
心
皆
仁
義
有
り
、
之
に
教
ふ
れ
ば
則
ち
進
む
に
喩
ふ
る
な
り
。(

以
喩
人

た
と

之
心
皆
有
仁
義
、
教
之
則
進
也)

と
あ
る
の
を
引
く
。

【
現
代
語
訳
】

孔
子
が
言
っ
た
、「
名
が
正
し
く
な
け
れ
ば
、
言
葉
も
道
理
に
沿
っ
て
進
ま
な
い
」
と
。

今
、
性
は
す
で
に
善
で
あ
る
と
言
う
の
は
、
教
化
を
加
え
る
こ
と
な
く
自
ず
か
ら
そ
う
で

あ
る
と
い
う
意
味
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。（
そ
の
こ
と
は
）
さ
ら
に
政
治
を
行
う
道
理
に

そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
の
上
、
名
と
い
う
も
の
は
性
の
実(

ま
こ
と)

で
あ
り
、
実
と
い
う
も
の

じ
つ

じ
つ

は
性
の
質(

も
っ
て
う
ま
れ
た
な
か
み
そ
の
も
の)

で
あ
る
。
質
に
教
化
を
加
え
な
け
れ
ば
、

ど
う
し
て
（
性
は
）
善
と
な
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
善
と
は
米
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

性
と
は
稲
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
稲
は
米
を
産
出
す
る
が
、
し
か
し
稲
は
す
ぐ
に
は
米

と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
性
は
善
を
生
み
出
す
が
、
し
か
し
性
は
す
ぐ
に
は
善
と
言
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
米
と
善
と
は
、
人
が
、
天(

が
与
え
た
も
の)

を
継
承
し
て
外
に
作
り

上
げ
る
の
で
あ
る
。
天
の
行
為
の
内
に
在
る
の
で
は
な
い
。
天
の
行
為
は
、
そ
こ
ま
で
至

る
と
止
ま
る
と
い
う
地
点
が
あ
る
。
内
に
（
完
成
し
て
）
止
ま
る
、
こ
れ
を
天
性
と
言
い
、

外
に
（
完
成
し
て
）
止
ま
る
、
こ
れ
を
王
教
と
言
う
。
王
教
は
性
の
外
に
あ
っ
て
、
性
は

（
王
教
を
）
得
な
け
れ
ば
完
成
し
な
い
。
だ
か
ら
次
の
よ
う
に
曰
う
、「
性
に
善
と
な
る
質

は
あ
る
が
、（
そ
の
ま
ま
で
は
）
す
ぐ
に
は
善
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
ど
う
し

て
強
い
て
言
葉
を
違
え
よ
う
か
。
そ
の
実
質
が
そ
う
な
の
で
あ
る
。
天
の
為
す
も
の
は
、

繭
と
麻
と
禾
と
に
止
ま
る
。
麻
を
用
い
て
布
を
作
り
、
繭
を
用
い
て
糸
を
作
り
、
米
を
用

い
て
飯
を
作
り
、
性
を
用
い
て
善
を
完
成
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
は
皆
聖
人
が
、
天
（
の
為

し
た
も
の
を
）
を
継
い
で
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
情
性
や
質
朴
が
（
そ
の
ま
ま
の
状

態
で
）
至
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
性
は
善
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

朝
夕(
の
時)

を
正
す
者
は
北
辰
を
視
る
。
嫌
疑
を
正
す
者
は
聖
人
を
視
る
。
聖
人
が
名

づ
け
た
も
の
は
、
天
下
の
人
々
は
そ
れ
を
正
し
い
も
の
と
み
な
す
。
今
、
聖
人
の
言
っ
て

い
る
こ
と
を
調
べ
て
み
る
と
、
も
と
も
と
「
性
は
善
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
無
く
、「
善
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人
に
は
、
私
は
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
も
し
万
民
の
性
が
皆
す

で
に
善
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
善
人
に
ど
う
し
て
会
う
こ
と
が
な
い
の
か
。
孔
子

が
こ
の
よ
う
に
言
う
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、（
性
は
）
善
に
は
た
い
そ
う
相
当
し
が
た
い

と
み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
孟
子
は
万
民
の
性
は
皆
善
に
相
当
し
得
る
と
み
な

し
て
い
て
、（
そ
れ
は
）
間
違
い
で
あ
る
。
聖
人
の
性
は
、
性
と
名
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
取
る
に
足
り
な
い
つ
ま
ら
ぬ
人
の
性
は
、
さ
ら
に
又
、
性
と
名
づ
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
性
と
名
づ
け
る
の
は
、
普
通
の
民
の
性
で
あ
る
。
普
通
の
民
の
性
は
、
繭
の
よ
う

で
あ
り
卵
の
よ
う
で
あ
る
。
卵
は
二
十
日
間
覆
わ
れ
（
暖
め
ら
れ
）
て
後
、
雛
と
な
る
こ

ひ
な

と
が
で
き
る
。
繭
は
手
繰
ら
れ
て
沸
い
た
湯
を
用
い
て
後
、
糸
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

性
は
教
訓
に
感
化
さ
れ
て
後
、
善
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
善
は
、
教
訓
が
な
す
も
の
で

あ
る
。
質
樸
が
、（
自
然
と
善
に
）
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
性
は
善
で

あ
る
と
は
言
わ
な
い
。

性
に
つ
い
て
は
、
そ
う
名
づ
け
ら
れ
た
わ
け
を
知
る
が
よ
い
。(

性
と
は)

手
が
加
え
ら

れ
る
こ
と
な
く
発
生
し
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
自
然
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
も
し

善
が
自
然
と
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
教
訓
（
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
善
は
）

は
、
も
は
や
性
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
わ
け
で
米
は
粟
か
ら
産
出
す
る
が
、(

だ
か
ら
と
い

っ
て)

粟
は
米
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
玉
は

璞

か
ら
作
り
出
さ
れ
る
が
、(

だ

あ
ら
た
ま

か
ら
と
い
っ
て)

璞

は
玉
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
善
は
性
か
ら
生
み
出
さ
れ

あ
ら
た
ま

る
が
、(

だ
か
ら
と
い
っ
て)

性
は
善
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と
類
似
す

る
も
の
は
多
く
、
物
に
あ
る
場
合
は
そ
う
だ
と
み
な
し
、
性
に
あ
る
場
合
は
そ
う
だ
と
み

な
さ
な
い
、（
と
す
れ
ば
）
ど
う
し
て
（
人
の
性
の
場
合
だ
け
）
類
似
す
る
も
の
に
通
じ
な

い
の
か
。
卵
の
性
は
す
ぐ
に
は
雛
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
繭
の
性
は
す
ぐ
に
は
糸
と

な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
麻
の
性
は
す
ぐ
に
は
糸
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
粟
の
性
は

す
ぐ
に
は
米
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
春
秋
』
は
物
事
の
道
理
を
区
別
し
て
そ
の
名
称
を
正
す
。
物
に
名
づ
け
る
場
合
は
必

ず
各
お
の
そ
の
真
実
の
さ
ま
に
よ
る
。
そ
の
意
味
を
真
実
と
す
る
と
き
、
そ
の
事
実
を
真

実
と
す
る
と
き
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
名
を
つ
け
る
。「
霣
石
」
を
名
づ
く
る
と
き
は
、
そ
れ

が
五
つ
で
あ
っ
た
こ
と
を
後
に
表
現
し
、「
退
飛
」
を
名
づ
け
る
と
き
は
、
そ
れ
が
六
羽
で

あ
っ
た
こ
と
を
先
に
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
皆
そ
の
真
実
の
さ
ま
に
よ
る
の
で
あ
る
。

「
聖
人
の
言
葉
の
使
い
方
は
、
一
言
た
り
と
も
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
の
で
あ
る
」。
性
と
い

う
の
は
、
手
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
で
あ
る
。
善
と
い
う
の
は
、
王

教
が
加
え
ら
れ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
が
無
け
れ
ば
、
王
教

も
教
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
王
教
が
無
け
れ
ば
、
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
も
善
に
な
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
で
あ
る
の
に
、
善
性
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ

の
名
は
正
し
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て(

そ
の
説
は
）
受
け
つ
け
な
い
の
で
あ
る
。

郊
義
第
六
十
六

王
者
は
年
に
一
度
、
年
始
に
天
を
祭
る
郊
祭
を
行
う
。
こ
れ
は
天
が
百
神
の
君
で
あ
り
、

王
者
が
尊
ぶ
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

郊
義
。
春
秋
之
法
、
王
者
歳
一
祭
天
於
郊
、
四
祭
於
宗
廟
。
宗
廟
因
於
四
時
之
易
、
郊

因
於
新
歳
之
初
。
聖
人
有
以
起
之
。
其
（
以
）〔
於
〕
①
祭
不
可
不
親
也
。

天
者
百
神
之
君
也
。
王
者
之
所
最
尊
也
。
以
最
尊
天
之
故
、
故
易
（
始
）
②
歳
更
紀
。

即
以
其
初
郊
。
郊
必
以
正
月
上
辛
者
、
言
以
所
最
尊
首
一
歳
之
事
。
毎
更
紀
者
、
以
（
郊
）

③
郊
祭
首
之
、
先
貴
之
義
、
尊
天
之
道
也
。

【
校
記
】

①
「
以
」

蘇
輿
に
従
い
、「
於
」
に
改
め
る
。

②
「
始
」

蘇
輿
に
従
い
、
削
除
す
る
。

③
「
郊
」

兪
樾
に
従
い
、
削
除
す
る
。
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【
書
き
下
し
文
】

郊
義
第
六
十
六
①

郊
義
②
。『
春
秋
』
の
法
、
王
者
は
歳
に
一
た
び
天
を
郊
に
祭
り
③
、
四
た
び
宗
廟
に
祭

る
。
宗
廟
は
四
時
の
易
に
因
り
④
、
郊
は
新
歳
の
初
め
に
因
る
。
聖
人
以
有
り
て
之
を
起

ゆ
え

す
、
其
れ
祭
に
於
て

親
ら
せ
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

み
づ
か

天
は
百
神
の
君
な
り
、
王
者
の
最
も
尊
ぶ
所
な
り
。
最
も
天
を
尊
ぶ
の
故
を
以
て
の
故

に
歳
を
易
へ
紀
を

更

む
る
に
⑤
、
即
ち
其
の
初
め
を
以
て
郊
す
。
郊
は
必
ず
正
月
上
辛
を

か

あ
ら
た

以
て
す
る
は
⑥
、
最
も
尊
ぶ
所
を
以
て
一
歳
の
事
に
首
と
す
る
を
言
ふ
。
紀
を

更

む
る
毎

あ
ら
た

ご
と

に
郊
祭
を
以
て
之
を
首
と
す
る
は
、
貴
を
先
に
す
る
の
義
、
天
を
尊
ぶ
の
道
な
り
。

【
注
】

①

『
義
證
』
引
の
錢
塘
は
、「
此
れ
當
に
郊
を
論
ず
る
の
首
篇
と
爲
す
べ
し
。
且
つ
下
と

合
し
て
一
篇
と
爲
す
。
後
人
編
次
し
て
之
を
失
す
」
と
い
い
、
兪
樾
は
、「
案
ず
る
に
郊

語
・
郊
義
・
郊
祭
・
郊
祀
の
四
篇
は
實
は
止
だ
一
篇
の
み
。
殆
ど
後
人
取
り
て
『
崇
文

總
目
』
の
八
十
二
篇
の
數
に
足
さ
ん
と
欲
す
る
に
由
り
て
、
意
を
以
て
妄
り
に
之
を
分

つ
の
み
な
ら
ん
」
と
い
う
。
錢
塘
は
郊
義
を
郊
を
論
じ
る
諸
篇
の
冒
頭
と
す
る
が
、
兪

樾
は
そ
う
は
見
て
い
な
い
。
「
郊
義
」
と
い
う
標
題
を
有
す
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
錢
塘

の
説
の
ほ
う
が
長
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

②

蘇
輿
は
、「
二
字
標
題
、
他
篇
に
無
き
所
な
り
」
と
い
い
、
錢
塘
の
「
二
字
は
真
に
古

の
篇
名
、
餘
は
倶
に
後
人
の
分
ち
て
之
が
名
を
爲
す
所
に
し
て
、
本
書
の
舊
に
非
ず
」

を
引
く
。
他
の
篇
に
は
こ
の
よ
う
な
標
題
は
な
く
、
こ
の
篇
は
古
い
形
を
残
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

③

「
郊
」
と
は
王
者
が
天
地
を
祭
る
祭
り
の
こ
と
で
あ
る
。『
尚
書
』
召
誥
に
、

三
日
丁
巳
に
越
ん
で
、
牲
を
郊
に
用
ふ
。（
越
三
日
丁
巳
、
用
牲
于
郊
）

お
よ

『
漢
書
』
郊
祀
志
上
に
、

古
は
、
天
子
夏
に
親
ら
上
帝
を
郊
に
郊
祀
す
、
故
に
郊
と
曰
ふ
。（
古
者
、
天
子
夏

親
郊
祀
上
帝
於
郊
、
故
曰
郊
）

同
郊
祀
志
下
に
、

帝
王
の
事
は
天
の
序
を
承
く
る
よ
り
大
な
る
は
莫
く
、
天
の
序
を
承
く
る
は
郊
祀

よ
り
重
き
は
莫
し
。
…
…
天
を
南
郊
に
祭
る
は
、
陽
の
義
に
就
く
な
り
。
地
を
北

郊
に
瘞
す
る
は
、
陰
の
象
に
即
く
な
り
。（
帝
王
之
事
莫
大
乎
承
天
之
序
、
承
天
之

え
い

序
莫
重
於
郊
祀
。
…
…
祭
天
於
南
郊
、
就
陽
之
義
也
。
瘞
地
於
北
郊
、
即
陰
之
象

也
）

と
あ
る
。
ま
た
蘇
輿
は
、
僖
公
三
十
三
年
『
公
羊
傳
』「
天
子
祭
天
」
の
何
休
注
の
、

郊
は
天
を
祭
る
所
以
な
り
。
天
子
祭
る
所
は
、
郊
よ
り
重
き
は
莫
し
。（
郊
者
、
所

以
祭
天
也
。
天
子
所
祭
、
莫
重
於
郊
）

を
引
く
。

④

「
四
祭
」
は
四
時
の
祭
り
。『
繁
露
』
四
祭
第
六
十
八
に
、

四
祭
と
は
四
時
の
生
熟
す
る
所
に
因
り
て
、
其
の
先
祖
父
母
を
祭
る
な
り
。
故
に

春
は
祠
と
曰
ひ
、
夏
は
礿
と
曰
ひ
、
秋
は
嘗
と
曰
ひ
、
冬
は
蒸
と
曰
ふ
。（
四
祭
者

因
四
時
之
所
生
（
孰
）
〔
熟
〕
、
而
祭
其
先
祖
父
母
也
。
故
春
曰
祠
、
夏
曰
礿
、
秋

曰
嘗
、
冬
曰
蒸
）

と
あ
る
。
蘇
輿
は
、
桓
公
八
年
『
公
羊
傳
』「
春
曰
祠
、
夏
曰
礿
、
秋
曰
嘗
、
冬
曰
烝
」

の
何
休
注
の
、

天
子
は
四
祭
四
薦
、
諸
侯
は
三
祭
三
薦
。（
天
子
四
祭
四
薦
、
諸
侯
三
祭
三
薦
）

を
引
く
。
た
だ
『
禮
記
』
王
制
に
は
、

天
子
諸
侯
、
宗
廟
の
祭
は
、
春
を
礿
と
曰
ひ
、
夏
を
禘
と
曰
ひ
、
秋
を
嘗
と
曰
ひ
、

冬
を
烝
と
曰
ふ
。（
天
子
諸
侯
、
宗
廟
之
祭
、
春
曰
礿
、
夏
曰
禘
、
秋
曰
嘗
、
冬
曰

烝
）

と
あ
り
、
『
繁
露
』
『
公
羊
傳
』
と
名
称
が
異
な
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
王
制
の
鄭

玄
注
に
は
「
此
れ
蓋
し
夏
殷
の
祭
名
な
ら
ん
。
周
は
則
ち
之
を
改
め
て
『
春
を
祠
と
曰

ひ
、
夏
を
礿
と
曰
ふ
』
と
す
」
と
い
う
。
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⑤

木
星
が
十
二
ヶ
月
を
か
け
て
天
を
一
周
す
る
こ
と
を
「
一
歳
」
と
い
う
。『
淮
南
子
』

時
則
訓
・
季
冬
に
、

是
の
月
や
、
日
は
次
に
窮
ま
り
、
月
は
紀
に
窮
ま
り
、
星
は
天
を
周
り
、
歳
は
將

に
更
始
せ
ん
と
す
。（
是
月
也
、
日
窮
于
次
、
月
窮
于
紀
、
星
周
于
天
、
歳
將
更
始
）

と
あ
る
。

⑥

「
上
辛
」
は
正
月
の
最
初
の
辛
の
日
を
い
う
。『
繁
露
』
郊
語
第
六
十
五
に
、

周
に
於
い
て
は
郊
を
以
て
百
神
の
始
め
と
爲
し
、
始
め
て
歳
首
に
入
る
に
、
必
ず

正
月
上
辛
の
日
を
以
て
し
、
先
づ
天
を
享
し
、
乃
ち
敢
て
地
と
爲
す
は
、
貴
き
を

先
に
す
る
の
義
な
り
。（
於
周
以
郊
爲
百
神
始
。
始
入
歳
首
、
必
以
正
月
上
辛
日
、

先
享
天
、
乃
敢
（
於
）〔
爲
〕
地
、
先
貴
之
義
也
）

同
郊
事
對
第
七
十
一
に
、

古
は
、
天
子
の
禮
は
、
郊
よ
り
重
き
は
莫
し
。
郊
の
常
に
正
月
上
辛
を
以
て
す
る

は
、
百
神
を
先
に
し
て
最
も
前
に
居
る
所
以
な
り
。（
古
者
天
子
之
禮
、
莫
重
於
郊
。

ゆ

ゑ

ん

郊
常
以
正
月
上
辛
者
、
所
以
先
百
神
而
最
居
前
）

と
あ
る
。
ま
た
成
公
十
七
年
「
九
月
辛
丑
用
郊
」
の
『
公
羊
傳
』
に
、

用
と
は
何
ぞ
や
。
用
と
は
、
宜
し
く
用
ふ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
九
月
は
、
郊
を
用

ふ
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
郊
は
曷
用
ふ
る
。
郊
は
正
月
上
辛
を
用
ふ
。

い
つ

（
用
者
何
。
用
者
、
不
宜
用
也
。
九
月
、
非
所
用
郊
也
。
然
則
郊
曷
用
。
郊
用
正

月
上
辛
）

と
あ
り
、
そ
の
何
休
注
に
は
、

魯
の
郊
、
博
く
春
の
三
月
を
卜
す
る
に
、
正
月
と
言
ふ
は
、
因
り
て
百
王
の
正
は

ひ
ろ

當
に
用
ふ
べ
き
所
な
る
を
見
せ
ば
な
り
。
三
王
の
郊
は
、
一
は
夏
正
を
用
ふ
。
正

し
め

月
と
言
ふ
は
、『
春
秋
』
の
制
な
り
。
正
月
は
歳
首
、
上
辛
は
猶
ほ
始
新
の
ご
と
し
、

皆
首
先
の
意
を
取
る
。(

魯
郊
博
卜
春
三
月
、
言
正
月
者
、
因
見
百
王
正
、
所
當
用

也
。
三
王
之
郊
、
一
用
夏
正
。
言
正
月
者
、
春
秋
之
制
也
。
正
月
者
歳
首
、
上
辛

猶
始
新
。
皆
取
其
首
先
之
意)

と
い
う
。

【
現
代
語
訳
】

郊
義
。
『
春
秋
』
の
法
に
よ
れ
ば
、
王
者
は
一
年
に
一
度
、
（
城
の
南
の
）
郊
（
外
）
で

天
を
祭
り
、
四
度
宗
廟
で
祭
る
。
宗
廟
（
に
お
け
る
祭
祀
）
は
四
季
の
か
わ
り
目
で
あ
る

こ
と
か
ら
行
わ
れ
、
郊
祭
は
新
し
い
年
の
始
め
で
あ
る
こ
と
か
ら
行
わ
れ
る
。
聖
人
が
こ

の
よ
う
に
祭
祀
を
は
じ
め
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
祭
祀
は
（
王
が
）
み

づ
か
ら
執
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

天
は
あ
ら
ゆ
る
神
の
君
で
あ
り
、
王
者
が
も
っ
と
も
尊
ぶ
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
天

を
尊
ぶ
こ
と
か
ら
、
年
度
が
か
わ
っ
た
時
に
す
ぐ
に
そ
の
初
め
に
郊
祭
を
行
う
。
郊
祭
が

か
な
ら
ず
正
月
の
最
初
の
辛
の
日
に
行
わ
れ
る
の
は
、
も
っ
と
も
尊
ぶ
天
を
、
一
年
の
あ

ら
ゆ
る
事
柄
の
冒
頭
に
置
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
年
度
が
か
わ
る
た
び
に
、
一
年
の
冒
頭

で
郊
祭
を
行
う
の
は
、
貴
い
も
の
を
先
に
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
天
を
尊
ぶ
道
理
で

あ
る
。郊

祭
第
六
十
七

郊
祭
は
天
を
祭
る
重
要
な
祭
り
で
あ
る
の
で
、
た
と
え
大
喪
が
あ
っ
て
も
や
め
る
こ
と

は
な
い
。
天
子
は
天
か
ら
命
を
う
け
て
王
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
天
を
祭
る
郊

祭
を
か
な
ら
ず
年
始
に
行
い
、
軍
を
お
こ
す
た
び
に
郊
祭
を
行
う
と
す
る
。

春
秋
之
義
、
國
有
大
喪
者
、
止
宗
廟
之
祭
、
而
不
止
郊
祭
。〔
不
止
郊
祭
者
〕
①
、
不
敢

以
父
母
之
喪
、
廢
事
天
〔
地
〕
②
之
禮
也
。
父
母
之
喪
、
至
哀
痛
悲
苦
也
、
尚
不
敢
廢
郊

也
。
孰
足
以
廢
郊
者
。
故
其
在
禮
、
亦
曰
、
喪
者
不
祭
、
唯
祭
天
、
爲
越
喪
而
行
事
。
夫

古
之
畏
敬
天
而
重
天
郊
、
如
此
甚
也
。

今
羣
臣
學
士
不
（
探
）〔
深
〕
③
察
、
曰
、
萬
民
多
貧
、
或
頗
饑
寒
、
足
郊
乎
。
是
何
言



127

坂本具償 他：『春秋繁露』訳注稿奉本・深察名號・實性・郊義・郊祭・四祭篇

之
誤
。
天
子
父
母
事
天
、
而
子
孫
畜
萬
民
。
民
未
徧
飽
無
用
祭
天
者
、
是
猶
子
孫
未
得
食
、

無
用
食
父
母
也
。
言
莫
逆
於
是
、
是
其
去
禮
遠
也
。

〔
禮
者
〕
④
先
貴
而
後
賤
。
孰
貴
於
天
（
子
）〔
乎
〕
⑤
。
天
子
號
天
之
子
也
。
奈
何
受

爲
天
子
之
號
、
而
無
天
子
之
禮
。
天
子
不
可
不
祭
天
也
、
無
異
人
之
不
可
以
不
食
父
。
爲

人
子
而
不
事
父
者
、
天
下
莫
能
以
爲
可
。
今
爲
天
之
子
而
不
事
天
、
何
以
異
是
。
是
故
天

子
毎
至
歳
首
、
必
先
郊
祭
以
享
天
、
乃
敢
爲
地
、
行
子
禮
也
。
毎
將
興
師
、
必
先
郊
祭
以

告
天
、
乃
敢
征
伐
、
行
子
道
也
。
文
王
受
天
命
而
王
天
下
、
先
郊
乃
敢
行
事
、
而
興
師
伐

崇
。
其
詩
曰
、
芃
芃
棫
樸
、
薪
之
槱
之
。
濟
濟
辟
王
、
左
右
趨
之
。
濟
濟
辟
王
、
左
右
奉

璋
。
奉
璋
峩
峩
、
髦
士
攸
宜
、
此
郊
辭
也
。
其
下
曰
、
淠
彼
涇
舟
、
烝
徒
檝
之
。
周
王
於

邁
、
六
師
及
之
、
此
伐
辭
也
。
其
下
曰
、
文
王
受
命
、
有
此
武
功
。
既
伐
于
崇
、
作
邑
於

豐
。
以
此
辭
者
、
見
文
王
受
命
則
郊
、
郊
乃
伐
崇
。
伐
崇
之
時
、
民
何
（
處
央
）〔
遽
平
〕

⑥
乎
。

【
校
記
】

①

劉
師
培
に
従
い
、「
不
止
郊
祭
者
」
の
五
字
を
補
う
。

②

「
地
」

蘇
輿
・
劉
師
培
に
従
い
、「
地
」
字
を
削
除
す
る
。

③

「
探
」

兪
樾
に
従
い
、「
深
」
に
改
め
る
。

④

錢
塘
に
従
い
、「
禮
者
」
の
二
字
を
補
う
。

⑤

「
子
」

陶
鴻
慶
に
従
い
「
乎
」
に
改
め
る
。

⑥

「
處
央
」

盧
文
弨
に
従
い
、「
遽
平
」
に
改
め
る
。

【
書
き
下
し
文
】

『
春
秋
』
の
義
、
國
に
大
喪
①
有
れ
ば
、
宗
廟
の
祭
り
を
止
ど
め
、
郊
祭
を
止
め
ず
。

と
ど

郊
祭
を
止
め
ざ
る
は
、
敢
て
父
母
の
喪
を
以
て
、
天
に
事
ふ
る
の
禮
を
廢
さ
ざ
れ
ば
な
り
。

と
ど

父
母
の
喪
は
、
至
っ
て
哀
痛
悲
苦
な
る
も
、
尚
ほ
敢
へ
て
郊
を
廢
さ
ざ
る
な
り
。
孰
か
以

て
郊
を
廢
す
る
に
足
る
者
あ
ら
ん
や
。
故
に
其
の
、
禮
に
在
り
て
は
、
亦
、「
喪
に
は
祭
ら

ず
、
唯
だ
天
を
祭
る
の
み
、
喪
を
越
え
て
事
を
行
ふ
を
爲
す
」
②
と
曰
ふ
。
夫
れ
古
の
、

天
を
畏
敬
し
て
天
の
郊
を
重
ん
ず
る
こ
と
、
此
の
如
く
甚
し
き
な
り
。

今
羣
臣
學
士
は
深
く
は
察
せ
ず
し
て
、「
萬
民
貧
多
し
、
或
い
は
頗
る
饑
寒
す
、
郊
す
る

に
足
る
か
」
と
曰
ふ
。
是
れ
何
ぞ
言
の
誤
れ
る
や
③
。
天
子
は
父
母
の
ご
と
く
天
に
事
へ
、

子
孫
の
ご
と
く
萬
民
を
畜
ふ
。
民
未
だ

徧

く
は
飽
か
ざ
れ
ば
用
て
天
を
祭
る
無
き
者
は
、

あ
ま
ね

是
れ
猶
ほ
子
孫
未
だ
食
を
得
ざ
れ
ば
用
て
父
母
を

食
ふ
無
き
が
ご
と
き
な
り
。
言
、
是
れ

や
し
な

よ
り
逆
な
る
は
莫
く
、
是
れ
其
れ
禮
を
去
る
こ
と
遠
き
な
り
。

禮
は
、
貴
を
先
に
し
て
賤
を
後
に
す
る
も
、
孰
か
天
よ
り
貴
か
ら
ん
。
天
子
は
天
の
子

た
れ

と
號
す
る
な
り
。
奈
何
ぞ
天
子
た
る
の
號
を
受
け
て
、
天
子
の
禮
無
か
ら
ん
や
。
天
子
、

い

か

ん

天
を
祭
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
は
、
人
の
、
以
て
父
を

食

ふ
可
か
ら
ざ
る
に
異
な
る
無
し
。

や
し
な

④
人
の
子
と
爲
り
て
父
に
事
へ
ざ
る
者
は
、
天
下
能
く
以
て
可
と
爲
す
莫
し
。
今
天
の
子

と
爲
り
て
天
に
事
へ
ざ
れ
ば
、
何
を
以
て
是
に
異
な
ら
ん
。
是
の
故
に
天
子
は
歳
首
に
至

る
毎
に
、
必
ず
先
づ
郊
祭
し
て
以
て
天
を
享
し
、
乃
ち
敢
て
地
を
爲
し
、
子
の
禮
を
行
ふ

な
り
。
將
に
師
を
興
さ
ん
と
す
る
毎
に
、
必
ず
先
づ
郊
祭
し
て
以
て
天
に
告
げ
、
乃
ち
敢

て
征
伐
す
る
は
、
子
の
道
を
行
ふ
な
り
。
文
王
、
天
の
命
を
受
け
て
天
下
に
王
た
る
と
き
、

先
づ
郊
し
、
乃
ち
敢
て
事
を
行
ひ
、
師
を
興
し
て
崇
を
伐
つ
⑤
。
其
の
『
詩
』
に
、「
芃
芃

ほ
う
ほ
う

た
る
棫
樸
、
之
を
薪
に
し
之
を
槱
に
す
。
濟
濟
た
る
辟
王
、
左
右
之
に
趨
く
。
濟
濟
た
る

辟
王
、
左
右
璋
を
奉
ず
。
璋
を
奉
ず
る
こ
と
峩
峩
た
り
、
髦
士
の
宜
し
き

攸

」
⑥
と
曰
ふ

と
こ
ろ

は
、
此
れ
郊
辭
な
り
。
其
の
下
に
、「
淠
た
る
彼
の
涇
舟
、
烝
徒
之
に
檝
さ
す
。
周
王
于
き

ひ

邁
き
、
六
師
之
に
及
ぶ
」
⑦
と
曰
ふ
は
、
此
れ
伐
辭
な
り
。
其
の
下
に
、「
文
王
命
を
受
け
、

此
の
武
功
有
り
。
既
に
崇
を
伐
ち
、
邑
を
豐
に
作
る
」
⑧
と
曰
ふ
。
此
の
辭
を
以
て
す
る

は
、
文
王
命
を
受
く
れ
ば
則
ち
郊
し
、
郊
し
て
乃
ち
崇
を
伐
つ
を
見
す
。
崇
を
伐
つ
の
時
、

民
何
ぞ
遽
か
に
平
ら
げ
ら
れ
ん
や
。

に
は

【
注
】
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①

「
大
喪
」
は
国
君
の
父
母
が
な
く
な
る
こ
と
を
い
う
。

②

喪
の
間
は
祭
祀
を
行
わ
な
い
の
が
礼
で
あ
る
が
、
天
地
社
稷
の
祭
祀
は
重
要
な
行
事

な
の
で
、
喪
だ
か
ら
と
い
っ
て
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。『
禮
記
』
王
制
に
、

夫
れ
喪
に
は
三
年
祭
ら
ず
、
唯
だ
天
地
社
稷
を
祭
る
の
み
、
紼
を
越
へ
て
事
を
行

ふ
つ

ふ
と
爲
す
。（
夫
喪
、
三
年
不
祭
、
唯
祭
天
地
社
稷
、
爲
越
紼
而
行
事
）

と
あ
り
、
鄭
注
に
「
敢
て
卑
を
以
て
尊
を
廢
さ
ず
。
越
は
猶
ほ
躐
の
ご
と
き
な
り
。
紼

り
ょ
う

は
輴
車
の
索
な
り
」
と
い
う
。

③

蘇
輿
は
、『
白
虎
通
』
禮
樂
篇
の
、

太
平
な
れ
ば
乃
ち
禮
を
制
し
樂
を
作
る
は
何
ぞ
や
。
夫
れ
禮
樂
は
奢
淫
を
防
ぐ
所

以
な
り
。
天
下
人
民
饑
寒
し
て
、
何
を
か
樂
し
ま
ん
や
。（
太
平
乃
制
禮
作
樂
何
。

夫
禮
樂
所
以
防
奢
淫
。
天
下
人
民
饑
寒
、
何
樂
乎
）

を
引
い
て
、「
羣
臣
學
士
殆
ど
此
の
説
を
習
ふ
」
と
い
う
。

④

「
爲
人
子
而
不
事
父
者
」
以
下
の
百
九
十
五
字
は
も
と
も
と
郊
祀
篇
の
冒
頭
に
あ
っ

た
も
の
で
あ
り
、
盧
文
弨
は
本
篇
の
錯
簡
と
み
な
し
て
い
る
。
凌
曙
本
・
義
證
本
は
そ

れ
に
従
い
、
こ
こ
に
移
動
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
「
不
食
父
」
に
続
い
て
い
た
「
故
古

之
聖
王
」
云
云
の
四
百
六
十
餘
字
を
、
義
證
本
は
盧
文
弨
に
従
い
、
郊
語
篇
の
末
に
移

す
。

⑤

「
崇
」
は
殷
の
こ
ろ
の
国
の
名
で
、
鯀
の
封
ぜ
ら
れ
た
国
。
文
王
は
崇
侯
虎
の
讒
言

に
よ
り
、
羑
里
に
囚
え
ら
れ
た
。
文
王
は
脱
出
し
て
帰
り
、
崇
侯
虎
を
伐
ち
豐
邑
を
造

っ
た
。（
『
史
記
』
殷
本
紀
）『
白
虎
通
』
三
軍
篇
に
、

王
者
命
を
受
く
れ
ば
、
質
家
は
伐
を
先
に
し
、
文
家
は
朔
を
改
む
る
を
先
に
す
る

は
何
ぞ
や
。
質
家
は
言
ふ
、
天
命
已
に
己
を
し
て
無
道
を
誅
せ
じ
む
、
今
誅
し
て

王
と
爲
る
を
得
、
故
に
伐
を
先
に
す
。
文
家
は
言
ふ
、
天
命
已
に
成
り
王
者
と
爲

り
、
乃
ち
王
者
を
誅
伐
す
る
を
得
る
の
み
、
故
に
正
朔
を
改
む
る
を
先
に
す
る
な

り
。（
王
者
受
命
、
質
家
先
伐
、
文
家
先
改
朔
何
。
質
家
言
、
天
命
已
使
己
誅
無
道
、

今
誅
得
爲
王
、
故
先
伐
。
文
家
言
、
天
命
已
成
爲
王
者
、
乃
得
誅
伐
王
者
耳
、
故

先
改
正
朔
也
）

と
あ
る
。

⑥

こ
の
四
句
は
大
雅
・
棫
樸
の
一
節
。
蘇
輿
は
、『
詩
推
度
災
』（
『
説
郛
』）
の
、

王
者
命
を
受
く
れ
ば
、
必
ず
先
づ
天
を
祭
り
、
乃
ち
王
事
を
行
ふ
。
詩
に
曰
く
、

濟
濟
た
る
辟
王
、
左
右
璋
を
奉
ず
。
此
れ
文
王
の
天
を
祭
る
な
り
。（
王
者
受
命
、

必
先
祭
天
、
乃
行
王
事
。
詩
曰
、
濟
濟
辟
王
、
左
右
奉
璋
。
此
文
王
之
祭
天
也
）

定
公
八
年
『
公
羊
傳
』「
璋
判
白
何
」
の
何
休
注
の
、

傳
に
獨
り
璋
と
言
ふ
は
、
郊
し
て
天
に
事
ふ
る
所
以
、
尤
も
重
し
。『
詩
』
に
云
ふ
、

ゆ

ゑ

ん

璋
を
奉
ず
る
こ
と
峩
峩
た
り
、
髦
士
の
宜
し
き
攸

、
是
れ
な
り
。（
傳
獨
言
璋
者
、

が

が

ば
う

し

と
こ
ろ

所
以
郊
事
天
尤
重
。
詩
云
、
奉
璋
峩
峩
、
髦
士
攸
宜
、
是
也
）

を
引
い
て
、「
竝
び
に
以
て
郊
辭
と
爲
す
。
鄭
箋
は
則
ち
以
て
宗
廟
の
祭
り
と
爲
す
」
と

い
う
。

⑦

こ
の
四
句
も
大
雅
・
棫
樸
の
一
節
。

⑧

こ
の
四
句
は
大
雅
・
文
王
有
聲
の
一
節
。

【
現
代
語
訳
】

『
春
秋
』
の
大
義
に
よ
れ
ば
、
国
に
重
大
な
葬
儀
が
あ
れ
ば
、
宗
廟
の
祭
祀
は
中
止
す

る
が
、
郊
祭
は
中
止
し
な
い
。
郊
祭
を
中
止
し
な
い
の
は
、
父
母
の
葬
儀
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
天
に
事
え
る
礼
を
廃
止
す
る
こ
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
父
母
の
葬
儀
は
き
わ
め

て
悲
し
く
苦
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
そ
れ
に
よ
っ
て
郊
祭
を
廃
止
す
る
よ
う
な

こ
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
郊
祭
を
廃
止
す
る
に
足
る
事
柄
と
い
う
も
の
は
存

在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
礼
の
規
定
に
よ
れ
ば
や
は
り
「
喪
の
期
間
に
は
祭
祀
を

行
わ
な
い
、
た
だ
天
を
祭
祀
す
る
だ
け
で
あ
る
、
こ
れ
は
喪
を
超
越
し
て
祭
事
を
行
う
の

で
あ
る
」
と
あ
る
。
そ
も
そ
も
古
代
に
お
い
て
は
こ
れ
ほ
ど
に
天
を
畏
敬
し
、
天
に
対
す

る
郊
祭
を
重
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

今
、
群
臣
や
学
者
は
深
く
考
え
も
せ
ず
に
、「
人
民
に
は
貧
し
い
も
の
が
多
い
し
、
饑
え

や
寒
さ
に
苦
し
む
も
の
も
た
く
さ
ん
お
り
ま
す
。（
こ
の
よ
う
な
と
き
に
）
郊
祭
を
行
う
必
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要
は
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
い
う
。
こ
れ
は
な
ん
と
誤
っ
た
言
い
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

天
子
は
父
母
に
つ
か
え
る
よ
う
に
天
に
つ
か
え
、
子
や
孫
を
養
う
よ
う
に
人
民
を
養
う
。

す
べ
て
の
人
民
が
満
腹
に
な
ら
な
け
れ
ば
天
を
祭
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
の
は
、
子
や

孫
が
食
べ
も
の
を
手
に
入
ら
な
け
れ
ば
父
母
を
養
わ
な
い
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ

れ
ほ
ど
道
理
に
は
ず
れ
た
話
は
な
い
し
、
ま
こ
と
に
礼
に
か
な
っ
て
は
い
な
い
。

禮
に
よ
れ
ば
、
貴
い
も
の
を
先
に
し
賎
し
い
も
の
を
後
に
す
る
と
あ
る
が
、
天
よ
り
貴

い
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
天
子
は
天
の
子
と
称
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
天
子
と
い
う

称
号
を
受
け
て
お
き
な
が
ら
、
天
子
の
礼
を
行
わ
な
く
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
子

が
天
を
祭
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
が
父
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
異
な

ら
な
い
。
人
の
子
で
あ
り
な
が
ら
父
に
つ
か
え
な
い
も
の
を
、
天
下
の
人
々
が
認
め
る
は

ず
は
な
い
。
今
、
天
の
子
で
あ
り
な
が
ら
天
に
つ
か
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
と
異

な
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
天
子
は
歳
の
始
め
に
な
る
た
び
に
、
か
な
ら
ず
最
初

に
郊
祭
を
行
っ
て
天
を
饗
応
し
、
そ
れ
か
ら
地
を
祭
る
祭
祀
を
行
う
。
こ
れ
が
子
と
し
て

の
礼
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
軍
隊
を
お
こ
そ
う
と
す
る
た
び
に
か
な
ら
ず
最
初
に
郊
祭
を

行
っ
て
天
に
報
告
し
、
そ
れ
か
ら
征
伐
に
出
発
す
る
。
こ
れ
が
子
と
し
て
の
道
を
行
う
こ

と
で
あ
る
。
文
王
は
天
命
を
受
け
て
天
下
に
王
と
な
る
と
、
最
初
に
郊
祭
を
行
い
、
そ
こ

で
は
じ
め
て
（
天
子
と
し
て
の
）
職
務
を
実
行
し
、
軍
隊
を
お
こ
し
て
崇
を
征
伐
し
た
。

こ
の
こ
と
を
詠
ん
だ
『
詩
』
に
、「
叢
生
す
る
茂
っ
た
タ
ラ
の
木
は
薪
に
利
用
し
積
ん
で
お

く
。
威
儀
の
盛
ん
な
君
主
は
左
右
の
群
臣
が
つ
き
し
た
が
う
。
威
儀
の
盛
ん
な
君
主
は
、

左
右
の
群
臣
が
璋
瓚
を
さ
さ
げ
も
っ
て
い
る
。
璋
瓚
を
さ
さ
げ
も
つ
よ
う
す
は
盛
壮
で
、

こ
れ
は
優
秀
な
士
が
担
当
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
郊
祭
の
よ
う
す
を
述
べ

た
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
下
に
、「
涇
水
を
は
し
る
船
は
た
く
さ
ん
の
人
が
楫
さ
し
て
進
む
。

周
の
天
子
が
出
征
す
る
と
、
六
軍
が
し
た
が
う
」
と
あ
る
の
は
、
征
伐
の
よ
う
す
を
述
べ

た
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
下
に
、「
文
王
は
天
命
を
受
け
、
崇
を
伐
つ
と
い
う
功
績
が
あ
っ
た
。

崇
を
伐
っ
た
あ
と
、
都
を
豐
邑
に
作
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
書
き
方
を
し
て
い
る

の
は
、
文
王
が
天
命
を
受
け
る
と
郊
祭
を
行
い
、
郊
祭
を
行
っ
て
か
ら
崇
を
征
伐
し
た
こ

と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。（
そ
う
で
な
け
れ
ば
）
崇
を
征
伐
し
た
時
、
人
民
が
ど
う
し
て
平

定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

四
祭
第
六
十
八

ふ
る
く
は
一
年
に
四
度
、
春
夏
秋
冬
に
祭
祀
を
行
っ
た
。
そ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
祠
・
礿
・

嘗
・
蒸
と
い
い
、
各
季
節
に
成
熟
す
る
作
物
を
供
え
て
先
祖
・
父
母
を
お
祭
り
す
る
の
で

あ
る
。
本
篇
は
錯
簡
が
あ
り
、
後
半
は
郊
祭
篇
と
重
複
し
て
い
る
の
で
、
四
祭
篇
本
来
の

姿
を
ど
れ
ほ
ど
伝
え
て
い
る
か
疑
問
の
と
こ
ろ
が
あ
る
。

古
者
歳
四
祭
。
四
祭
者
因
四
時
之
所
生
（
孰
）〔
熟
〕
①
、
而
祭
其
先
祖
父
母
也
。
故
春

曰
祠
、
夏
曰
礿
、
秋
曰
嘗
、
冬
曰
蒸
。
此
言
不
失
其
時
、
以
奉
祭
先
祖
〔
父
母
〕
②
也
。

過
時
不
祭
、
則
失
爲
人
子
之
道
也
。
祠
者
以
正
月
始
食
韭
也
。
礿
者
以
四
月
食
麥
也
。
嘗

者
以
七
月
嘗
黍
稷
也
。
蒸
者
以
十
月
進
初
稻
也
。
此
天
之
經
也
、
地
之
義
也
。
孝
子
孝
婦
、

縁
天
之
時
、
因
地
之
利
。
地
之
菜
茹
瓜
果
、
藝
之
稻
麥
黍
稷
、
菜
生
穀
熟
、
永
思
吉
日
、

供
具
祭
物
、
齋
戒
沐
浴
、
潔
清
致
敬
、
祀
其
先
祖
父
母
、
孝
子
孝
婦
、
不
使
時
過
、
己
處

之
以
愛
敬
、
行
之
以
恭
讓
、
亦
殆
免
於
罪
矣
。

已
受
命
而
王
、
必
先
祭
天
、
乃
行
王
事
。
文
王
之
伐
崇
、
是
也
。
詩
曰
、
濟
濟
辟
王
、

左
右
奉
璋
、
奉
璋
峩
峩
、
髦
士
攸
宜
。
此
文
王
之
郊
也
。
其
下
之
辭
曰
、
淠
彼
涇
舟
、
烝

徒
檝
之
。
周
王
于
邁
、
六
師
及
之
、
此
文
王
之
伐
崇
也
。
上
言
奉
璋
、
下
言
伐
崇
、
以
是

見
文
王
之
先
郊
而
後
伐
也
。
文
王
受
命
則
郊
、
郊
乃
伐
崇
。
崇
國
之
民
、
方
困
於
暴
亂
之

君
、
未
得
被
聖
人
徳
澤
、
而
文
王
已
郊
矣
。
安
在
徳
澤
未
洽
者
不
可
以
郊
乎
。

【
校
記
】

①

「
孰
」

宋
本
に
従
い
、「
熟
」
に
改
め
る
。

②

劉
師
培
に
従
い
、「
父
母
」
の
二
字
を
補
う
。
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【
書
き
下
し
文
】

古
は
歳
に
四
た
び
祭
る
。
四
た
び
祭
る
は
四
時
の
生
熟
す
る
所
に
因
り
て
、
其
の
先
祖

父
母
を
祭
る
な
り
。
故
に
春
は
祠
と
曰
ひ
、
夏
は
礿
と
曰
ひ
、
秋
は
嘗
と
曰
ひ
、
冬
は
蒸

と
曰
ふ
①
。
此
れ
其
の
時
を
失
は
ず
し
て
、
以
て
先
祖
父
母
を
奉
祭
す
る
を
言
ふ
な
り
。

時
を
過
ぐ
る
も
祭
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
人
子
爲
る
の
道
を
失
ふ
な
り
。
祠
は
正
月
を
以
て
始

め
て
韭
を
食
す
る
な
り
②
。
礿
は
四
月
を
以
て
麥
を
食
す
る
な
り
③
。
嘗
は
七
月
を
以
て

黍
稷
を
嘗
す
る
な
り
④
。
蒸
は
十
月
を
以
て
初
稻
を
進
む
る
な
り
⑤
。
此
れ
天
の
經
な
り
、

地
の
義
な
り
⑥
。
孝
子
孝
婦
は
、
天
の
時
に
縁
り
、
地
の
利
に
因
り
、
⑦
菜
茹
瓜
果
を
地う

ゑ
⑧
、
稻
麥
黍
稷
を
藝
う
。
菜
生
じ
穀
熟
し
、
永
く
吉
日
を
思
ひ
、
祭
物
を
供
へ
具
へ
、

う

齋
戒
沐
浴
し
、
潔
清
し
て
敬
を
致
し
、
其
の
先
祖
父
母
を
祀
る
。
孝
子
孝
婦
は
、
時
を
し

ま
つ

て
過
ぎ
し
め
ず
、
己
之
に
處
る
に
愛
敬
を
以
て
し
、
之
を
行
ふ
に
恭
讓
を
以
て
す
れ
ば
、

亦
殆
ん
ど
罪
を
免
れ
ん
。

ほ
と⑨

已
に
命
を
受
け
て
王
た
れ
ば
、
必
ず
先
づ
天
を
祭
り
、
乃
ち
王
の
事
を
行
ふ
。
文
王

す
で

の
、
崇
を
伐
つ
、
是
れ
な
り
。
『
詩
』
に
、
「
濟
濟
た
る
辟
王
、
左
右
璋
を
奉
ず
。
璋
を
奉

ず
る
こ
と
峩
峩
た
り
、
髦
士
の
宜
し
き
攸

」
と
曰
ふ
。
此
れ
文
王
の
郊
な
り
。
其
の
下
の

ば
う

し

と
こ
ろ

辭
に
、
「
淠
た
る
彼
の
涇
舟
、

烝

徒
之
に
檝
さ
す
。
周
王
于
き
邁
き
、
六
師
之
に
及
ぶ
」

へ
い

け
い

じ
ょ
う

と

さ
を

ゆ

ゆ

と
曰
ふ
。
此
れ
文
王
の
崇
を
伐
つ
な
り
。
上
に
「
璋
を
奉
ず
」
と
言
ひ
、
下
に
「
崇
を
伐

つ
」
と
言
ふ
。
是
を
以
て
文
王
の
、
郊
を
先
に
し
て
伐
を
後
に
す
る
を
見
す
な
り
。
文
王

命
を
受
く
れ
ば
則
ち
郊
し
、
郊
し
て
乃
ち
崇
を
伐
つ
。
崇
國
の
民
、
方
に
暴
亂
の
君
に
困

し
め
ら
れ
、
未
だ
聖
人
の
徳
澤
を
被
る
を
得
ざ
る
に
、
文
王
已
に
郊
す
。

安

ん
ぞ
徳
澤
未

い
づ
く

だ

洽
か
ら
ざ
る
者
以
て
郊
す
可
か
ら
ざ
る
に
在
ら
ん
や
。

あ
ま
ね

【
注
】

①

『
繁
露
』
深
察
名
號
第
三
十
五
に
、

祭
の
散
名
、
春
を
祠
と
曰
ひ
、
夏
を
礿
と
曰
ひ
、
秋
を
嘗
と
曰
ひ
、
冬
を
烝
と
曰

ふ
。（
祭
之
散
名
、
春
曰
祠
、
夏
曰
礿
、
秋
曰
嘗
、
冬
曰
烝
）

と
あ
り
、
蘇
輿
は
、『
白
虎
通
』
宗
廟
篇
の
、

宗
廟
、
歳
に
四
た
び
祭
る
所
以
の
者
は
何
ぞ
や
。
春
を
祠
と
曰
ふ
は
、
物
微
な
り
、

ゆ

ゑ

ん

故
に
祠
も
て
之
に
名
づ
く
。
夏
を
禴
と
曰
ふ
は
、
麥
熟
し
、
之
を
進
む
。
秋
を
嘗

や
く

と
曰
ふ
は
、
新
穀
熟
し
、
之
を
嘗
す
。
冬
を
蒸
と
曰
ふ
は
、
蒸
の
言
た
る
衆
な
り
。

冬
の
物
成
る
者
衆
し
。（
宗
廟
所
以
歳
四
祭
者
何
。
春
曰
祠
者
、
物
微
、
故
祠
名
之
。

夏
曰
禴
者
、
麥
熟
、
進
之
。
秋
曰
嘗
者
、
新
穀
熟
、
嘗
之
。
冬
曰
蒸
者
、
蒸
之
爲

言
、
衆
也
。
冬
之
物
成
者
衆
）

を
引
く
。
「
深
察
名
號
篇
」
第
一
節
注
⑪
参
照
。

②

『
禮
記
』
王
制
に
、

春
は
韭
を
薦
め
、
…
…
韭
は
卵
を
以
て
す
。（
春
薦
韭
、
…
…
韭
以
卵
）

と
あ
り
、
桓
公
八
年
何
休
『
解
詁
』
に
、

薦
は
韭
・
卵
を
尚
ぶ
。
祠
は
猶
ほ
食
の
ご
と
き
な
り
、
猶
ほ
繼
嗣
の
ご
と
き
な
り
。

春
物
始
め
て
生
ず
れ
ば
、
孝
子
親
を
思
ひ
、
繼
嗣
し
て
之
を
食
す
、
故
に
祠
と
曰

ふ
。(

薦
尚
韭
卵
。
祠
猶
食
也
。
猶
繼
嗣
也
。
春
物
始
生
、
孝
子
思
親
、
繼
嗣
而
食

之
。
故
曰
祠)

と
い
う
。

③

『
禮
記
』
王
制
に
、

夏
は
麥
を
薦
め
、
…
…
麥
は
魚
を
以
て
す
。（
夏
薦
麥
、
…
…
麥
以
魚
）

す
す

と
あ
り
、
桓
公
八
年
何
休
『
解
詁
』
に
、

薦
は
麥
魚
を
尚
ぶ
。
麥
始
め
て
熟
し
て
礿
す
可
し
、
故
に
礿
と
曰
ふ
。（
薦
尚
麥
魚
、

麥
始
熟
可
礿
、
故
曰
礿
）

と
い
う
。

④

『
禮
記
』
王
制
に
、

秋
は
黍
を
薦
め
、
…
…
黍
は
豚
を
以
て
す
。（
秋
薦
黍
、
…
…
黍
以
豚
）

と
あ
り
、
桓
公
八
年
何
休
『
解
詁
』
に
、
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薦
は
黍
・
肫
を
尚
ぶ
。
嘗
は
先
ん
ず
る
の
辭
な
り
。
秋
、
穀
の
成
る
者
一
に
非
ず
、

黍
先
づ
熟
し
、
薦
む
る
を
得
可
し
。
故
に
嘗
と
曰
ふ
。（
薦
尚
黍
肫
。
嘗
者
先
辭
也
。

秋
榖
成
者
非
一
、
黍
先
熟
、
可
得
薦
。
故
曰
嘗
）

と
い
う
。

⑤

『
禮
記
』
王
制
に
、

冬
は
稻
を
薦
め
、
…
…
稻
は
鴈
を
以
て
す
。（
冬
薦
稻
、
…
…
稻
以
雁
）

と
あ
り
、
桓
公
八
年
何
休
『
解
詁
』
に
、

薦
は
稻
鴈
を
尚
ぶ
。
烝
は
衆
な
り
、
氣
盛
ん
な
貌
。
冬
、
萬
物

畢

く
成
り
、
薦

こ
と
ご
と

む
る
所
衆
多
、
芬
芳
備
さ
に
具
は
る
、
故
に
蒸
と
曰
ふ
。（
薦
尚
稻
鴈
。
烝
衆
也
、

つ
ぶ

氣
盛
貌
。
冬
萬
物
畢
成
、
所
薦
衆
多
、
芬
芳
備
具
、
故
曰
烝)

と
い
う
。

⑥

『
孝
經
』
三
才
章
に
、

夫
れ
孝
は
、
天
の
經
な
り
、
地
の
義
な
り
、
人
の
行
ひ
な
り
。（
夫
孝
、
天
之
經
也
、

地
之
義
也
、
人
之
行
也
）

と
あ
り
、
鄭
注
に
は
、「
春
夏
秋
冬
、
物
に
死
生
有
る
は
、
天
の
經
な
り
。
山
川
高
下
、

水
泉
流
通
す
る
は
、
地
の
義
な
り
」
と
い
う
。
ま
た
『
左
傳
』
昭
公
二
十
五
年
に
、

夫
れ
禮
は
、
天
の
經
な
り
、
地
の
義
な
り
、
民
の
行
な
り
。(
夫
禮
、
天
之
經
、
地

之
義
、
民
之
行
也)

と
あ
る
。

⑦

「
地
之
菜
茹
瓜
果
」
か
ら
「
亦
殆
免
於
罪
矣
」
ま
で
の
六
十
三
字
は
も
と
も
と
順
命

篇
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
盧
文
弨
が
「
此
の
下
當
に
脱
文
有
る
べ
し
。『
已
受
命
而

王
』
云
云
は
、
下
論
と
文
多
く
相
同
じ
く
、
此
の
處
と
承
接
せ
ず
。
順
命
篇
中
の
『
地

之
菜
茹
瓜
果
』
以
下
六
十
三
字
は
、
或
い
は
當
に
此
に
在
る
べ
し
」
と
い
う
の
に
従
い

凌
曙
が
移
動
し
、
蘇
輿
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

⑧

「
茹
」
は
食
べ
る
こ
と
の
で
き
る
草
の
総
名
で
あ
ろ
う
。「
地
」
字
は
蘇
輿
も
劉
師
培

も
誤
り
が
あ
ろ
う
と
疑
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
応
下
の
「
藝
」
と
同
じ
と
み
て
「
植

え
る
」
と
い
う
意
味
に
と
っ
て
お
く
。

⑨

「
已
受
命
而
王
」
の
一
段
は
上
文
と
つ
な
が
ら
な
い
の
で
、
凌
曙
は
郊
祭
篇
の
末
に

移
す
。
ま
た
内
容
も
郊
祀
篇
の
首
段
（
凌
曙
本
・
義
證
本
で
は
郊
祭
篇
に
移
す
）
と
重

複
し
て
い
る
。
そ
こ
で
蘇
輿
は
「
此
は
下
の
郊
祀
篇
と
文
重
ぬ
、
凌
本
竝
び
に
前
の
郊

祭
篇
末
に
移
す
も
、
未
だ
合
せ
ざ
る
に
似
た
り
。『
黄
氏
日
鈔
』
引
き
て
亦
此
の
篇
に
屬

す
、
宋
本
此
の
如
き
を
知
る
。
今
爲
に
提
行
別
出
す
」
と
い
う
。

【
現
代
語
訳
】

昔
は
一
年
に
四
度
祭
祀
を
行
っ
た
。
四
度
の
祭
祀
は
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
成
熟
す
る
農
作

物
を
供
え
て
先
祖
や
父
母
を
お
祀
り
す
る
。
春
（
の
祭
祀
）
を
祠
と
い
い
、
夏
を
礿
と
い

い
、
秋
を
嘗
と
い
い
、
冬
を
蒸
と
い
う
。
こ
れ
は
時
期
を
は
ず
さ
ず
に
先
祖
や
父
母
を
お

祀
り
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
時
期
を
す
ぎ
て
も
祭
祀
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
人
の

子
と
し
て
の
道
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
祠
と
は
正
月
に
は
じ
め
て
韭
を
食
す
る
こ
と
、
礿

と
は
四
月
に
麥
を
食
す
る
こ
と
、
嘗
と
は
七
月
に
黍
稷
を
嘗
す
る
こ
と
、
蒸
と
は
十
月
に

刈
り
と
っ
た
ば
か
り
の
稲
を
さ
さ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
の
常
道
で
あ
り
、
地
の

義
理
で
あ
る
。
孝
子
孝
婦
は
、
天
の
季
節
に
の
っ
と
り
、
土
地
の
生
産
能
力
に
鑑
み
て
、

菜
茹
瓜
果
を
植
え
、
稻
麥
黍
稷
を
植
え
る
。
野
菜
や
穀
物
が
成
熟
す
る
と
、
常
に
吉
日
を

考
え
、
祭
物
を
お
供
え
し
、
齋
戒
沐
浴
し
て
身
体
を
清
め
、
敬
意
を
も
っ
て
先
祖
や
父
母

を
お
祀
り
す
る
。
孝
子
孝
婦
は
お
祀
り
の
時
節
を
過
ぎ
な
い
よ
う
に
し
、
愛
敬
の
心
で
対

処
し
、
恭
謙
の
態
度
で
行
え
ば
、
不
幸
の
罪
を
免
れ
る
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
天
命
を
受
け
て
王
と
な
れ
ば
、
か
な
ら
ず
最
初
に
天
を
祀
る
こ
と
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
王
と
し
て
の
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
文
王
が
崇
を
伐
っ
た
の
が
そ
れ
で
あ

る
。『
詩
』
に
、「
威
儀
の
盛
ん
な
君
主
は
、
左
右
の
群
臣
が
璋
瓚
を
さ
さ
げ
も
っ
て
い
る
。

璋
瓚
を
さ
さ
げ
も
つ
よ
う
す
は
盛
壮
で
、
こ
れ
は
優
秀
な
士
が
担
当
す
る
こ
と
で
あ
る
」

と
あ
る
の
は
、
文
王
が
郊
祭
を
行
う
さ
ま
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
下
に
「
涇
水
を

は
し
る
船
は
た
く
さ
ん
の
人
が
楫
さ
し
て
進
む
。
周
の
天
子
が
出
征
す
る
と
、
六
軍
が
し

た
が
う
」
と
あ
る
の
は
、
文
王
が
崇
を
伐
つ
さ
ま
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
上
文
に
「
璋
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瓚
を
さ
さ
げ
も
つ
」
と
い
い
、
下
文
に
「
崇
を
伐
つ
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

文
王
は
ま
づ
郊
祭
を
行
い
、
そ
れ
か
ら
征
伐
を
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
文
王
は
天
命
を

受
け
て
天
子
と
な
っ
た
の
で
、
郊
祭
を
行
い
、
郊
祭
を
行
っ
て
か
ら
崇
を
伐
っ
た
の
で
あ

る
。
崇
の
国
の
人
民
は
暴
虐
無
道
の
君
に
苦
し
め
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
聖
人
の
徳
沢
を
蒙
っ

て
は
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
文
王
は
郊
祭
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
徳
沢
が
ま

だ
広
く
行
き
わ
た
っ
て
い
な
い
も
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
郊
祭
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
ろ
う
か
。


	4.26ﾍﾟｰｼﾞ05英文要旨.pdf
	Taro-8.pdf

